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○ 大学の概要 教育学部附属長岡小学校
教育学部附属新潟中学校
教育学部附属長岡中学校

（１）現況 教育学部附属特別支援学校
① 大学名

国立大学法人新潟大学 ※は，共同利用・共同研究拠点又は教育関係共同拠点に認定された施設を示す。

② 所在地 ⑤ 学生数及び教職員数
本部，五十嵐地区，旭町・西大畑地区 新潟県新潟市 学生数
長岡地区 新潟県長岡市 学部学生 10,358 人（留学生内数 51 人）

大学院学生 2,241 人（留学生内数 206 人）
③ 役員の状況 養護教諭特別別科 40 人

学長名 下條 文武（平成20年２月１日～平成24年１月31日） 附属学校園児・児童・生徒 1,744 人
下條 文武（平成24年２月１日～平成26年１月31日）

理事数 ６人 教職員数
監事数 ２人 教員 1,230 人

職員 1,258 人
④ 学部等の構成

学 部 （２）大学の基本的な目標等
人文学部 新潟大学は，高志（こし）の大地に育まれた敬虔質実の伝統と世界に開かれ
教育学部 た海港都市の進取の精神にもとづいて，自律と創生を全学の理念とし，教育と
法学部 研究を通じて，地域や世界の着実な発展に貢献することを，全学の目的とする。
経済学部 この目的を実現するために，新潟大学は，人文社会・教育科学系，自然科学
理学部 系，医歯学系の全般にわたる大規模総合大学として，社会の文化・倫理の向上
医学部 と，自然的・社会的環境の保全に全力を尽くす。また，日本海側で唯一の政令
歯学部 指定都市・新潟という，中国，韓国，極東ロシア，モンゴルなどの東アジア地
工学部 域を目前に据えた地域に生きる大規模総合大学であり，そのロケーションを強
農学部（農学部附属フィールド科学教育研究センター く意識しながら，教育と研究及び社会貢献を通じて，世界と日本の平和と発展

佐渡ステーション ※） に寄与する。
新潟大学は，世界トップレベルの，卓越した，特色のある研究と教育の拠点

大学院 を構築し，その総合力を生かして，全国の最先端を行く主専攻プログラムを中
教育学研究科 心とする特色ある学士課程教育により，総合的な教養教育と専門教育の融合を
現代社会文化研究科 行い，幅広い職業人を養成する。このような総合的な教育の上に，大学院にお
自然科学研究科 いて時代の要求に即応することのできる，より進んだ学際的な教育と研究を行
保健学研究科 い，高度の専門的職業人を養成する。
医歯学総合研究科 このような教育と研究の成果を地域に還元するために，新潟県や新潟市，多
技術経営研究科 くの地場産業との産学官連携事業を行い，地域の発展に寄与し，地域の生涯教
実務法学研究科 育にも力を尽くし，子どもたちの理数離れにも対応する地域活動を行う。また，

医歯学総合病院は，医療専門人の養成や先進的医療技術の開発を行い，地域の
附置研究所 中核的な病院として，地域住民の安心・安全の最後の砦となる。

脳研究所 ※
災害・復興科学研究所 （３）大学の機構図

附属病院 別紙のとおり
医歯学総合病院

附属学校
教育学部附属幼稚園
教育学部附属新潟小学校

新潟大学



経 営 協 議会

(15人)
（主に経営面を審議）

国立大学法人新潟大学における運営体制図

経営方針，計画案等の提案

審議結果

学内委員 学外委員

学長選考会議

（10人）
経営協議会 5人

教育研究評議会 5人

文部科学大臣

意見提出

副 学 長

( ４人)

意見提出

教育研究に関する方針案等の提案

教育研究評議会

( 43人 )
（主に教学面を審議）

審議結果

・学長 ・ 病院長

・学長指名の ・ 附属図書館長

理事 ４人 副学長 ４人

監事（業務監査）

役 員 会 （７人）

（運営等の重要事項の審議）

理 事
(副学長)

教育

担当

理 事
(副学長)

研究
担当

理 事
(副学長)

病院
担当

理 事
(副学長)

財務

担当

理 事

総務・
労務
担当

理 事

大学

改革

担当

学 長

新潟大学

・学長

・学長指名の
理事5人

・学長指名の

職員１人

８人

学系，学部，研究科，研究所等

学 内 の 各 種 委 員 会

理事 ４人 ・ 副学長 ４人

・学系長 ３人 ・ 副学系長 ３人

・学部長 ９人 ・ 副学部長 ９人
・研究科長 ５人 ・ 副病院長 １人

・附置研究所長２人

企画戦略本部

企画戦略会議

施
策
等
の
提
示
・実
施
指
示

担当 担当
(非常勤)
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新潟大学の事務組織再編（平成24年４月）

その他の理事

理事
（総務・労務担当）

平成24年度
監査室

総務部

研究支援部

財務部

学務部

産学連携課

研究企画推進課

国際課

財務企画課

資産管理課

契約課

学生支援課

教務課

入試課

人事課

企画課

安全管理課

総務課

新潟大学

その他の理事

理事
（総務・労務担当）

平成23年度

総務部

研究支援部

財務部

学務部

産学連携課

研究企画推進課

国際課

財務企画課

資産管理課

契約課

学生支援課

教務課

入試課

キ リア支援課

人事課

企画課

安全管理課

総務課

学長室担当課

監査・改善課

総務課

学務課

は，学長直属の組織
へ再編

施設管理部

キャリア支援課

施設管理課

施設整備課

施設保全課

学術情報部

学術情報管理課

学術情報サービス課

情報企画課

医歯学総合病院事務部

総務課

経営企画課

管理運営課

医事課

自然科学系事務部
総務課

各学部等事務室

医歯学系事務部
総務課

各学部等事務室

人文社会・教育科学系事務部
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施設管理部

キャリア支援課

施設管理課

施設整備課

施設保全課

学術情報部

学術情報管理課

学術情報サービス課

情報企画課

医歯学総合病院事務部

総務課

経営企画課

管理運営課

医事課

自然科学系事務部
総務課

各学部等事務室

総務課

学務課

医歯学系事務部
総務課

各学部等事務室

人文社会・教育科学系事務部
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新潟大学
○ 全体的な状況

本学は，自律と創生を全学の理念とし，教育と研究を通じて地域や世界の着実 ・本学を幹事校とする関越地域大学グループ17大学で推進している「産学協働に
な発展に貢献することを目的としている。この目的を実現するため，第２期中期 よる学生の社会的・職業的自立を促す教育開発」事業が，文部科学省「平成24
目標において，教育，研究，社会連携，国際化，附属病院，附属学校及び業務運 年度産業界のニーズに対応した教育改善・充実体制整備事業」に採択され，PBL
営の改善・効率化等の事項について，それぞれ目標を設定した。さらにこれを実 型インターンシップを試行的に実施した。
行するための中期計画及び年度計画を作成し，大学として目標達成に向けた様々
な取組を行っているところであり，平成24年度における業務の実績は次のとおり ウ．学生支援
である。 ・保健管理センターのメンタルヘルスを担当する医師，カウンセラー，学生支援

センター学生相談部門のカウンセラー及び学生なんでも相談窓口担当職員など
１．教育研究等の質の向上の状況 実務担当者を構成員とする「学生支援・精神保健連絡会議」を平成24年５月に
(1) 教 育 設置し，学生相談機関の連携をスタートさせ，組織的に対応できる体制を整備

した。また，同会議メンバーを編集委員とした「教職員のための学生対応Ｑ＆
本学の教育に関する中期計画は全部で25項目あり，これに係る平成24年度の Ａ」を作成し，各学部等の教職員が学生対応する場合のハンドブックとして配

年度計画は30項目である。今年度の年度計画に掲げた業務の状況については， 布した。
全体としておおむね順調に進んでいるものと評価しており，主な取組や成果は ・キャリアセンターを中心に，キャリアコンサルタントによる個別進路相談や各
次のとおりである。 学部・研究科と連携したガイダンス・セミナー等を開催するとともに，就職活

動に取り組む学生からの質問に卒業生が回答する「CANシステム」の活用など，
ア．教育内容及び教育の成果等 さまざまな就職支援の取組を行ったことにより，平成25年３月学部卒業生の就
・「主専攻プログラム」，「新潟大学学士力アセスメントシステム（NBAS）」につい 職希望者就職率は97.9％（対前年度1.1％増）と過去最高となった。

ては，「３．戦略的・意欲的な計画の取組状況」参照。 ・平成22年度に創設した「“輝け未来!! 新潟大学入学応援奨学金”＋α」につい
・学年・学科を越えた学生のチームが研究や技術開発に関する活動を行い，学生 て，よりわかりやすいパンフレットを作成するとともに新たにポスターを作成

が相互に啓発できる場「スマート・ドミトリー」による新たな教育システムを し，新潟県内外の高校586校に送付し制度の更なる周知を図った。この結果，申
構築し，それにより高い研究能力と意欲及び高度なリーダーシップを有し，国 請者が127人（対前年度47人増），受給者が39人（対前年度14人増）となった。
際的に秀でた学生「トップ・グラジュエイツ」を育成する「スマート・ドミト ・学内業務に学生を臨時的に雇用し報酬を支払う制度の整備の一環として，入学
リーによる高度工学力を有するトップ・グラジュエイツ育成プログラム」が文 直後の学生に，施設・教室・窓口等の案内，履修登録をする際に使用する「学
部科学省「平成24年度理数学生育成支援事業」に採択された。本プログラム実 務情報システム」の操作支援を行う，学生によるピアサポートを試行し，ピア
施にあたり開講した正規科目に61人が受講した。さらに平成25年度に工学部の サポートに参加した学生80人に報酬459千円を支給した。
全７学科のプログラムに学生の研究能力に関する目標達成に寄与する科目「創
造プロジェクト基礎」と「創造研究プロジェクトⅠ，Ⅱ」を新設することとし， (2) 研 究
ものづくりの調査・企画と実際にものづくりする授業科目の充実を図った。

・文部科学省「平成22年度大学生の就業力育成支援事業」に採択された「インタ 本学の研究に関する中期計画は全部で16項目あり，これに係る平成24年度の
ーンシップの実質化による就業力の獲得」において，農学部では，地域の様々 年度計画は16項目である。今年度の年度計画に掲げた業務の状況については，
な農林生産現場，工場，研究所等の現場を体験する「地域交流サテライト実習」 全体としておおむね順調に進んでいるものと評価しており，主な取組や成果は
の１年次学生の受講率が94.7％となり，対前年度で17.4％増加した。また，学 次のとおりである。
生同士の議論を通して主体的に現場を選んでチームで必要とされるスキルを育
成する２年次向け「チームインターンシップ」を正課授業科目として開講し， ア．研究水準及び研究の成果等
35人が新潟県内企業７社でチームインターンシップを行った。 ・最先端・次世代研究開発プログラム「高温太陽集熱による水熱分解ソーラー水

・医歯学総合研究科口腔生命科学専攻で推進している「口腔保健医療に対応した 素製造システムの開発」では，本学開発の太陽熱水分解デバイスによるソーラ
国際イニシアチブ人材育成プログラム」事業（概算要求採択事業）において， ー反応器を30kWに大型化し，これを韓国・国立エネルギー研究所（KIER）の太
完全英語による国際標準化されたコースプログラム「PhD course in Global 陽炉で性能試験を行い，二段階水熱分解サイクル反応を連続して行うことに成
Oral Health Science」を完成させた。 功した。

・最先端・次世代研究開発プログラム「電荷分離状態の長寿命化と二酸化炭素の
イ．教育の実施体制等 光資源化」では，長寿命な電荷分離系の構築と二酸化炭素の資源化を目的とし
・本学を代表校とする「連携機能を活用した歯学教育高度化プログラム」（連携 て，有機無機ハイブリッド材料を用いた新規光反応デバイスの開発を行い，こ

校：東北大学，広島大学）と，本学を連携校とする「産学協働教育による主体 れまで困難であった100ミリ秒程度の時間分解能で，光照射と吸収スペクトル変
的学修の確立と中核的・中堅職業人の育成」（代表校：京都産業大学，連携校 化を観測することに成功した。
：成城大学，福岡工業大学）の２件が文部科学省「平成24年度大学間連携共同
教育推進事業」に採択され，本学の特色ある教育資源を大学間で共同利用しな
がら，社会の要請に応える共同の教育・質保証システムの構築を開始した。
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・「新潟大学超域朱鷺プロジェクト」において，文部科学省「地域再生人材創出 ・工学部教員と学生が中心となり，科学技術知識普及事業に疎遠であった中山間
拠点の形成」事業（平成22～26年度）として，第２期「朱鷺の島環境再生リー 地の小規模校の小中学生及び地域の高齢者を対象に，出前型科学イベント「サ
ダー養成ユニット」（修了者45人），シンポジウム「世界農業遺産の島 生きも イエンス・サーカス」を新たに開始し，９回実施した。
のを育み活用する地域づくり」（参加者330人）等を行った。また，佐渡市から ・教育学部が平成13年度より実施している「うちのDEアート」の取組が，アート
の寄附講座「自然再生学講座（環境・経済好循環分野）」（平成23～25年度）で を媒介として大学と町が一体となってプロジェクトとして継続している点が評
は，水田の生物多様性指標の特定，新たなシンボル種としてのサドガエルの保 価され，公益社団法人建築士会連合会「まちづくり賞」を受賞した。
全生態学的研究，新たな環境保全型農法の検討など，研究領域を超えた新たな ・「足元からの社会連携」をテーマに，社会連携フォーラムを２回開催した。１
科学的知見が集積された。 回目（参加者100人）は，今後大学が地域社会とどのようにかかわっていったら

よいかを考えた。２回目（参加者180人）は，地域の企業関係者が参加し，地域
イ．研究実施体制等 社会の産業振興への貢献をテーマに講演や公開討論を行った。
・超域学術院に代表される本学を代表する研究プロジェクトの研究支援に加え，

次世代を担う若手研究者の研究を発掘して新しいトップ研究を育成する体制を ウ．産学官連携
構築するため，研究推進機構と産学地域連携推進機構を中心にプロジェクト企 ・本学と新潟県刈羽村との連携融合事業として，平成24年10月に ｢新潟大学・刈
画に特化したリサーチ・アドミニストレーター機能を重点整備する取組が，文 羽村先端農業バイオ研究センター｣を設置し，同センターに設置された８機の高
部科学省「平成24年度リサーチ・アドミニストレーターを育成・確保するシス 機能バイオトロンを利用して，先端科学技術により高温耐性のある水稲や優れ
テムの整備事業（専門分野強化）」に採択され，リサーチ・アドミニストレー た野菜の選抜，新規品種の産出など地域の農業振興に貢献する研究を開始した。
ターを４人採用した。 ・「第２回新潟産学官連携フォーラム」を開催（参加者250人）し，これからの技

・文部科学省「平成21年度若手研究者の自立的研究環境整備促進事業」に採択さ 術革新，人材育成と地域活力の向上のための持続的・発展的な産学官連携シス
れた「自立・競争的環境で育てる若手研究者育成プログラム」において，テニ テムの構築を図った。
ュアトラック教員を２人採用した。また，文部科学省「平成24年度科学技術人
材育成費補助事業テニュアトラック普及・定着事業（機関選抜型）」に採択さ (4) 国際化
れ，テニュアトラック教員を４人採用した。

・斜面災害研究に関する“World Center of Excellence”に認定（平成23年度） 本学の国際化に関する中期計画は全部で８項目あり，これに係る平成24年度
された災害・復興科学研究所では，他の機関との共同研究事業を公募し，７機 の年度計画は10項目である。今年度の年度計画に掲げた業務の状況については，
関との共同研究を平成25年度から開始することを決定した。 全体としておおむね順調に進んでいるものと評価しており，主な取組や成果は

・脳研究所については，「(7) 脳研究所」（７頁）参照。 次のとおりである。

(3) 社会との連携や社会貢献 ・大学の国際化とグローバル人材の育成等を目的に，千葉大学，金沢大学，岡山
大学，長崎大学，熊本大学の５大学と包括連携協定を締結し，「国立六大学連

本学の社会連携等に関する中期計画は全部で７項目あり，これに係る平成24 携コンソーシアム」を設立した。また，「国立六大学国際連携機構」を設置し，
年度の年度計画は７項目である。今年度の年度計画に掲げた業務の状況につい 共同学生交流プログラムの実施，海外の有力大学連合との交流推進，国際化に
ては，全体としておおむね順調に進んでいるものと評価しており，主な取組や 資するための共同事業に取り組むこととなった。
成果は次のとおりである。 ・「専門性と国際的な課題解決能力」，「高度なコミュニケーション能力」，「深い

教養と豊かな人間性」，「チャレンジ精神」を兼ね備えた人材を目指すべきグロ
ア．研究成果の社会への還元 ーバル人材像として，医・工・法の３学部を対象に，学士課程における従来の
・災害・復興科学研究所等が作成・監修した「津波浸水想定図」が新潟県ホーム 専門教育に加え，実践英語コースの提供や段階的海外留学の促進を行う取組が，

ページの防災ポータルに掲載された。 文部科学省「平成24年度グローバル人材育成推進事業」に採択された。
・地域連携フードサイエンスセンターでは，「災害時の食」の研究を進め，首都 ・自然科学研究科が進める「グローバルサーカスによる大学院高度化教育」（平

直下地震等への対策として，平成24年10月に東京都内で災害食に関するシンポ 成22～24年度）では，アジアの２大学とダブルディグリープログラム（DDP）協
ジウムを開催（後援：内閣府，農林水産省，消防庁ほか）し，約120人が参加し 定を新たに締結し，DDP協定を締結する大学は13大学となった。本学から１人を
た。 DDP学生として中国に派遣するとともに，海外からDDP学生６人を受け入れた。

イ．地域社会との連携及び協力 また，これまでに３人がDDPにより学位を取得し修了した。さらに，平成25年１
・科学技術振興機構「次世代科学者育成プログラム」に採択された「未来の科学 月に「新潟グローバル・グラジュエート・リサーチ・フォーラム」を５日間に

者を育成する新潟プログラム」（平成23～25年度）において，小中学生対象の わたり開催し，７ヶ国21大学（本学を含む）から214人が参加した。
ステップ１「先取り！科学者の体験」，ステップ２「科学基礎講座」，ステップ ・平成24年４月に「英語学習支援スペースFL-SALCミニ」を開室し，平日の昼休み
３「科学アドバンスト講座」のそれぞれを月１回開講し，82人が参加した（対 を中心に「自由参加型グループ学習」，「留学生と英語deチャット」など１日平
前年度24人増）。平成25年３月には，受講生，保護者，高等学校教員，本学教 均11.4人の利用があった。また，「英語学習個別カウンセリング」（業務委託）
員など約100人が参加してステップ２とステップ３の研究発表会を行った。さら では，20分×195コマすべてが事前予約で埋まり，アンケート（回答者158人）
に，年10回の連続講座「科学英語」を新設して，受講生の基礎英語力と英語に では，76％が「カウンセリングが英語学習に非常に役立った」，24％が「役立
よるコミュニケーション能力の育成に努めた（参加者26人）。 った」と回答した。
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(5) 附属病院 ・診療から３年以上経過して長期間未収となっている医療費約71,000千円の未収
金回収のため，平成25年２月から委託契約をした。なお，平成24年度回収実績

本学の附属病院に関する中期計画は全部で８項目あり，これに係る平成24年 は3,956千円であった。
度の年度計画は10項目である。今年度の年度計画に掲げた業務の状況について ・医療材料については，外部コンサルタント会社と共同で購入価格の値引き交渉
は，全体としておおむね順調に進んでいるものと評価しており，主な取組や成 を実施し，約8,600品目について約34,000千円の節減効果があった。
果は次のとおりである。

(6) 附属学校
ア．教育・研究面
・医歯学総合研究科の寄附講座「総合地域医療学講座」と連携し，地域医療臨床 本学の附属学校に関する中期計画は全部で５項目あり，これに係る平成24年

実習に徳島大学から医学科５年次学生２人を受け入れるとともに，６年次「臨 度の年度計画は５項目である。今年度の年度計画に掲げた業務の状況について
床実習Ⅱ」では，本学学生３人が，長崎大学及び徳島大学において地域医療臨 は，全体としておおむね順調に進んでいるものと評価しており，主な取組や成
床実習を行うなど，他大学との連携のもと，クリニカルクラークシップ及び地 果は次のとおりである。
域医療実習の実施体制を強化した。

・秋田大学，琉球大学との連携による「NAR大学・地域連携『＋α専門医』養成プ ・教育学部が行う「４年一貫教育実習」のうち，附属長岡校園における「小中一
ロジェクト」において，腫瘍内科コースを新設するなど，専門医コースを充実 貫教育実習」の実施，「教育実習事前・事後指導」における附属学校教員によ
させ，若手医師に多彩なキャリアパスを提示した。また，厚生労働省認定の第 る授業担当（13人の教員が延べ34回担当），４年次「研究教育実習」における
９回新潟医師臨床研修指導医講習会を実施し，本院12人，関連医療機関25人の 研究教育実習カリキュラムの開発等を通じて，教育学部と附属学校が連携した
計37人の指導医が受講し，修了者は延べ407人となった。 教育研究体制の構築を進めた。

・本院腎移植チームが取り組んできたトランスレーショナルリサーチの成果であ ・教員免許状更新講習において，附属学校を会場として「今日的課題をとらえた
る「ABO血液型不適合腎移植への挑戦―免疫学的禁忌の克服と臨床応用の普及」 特別支援教育」，「PISA型読解力の指導及び学習スキルの指導」など６講座を開
が，国内の医学分野で最も権威のある賞の一つである「平成24年度日本医師会 講（受講者延べ288人）した。各校の教員が講義を分担し，附属学校における教
医学賞」を受賞した。 育実践の成果等を公表した。

・附属新潟小学校と附属新潟中学校では，共通研究テーマ「活用型学力を育成す
イ．診療面 る９ヵ年間教育課程と指導法の開発研究」を設定し，主として小学校において
・平成24年10月30日から本院を基地病院として「新潟県ドクターヘリ」の運航を は「思考の方法」「思考のことば」に，中学校においては「思考スキル」に焦

開始した。130件の出動要請（１日平均0.85件）に対し，68件に出動した。この 点を当てて，その有効性・接続性を検証した。
うち，80km以上の出動が15％以上を占めるなど，ドクターヘリを用いて離島， ・附属長岡校園では，文部科学省の開発指定校として「社会的な知性を培う」を
僻地等を含めた新潟県全域を対象とした重症救急患者の迅速な広域搬送が可能 テーマに，幼小中の一貫教育カリキュラム開発に取り組み，３年間の研究成果
となり，迅速かつ適切な医療を提供する体制が整備された。 を平成24年10月の研究協議会にて発表した。この成果により，文部科学省より

・平成24年11月の外来診療棟開院に併せ，患者に分かりやすい臓器別診療科に再 平成25年度から３カ年の延長が認められたほか，平成25年度から小中一貫教育
編した。また，患者誘導についてはパネル表示による誘導方式に切り替え，プ に取り組む新潟県三条市より「三条市小中一貫教育推進委員」の委嘱依頼を受
ライバシーへの配慮や患者に分かりやすい案内誘導を導入するとともに，円滑 けた。
な誘導・案内のため，外来棟玄関に医療コンシェルジュ２人を配置した。 ・附属特別支援学校では，全国附属学校における唯一の取組である「地域連携コ

・腫瘍内科を開設し，血液腫瘍を除くすべての固形腫瘍におけるがん薬物療法の ーディネーター」を配置し，所属小・中学校と附属特別支援学校とを行き来し，
コンサルテーションや外来化学療法を開始した。 学校間を連携させた密接な指導を行った。また，前年度から継続して通級指導

・各種がん患者の症状及び治療方針について，手術，放射線療法及び化学療法に を希望した児童生徒が約80％にのぼり，障害の克服・改善に迫る適切な通級指
携わる専門医師，医療スタッフ等が診療科の枠を超えて検討・共有することに 導を実施している成果がみられた。
より，適切ながん治療の提供及び療養生活の質向上を目指す目的で「キャンサ
ーボード」を設置し，平成25年１月から毎週開催した。 (7) 脳研究所【共同利用・共同研究拠点「脳神経病理標本資源活用の先端的共同

研究拠点」】
ウ．運営面 ア．拠点としての取組
・新外来診療棟が平成24年11月26日に開院し，平成９年の西病棟建設から始まっ ・公募型共同研究を33件採択し，剖検脳・ヒトゲノム・脳疾患モデル動物等に関

た病院の再開発が完了した。 するプロジェクト型18件と連携資源利用型15件の共同研究を実施した。
・診断群分類（DPC）検証システムを利用した継続的なDPCコーディング検証業務 ・資源充実を図るため，40を超す剖検脳を収集・蓄積した。そのほとんどの症例

の実施による請求精度の向上，管理会計システム（HOMAS）を利用した部門別原 において，脳・脊髄の各部位から急速凍結標本を作製しており，リサーチリソ
価計算及び診断群分類別原価計算（患者別原価計算）の実施等により，診療単 ースとして理想的な形で保存がなされた。
価が改善され，診療報酬請求額が過去最高となる23,504,142千円（対前年度 ・韓国からの講師８人を招いて「共同研究拠点第３回国際シンポジウム」を開催
1,044,643千円増）となった。 し,若手研究者のポスター発表を行うとともに，アジアにおける今後の脳科学を

展望した（参加者66人）。また，自然科学研究機構「生理学研究所」との合同
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国際シンポジウムを開催し，「グリア細胞と脳神経疾患との関わり」について， ２．業務運営・財務内容等の状況
アメリカからの講師２人の招待講演と併せ，若手研究者を含んで，活発な討論 「（1） 業務運営の改善及び効率化に関する特記事項等」（59頁），
が行われた（参加者96人）。 「（2） 財務内容の改善に関する特記事項等」（66頁），

・文部科学省脳科学研究推進プログラム「脳基盤(FS) 精神・神経疾患克服のため 「（3） 自己点検・評価及び情報の提供に関する特記事項等」（72頁），
の研究基盤の整備に向けた課題の検討（代表機関：国立精神・神経医療研究セ 「（4） その他業務運営に関する特記事項等」（80頁） 参照。
ンター病院）」の主要構成メンバーとして，本邦のブレインバンク構築に向け
た提言を行うとともに，生前同意登録による剖検とブレインバンク資源として ３．戦略的・意欲的な計画の取組状況
のドナー登録事業（厚生労働省；代表機関：国立精神・神経医療研究センター ・学習成果を具体的に明示した「主専攻プログラム」に基づき，42の主専攻プロ
病院）を新潟地域で推進し，７人がドナー登録を行った。 グラムで学士課程教育を実施した。各主専攻プログラムの担当教員を構成員と

・共同研究拠点中間評価に向けて，平成24年10月に６人の外部評価委員よる外部 する「教育・学生支援調整会議」を，各主専攻プログラムにおける自己点検・
評価を実施した。 評価の取組や改善状況等をピアレビューする場として位置付けることとした。

・平成25年度に開設する医学物理学基礎副専攻を，物理学主専攻プログラムと放
イ．脳研究所の取組等 射線技術科学主専攻プログラムとの連携のもとで活用するなど，主専攻と副専
・精神疾患の先端的分子病態解析について，霊長類を用いて当該精神疾患を思春 攻の有機的な関係について具体的に検討した。

期以降に発症するモデル動物の作製に成功した。 ・学習成果の可視化と学習過程をアセスメントする「新潟大学学士力アセスメン
・約30系統の脳機能解析及び脳疾患解析モデルマウスを樹立し，内外の研究者研 トシステム（NBAS）」を平成25年１月に導入した。また，NBASの導入に合わせ

究コミュニティに供与した。 て，情報基盤センターコンピュータシステムのユーザ認証と連携させ，教育用
・マクロ共焦点顕微鏡にGASP型の光電子増倍管を新たに導入し，１桁以上の高感 パソコンから利用しやすい環境を整備した。

度化を実現した。この高感度化によって，内因性蛍光シグナルによる単一ニュ ・NBASの運用準備・試行にあわせて，各主専攻プログラムの改善に繋げる具体的
ーロン活動の高倍率イメージングを実現した。 手順について検討し，①各主専攻プログラムにおけるNBASコンセプトの共通理

・神経内科学分野の研究グループは, 視神経と脊髄に炎症を繰り返す難病である 解，②NBAS利用方針の決定，③到達目標の再設定，④カリキュラムマップの策
多発性硬化症と視神経脊髄炎に, 注意力低下をはじめとした高次脳機能障害を 定及び各授業科目の重み付け，⑤履修ケースの作成，⑥NBAS試行に基づく検証，
見出し, その特徴と発症の仕組みを解明した。その成果は，臨床神経学分野で ⑦NBASを用いた教育システムの実践，⑧到達目標の再設定…という手順を示し
最も権威ある「Annals of Neurology」誌のオンライン版に掲載された。 た。これに従って，各主専攻プログラムでは以下のようにNBASの運用準備・試

・脳梗塞の血栓溶解療法における合併症予防技術で，アメリカ合衆国のバイオテ 行を進めた。
クノロジーのベンチャー企業とライセンス契約を締結した。 (1) ４つの主専攻プログラム（生活科学，物理学，森林環境学，農業工学）に

・「脳と水分子：こころの科学的解明」を目指す国際研究（連携融合事業）にお おいて，実際の学生の成績を用いた検証，学生へのヒアリング等を行い，学
いて，Ｃ11－アクアポリン4分子画像法の臨床研究で初めて理解された頭蓋の空 習成果を可視化するためのスケールフェーズにおけるカリキュラムマップ，
気化の評価により，哺乳類における脳の進化度の違いについて存在を明らかに レーダーチャートの信頼性，妥当性及び有用性を検討するなどの試行（上記
した。また，水分子の脳循環調節機構に関する基礎検討では，脳循環調整に脳 ⑥まで）を終えて，平成25年４月からNBASを運用（上記⑦）することになっ
内アクアポリン4が関与することを確認し，動物実験を開始した。 た。また，これらの主専攻プログラムでは，学習履歴を蓄積し，これまでの

学習成果を振り返りその後の学習計画を主体的に立案する手法を学ぶ「リフ
(8) 農学部附属フィールド科学教育研究センター佐渡ステーション【教育関係共 レクションデザイン」を，平成25年度に開設するための準備を進めた。
同利用拠点「佐渡島の自然環境を利用した教育関係共同利用拠点」】 (2) NBASを平成26年度に運用予定の10主専攻プログラムでは，各授業科目が各

・平成24年７月から平成29年３月まで，「佐渡島の自然環境を利用した教育関係 到達目標を達成するためにどのくらい寄与するか数量的に明示した「カリキ
共同利用拠点」に認定された。 ュラムマップ」の策定（上記④，一部のプログラムでは⑤も実施）まで，平

・平成23年度から本格的な共同利用を目指して教育スタッフとして助教１人を配 成27年度に運用予定の28主専攻プログラムでは，「主専攻プログラム」開始
置するとともに，平成24年度は技術補佐員２人を配置して実習にあたった。 時に設定した到達目標について，NBASを用いて学習成果を可視化するために

・ウェブサイト及びフェイスブック上で，共同利用の利用方法や実習の募集，実 具体的な記述に改めるなどの見直し（上記③）まで完了させた。
習の様子について情報提供するとともに，必要に応じてJeconet等のメーリング ・平成24年11月に，大学教育改革フォーラム「学士課程教育における学習成果の
リストによって実習の募集を行った。 質保証～新潟大学 学士力アセスメントシステム（NBAS）構築をめぐって～」

・演習林教育関係共同利用として，公募型単位互換実習（１件）や公募型実習（２ を東京で開催し，本学の主専攻プログラムやNBAS等の取組を広く説明するとと
件）に鹿児島大学，京都大学，信州大学，筑波大学等が参加するとともに，群 もに，パネルディスカッションを通じ，様々な観点から大学教育の学習成果の
馬大学，大阪教育大学，首都大学東京，大阪産業大学，東邦大学，新潟農業バ 質保証の今後について展望した（参加者130人）。
イオ専門学校等が受託型実習（７件）やフィールド利用型実習（１件）を実施
し，延べ約330人の利用があった。

・学生の学習の機会，及び地域の環境教育関係の人材育成の場として，実習に参
加した大学の教員を講師とする公開講座「佐渡ゼミ」を５回開催し，エコツア
ーガイドやNPO法人関係者を含め約100人が参加した。
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○ 項 目 別 の 状 況

Ⅰ 教育研究等の質の向上の状況
(1) 教育に関する目標
① 教育内容及び教育の成果等に関する目標

中 ○教育プログラムに関する目標
期 ・社会の多様なニーズに対応できる到達目標達成型の構造化された教育プログラムを整備し充実を図る。
目 ・副専攻プログラムを充実させる。
標 ・大学院に対する社会からの多様な要請に応え得る到達目標達成型の教育体制を整備する。

○全学的な授業科目開設に関する目標
・入学段階から大学院に至る多様な学習ニーズに対応した円滑な学習の機会を提供できる授業科目を開設する。
・グローバル化した知識基盤社会で，生涯にわたり自立した学習を継続することのできる人材を育成するための授業科目を整備する。
・質の高い教員を養成するために，総合大学における教員養成機能の充実を図る。

○入学者選抜に関する目標
・アドミッションポリシーを明確にして，それに即した入学者選抜方法となるよう，入学者選抜制度の充実を図る。

○教育の成果・効果の検証と質の改善に関する目標
・学生の教育成果の検証を基礎とした自己点検・評価を行い，各教育プログラムの改善を図る。
・体系的なＦＤ／ＳＤプログラムを構築するとともに，教育プログラム単位でのＦＤ活動を支援する体制を整備して，教職員の教育能力の向上を図る。

中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ

【1】 【1-1】 【1-1】
・各学問領域の特性に応じて，到達目標 ・主専攻プログラムの充実を図るため，プロ ・平成23年度に教育担当理事の下に設置した「教育基本問題検討作業

と，学習方略を明示した主専攻プログ グラムの改善，新設，改廃に必要な諸手続 委員会」において，主専攻プログラムに係るプログラムの改善，新
ラムの充実を図る。 に関する規程等を制定する。 設，改廃に必要な諸手続に関する学内規程について検討し，大学教

育委員会に附議したが，一部修正を加えるため継続審議となった。

【1-2】 【1-2】
・学習成果の一層の向上を図るため，学習成 ・学習成果の可視化と学習過程をアセスメントする「新潟大学学士力

果の可視化と学習過程をアセスメントする アセスメントシステム（NBAS）」を平成25年１月に導入した。
システムを導入するとともに，システムの ・NBASの運用準備・試行にあわせて，各主専攻プログラムの改善に繋
試行を通じて，プログラム改善に繋げる具 げる具体的手順について検討し，①各主専攻プログラムにおける
体的手順を検討する。 NBASコンセプトの共通理解，②NBAS利用方針の決定，③到達目標の

再設定，④カリキュラムマップの策定及び各授業科目の重み付け，
⑤履修ケースの作成，⑥NBAS試行に基づく検証，⑦NBASを用いた教
育システムの実践，⑧到達目標の再設定…という手順を示した。こ
れに従って，各主専攻プログラムではNBASの運用準備・試行を進め
た。

・４つの主専攻プログラム（生活科学，物理学，森林環境学，農業工
学）においては，試行（上記⑥まで）を終えて，平成25年４月から
NBASを導入（上記⑦）することになった。

・NBASを平成26年度に導入する予定の10主専攻プログラムでは，上記
④の段階まで，平成27年度に導入予定の28主専攻プログラムでは，
上記③の段階まで完了させた。

・これらに関して，各学部のＦＤ等において，試行事例の解説，NBAS
を有効に活用する方法の議論等が行われた（年度計画【21】参照）。

（中期計画達成に向けた進捗状況）
・医学部医学科では，平成26年度改訂カリキュラム開始を目指して学

務委員会内にカリキュラム改訂ワーキンググループを設置し，全講
座，卒業生，全学年学生からのアンケート結果と国の指針を踏まえ，
カリキュラム改訂案を作成した。また，教員，全ての科，講座と専
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門教育開始年次，臨床実習期間の延長，卒業試験の内容と方式，卒
業時におけるOCSEの取り入れの可否等について意見交換を行った。

・歯学部教育改善ワーキンググループを設置し，第３期中期目標・計
画期間からの新カリキュラム導入を目指し，そのコンセプトについ
て検討した。新カリキュラムのコンセプトに基づき，歯学部初年次
教育の中核となる授業「カリキュラム・デザイン（仮称）」を教育
・学生支援機構と共同で開発するため，山形大学基盤教育院の訪問
調査を行い，資料収集を進めた。

・工学部では，文部科学省「理数学生育成支援事業」を獲得した。１
年次段階から研究力を高める特別プログラムとして，ものづくりの
調査・企画と実際にものづくりする授業科目を各主専攻プログラム
内に正規科目として開講した（受講者61人）。さらに平成25年度に
工学部の全７学科のプログラムに学生の研究能力に関する目標達成
に寄与する科目「創造プロジェクト基礎」と「創造研究プロジェク
トⅠ，Ⅱ」を新設することとし，ものつくりの調査・企画と実際に
ものづくりする授業科目の充実を図った。また，平成24年度教育研
究力強化基盤整備費「『リサーチ・ドミトリー』による探求型工学
力育成事業」が採択され，工学部全学科の教育及び研究力を高める
ための設備を導入した。

【2】 【2】 【2】
・主専攻プログラムの到達目標を基礎と ・主専攻プログラムの到達目標を基礎として，・全ての主専攻プログラムにおいてNBASの導入に向けた準備を進めて

して，卒業生が共通に持つべき資質・ 卒業生が共通に持つべき資質・能力（新潟 おり，その中で到達目標の精査を通じて卒業生が共通に持つべき資
能力（新潟大学型教養）を確立し，そ 大学型教養「知識・理解」「分野固有の能 質・能力（新潟大学型教養）を抽出すべく，カリキュラムマップの
のための教育体制を整備する。 力」「汎用的能力」「態度・姿勢」）を分析 策定，重みづけ等を行った。

し，学習成果を得るための授業科目の開設 ・教育基本問題検討作業委員会において，卒業生が共通に持つべき資
体制を充実させる。 質・能力（新潟大学型教養）を確立するため，リフレクションデザ

インやキャリア教育を含めた初年次教育の抜本的強化の必要性が議
論された。授業科目の開設体制を含め，その具体的内容を検討する
「初年次教育改革検討作業委員会（仮称）」の設置に向けた検討を
開始した。

・教育学部では，教員養成教育の修士標準化の動向を視野に入れ，学
部段階において学生が確実に身に付けるべき知識・技術の明確化と
その高度化を図り，科学・技術・芸術の基礎的な理論・概念・法則
を教科の内容として構成するための基礎的な力量形成を目指すた
め，「教員養成エッセンシャルズ」の解明に取り組み，社会科，理
科，保健体育の３教科をパイロットケースとする重点的な取組をス
タートさせた。

【3】 【3-1】 【3-1】
・副専攻プログラムを充実させるととも ・副専攻プログラムに関するアンケート及び ・副専攻プログラム履修者及びガイダンス出席者へのアンケートを実

に，副専攻の履修を社会人等に拡大す 履修状況調査等の分析結果を踏まえ，副専 施し，その結果を踏まえ，①学内広報の徹底，②窓口機能の強化，
る。 攻プログラムを主専攻プログラムとの連携 ③教員と学生が交流できるガイダンスを実施した。このように改善

のもとで活用する具体的な手法を教育・学 した結果，入門科目受講者数は過去最多である297人に増加した（平
生支援機構調整会議で検討する。 成21年度134人，平成22年度165人，平成23年度198人）。

・履修状況調査の分析から，①人文学部学生による語学系副専攻など
主専攻と関連が深い履修パターン，②メディア・リテラシーや環境
学のような複数の主専攻の学生が取得を目指す副専攻，③専門性が
高く履修者が少ない副専攻があることが判明した。学生自身が主専
攻に加えて幅広い教養を得るという，副専攻プログラムの趣旨から，
最終的に取得に至らなくとも入門科目を履修することでその専門分
野に触れることには価値があると考えられるため，副専攻プログラ
ムを活用する方向が確認された。

・副専攻プログラムの自己点検，改善プロセスについて検討を始め，
①これまでの副専攻の成果，②指導体制の成果と課題，③運営体制
の成果と課題，④今後の副専攻の在り方を主な内容とする自己点検
・評価を平成25年度に実施することとなった。

・平成25年度に開設する医学物理学基礎副専攻を，物理学主専攻プロ
グラムと放射線技術科学主専攻プログラムとの連携のもとで活用す
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るなど，主専攻と副専攻の有機的な関係について具体的に検討した。
また，主専攻と副専攻の有機的な関係について検討するために，教
育・学生支援調整会議と副専攻部会を基盤とした検討組織の素案作
成に着手した。

（中期計画達成に向けた進捗状況）
・医学物理分野に貢献できる資質を持った学生を育成するための副専

攻プログラム「医学物理学基礎」を平成25年度に開設するため，カ
リキュラム内容を議論するとともに，旭町キャンパスと五十嵐キャ
ンパスを結ぶ遠隔授業システムを新規導入した。

・平成24年度卒業生のうち，47人に副専攻を認定した（平成23年度32
人）。副専攻プログラム別の認定者数は以下の通り。

環境学 １人，メディア・リテラシー ２人，芸術学 ２人，
文化財学 ８人，外国語（ドイツ語） ５人，
外国語（英語） ４人，外国語（フランス語） ６人，
外国語（コリア） ４人，外国語（ロシア語） １人，
外国語（中国語） ４人，世界システム論 １人，
地域学 １人，ＧＩＳリテラシー １人，経済学 ２人，
会計学 ２人，統合化学 ３人

【3-2】 【3-2】
・市民向け公開講座や市民開放授業等の現状 ・①市民向け公開講座及び市民開放授業，その他新潟県，新潟市が実

を分析し，大学全体の公開講座等の位置づ 施している公開講座，市民大学等との現況，②既に行っている社会
けを踏まえて，副専攻プログラムの入門科 人向け副専攻ニーズ調査，③副専攻プログラム委員会に対するコア
目などをコアとする社会人向け履修プログ 科目の社会人向け開放に関するアンケートに基づいて，副専攻制度
ラムの構築について検討する。 を活かした社会人向け履修証明プログラムを新たに構築するため，

実施方法や内容について検討した。

【4】 【4】 【4】
・多様な背景を有する大学院入学希望者 ・大学院課程と学士課程の連続性と非連続性 ・教育基本問題検討作業委員会において，大学院課程と学士課程の連

に対応するため，各研究科の特性を踏 の実情調査を分析するとともに，各課程の 続性と非連続性の実情を議論し，その中で学士課程教育と修士課程
まえ，学士課程と大学院課程との連続 教育体制の在り方について検討する。 の役割の再整理について，体系的な検討の必要性が確認され，学習
性又は非連続性に配慮した教育コース 成果試験を含むプログラム修了審査制度の導入や修士課程の再定義
を策定する。 と教育プログラムの明確等の課題について検討する「大学院教育改

革懇談会（仮称）」の設置について検討した。
・理学，工学，農学の各分野で独自のミッションを持った学部・研究

科における一貫教育を行い，専門性を深化させながら，社会の期待
に応える研究能力の高い人材の育成に取り組むため，自然科学研究
科を発展的に解消し，理学研究科，工学研究科，農学研究科を設置
する案を作成し，文部科学省との協議に入る段階に至った。

・自然科学研究科では，大学院における専門教育の深化とそれに立脚
した高度な文理融合型教育を推進し，社会の求める人材養成を図る
ため，文系，理系にまたがる分野横断型大学院教育を実施する「先
端教育研究融合機構（仮称）」の設置について検討した。

（中期計画達成に向けた進捗状況）
・医歯学総合研究科では，平成26年度を目標に，博士課程医学系の専

攻を改組し多様な教育コースを備えた１専攻にするためのワーキン
ググループを設置した。

・保健学研究科放射線技術科学分野に「医学物理コース」を設置した。
また，同コースへの進学を希望する理工学系学生が医療関連科目を
履修できるようにするため，副専攻プログラム「医学物理学基礎」
を平成25年度より開始することになった（年度計画【3-1】参照）。

・保健学研究科看護学分野では，学部－大学院接続教育として「医療
従事コース」を策定した。博士前期課程のカリキュラムに看護実習
科目２科目を新設し，文部科学省大学改革推進事業「看護師の人材
養成システムの確立」‘気づく’を育て伸ばす臨床キャリア開発（平
成21～25年度）の教育指導者養成事業を組み入れた試行を行い，平
成25年３月に修了者１人を出した。



- 12 -

・法学部では，法科大学院入学希望者に対応するため，実定法学のア
ドバンスト科目（「刑事法発展」等２科目）を開設するとともに，
第一線で活躍する弁護士を招聘して「弁護士と法」を開講した。

【5】 【5】 【5】
・大学院の教育プログラムの新設及び改 ・研究科の教育プログラム実情調査における ・各研究科における教育プログラムの実情調査及び分析，到達目標型

定に伴い，平成19年度に保健学研究科 分析を行うとともに，到達目標型教育プロ 教育プログラムを整備する体制の構築はできなかった。
保健学専攻博士後期課程を設置し，平 グラムを整備する体制を整える。 ・自然科学系検討専門部会において，学位プログラムによる大学院教
成20年度に医歯学総合研究科口腔生命 育の実質化の仕組みを構築する「自然科学研究科（改組）案」を策
福祉学専攻博士前期課程を設置したほ 定した。
か，平成22年度から自然科学研究科博
士課程の改組及び同後期課程の入学定 （中期計画達成に向けた進捗状況）
員減と，医歯学総合研究科口腔生命福 ・自然科学研究科「食づくり実践型農と食のスペシャリスト養成プロ
祉学専攻博士後期課程の設置及び同研 グラム」において，食のスーパースペシャリスト１人，食のスペシ
究科口腔生命科学専攻博士課程の入学 ャリスト18人及び農のスペシャリスト２人の合計21人を認定した。
定員減を行うこととした。これに続き， 同プログラムにおける国内の企画実践型インターンシップでは延べ
大学院の各課程を，コアカリキュラム 20人が13機関で研修を行い，派遣先からも高い評価を受けた。
と複数のサブカリキュラムから構成さ ・自然科学研究科博士前期課程では，「次世代ソーラー水素エネルギ
れる到達目標型教育プログラムとして ーシステム人材育成プログラム」を平成25年度から開始するため，
整備する。 財団法人エネルギー総合工学研究所，旭化成ケミカルズ株式会社，

韓国エネルギー研究所（KIER）等の関連の国内外の研究機関・企業
等から，特任・客員教員５人を採用し，新たな講義・演習・実習等
を含むカリキュラムの整備を行った。

・医歯学総合研究科口腔生命科学専攻で推進している「口腔保健医療
に対応した国際イニシアチブ人材育成プログラム」事業（概算要求
採択事業）にて，完全英語による国際標準化されたコースプログラ
ム「PhD course in Global Oral Health Science」を完成させた。

【6】 【6】 【6】
・入学段階から大学院教育まで円滑に接 ・「新潟大学における授業科目の区分等に関 ・大学院開設授業科目に分野，水準コードを付すためのコード体系，

続する教育を実現するために，分野・ する規則」で明示した学士課程から大学院 ならびに，分野の下位区分となる「分野細区分」の設定方法，「分
水準表示法を大学院の授業科目にも拡 課程に至る授業科目の分野／水準コードに 野細区分」を基礎とする「授業科目名」の設定方法，「分野細区分」
充し，学士課程から博士課程に至る全 即した分野別の担当教員を明確化し，各分 を基礎とした開設授業科目の体系性の可視化手法についての検討を
授業科目を分野別に体系的に示す授業 野ごとで開設されている授業科目の体系性 開始した。
科目マップを構築する。 を担保する仕組みの素案を策定する。 ・しかしながら，学士課程から大学院課程に至る授業科目の分野／水

準コードに即した分野別の担当教員を明確化し，各分野ごとで開設
されている授業科目の体系性を担保する仕組みの素案を策定するま
でには至らなかった。

（中期計画達成に向けた進捗状況）
・自然科学研究科の改組計画に伴い，自然科学系の各学部または主専

攻プログラムにおいて，大学院教育との円滑な接続と連続性を意識
した教育プログラムについて検討した。

・医歯学総合研究科口腔生命科学専攻及び口腔生命福祉学専攻の授業
科目を見直し，セメスター制，秋期入学，14条特例による昼夜開講
制に配慮した授業科目を教員の教育能力・内容，研究実績に対応し
た授業科目として整備し，分野・水準を表記したシラバスを完成さ
せた。これにより，歯学部・歯学系専攻では学士課程から博士課程
に至る全授業科目を分野別に体系的に示すことが完了した。

【7】 【7】 【7】
・キャリア教育を組み入れた初年次教育 ・新潟大学学士力アセスメントシステム ・学習履歴を蓄積し，これまでの学習成果を振り返りその後の学習計

科目の充実を図るとともに，関連する （NBAS）を試行している主専攻プログラム 画を主体的に立案する手法を学ぶリフレクションデザイン科目につ
演習科目を拡充する。 において「大学学習法」等の既存科目で学 いて，第１学期に生活科学プログラムの「生活科学総合演習」にお

習履歴を効果的に蓄積するための手法を試 いてその一部を試行し，成果の一端を「大学教育フォーラム」にお
行的に組み込んで実施する。 いて発表した。また，森林環境学，農業工学及び物理学の３プログ

ラムと，平成25年度の科目開設に向けて，各主専攻プログラムのニ
ーズに合わせたリフレクションデザインの準備を進めた。あわせて，
スタディスキルズ等現行の初年次教育との関係について，教育・学
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生支援調整会議等の議論も踏まえ検討し，リフレクションデザイン
の初年次教育への位置づけを明確にする予定となった。

（中期計画達成に向けた進捗状況）
・「初年次教育改革検討作業委員会（仮称）」の設置に向けた検討を

開始した（年度計画【2】参照）。
・法学部では，企業等へのアンケートにおいて，本学に求められる取

組として「地域社会を支える人材の育成」が最も高かった（５点満
点の4.3点）ことを踏まえ，平成25年度に，主として１年次向けの
地域社会の現状と課題について理解を深める「新潟を学ぶ」の開講
を決定した。

・工学部では，「マーケット・インターンシップ」を引き続き開講し，
リーダーのあり方などのテーマについて，１年次学生24人を交えて
発表会を行った。また，理数学生育成支援事業に伴う新しいキャリ
ア教育として，工学系の学生が将来取得する技術士に関するファシ
リテータ講演を開催し，１年次学生22人が受講した。

・農学部では，キャリア教育を意識した初年次教育科目として「地域
交流サテライト」を実施した。ガイダンスの充実，プログラムの
改良と増加により受講学生は年々増加し，平成24年では対象学年の
94.7％の学生が受講した（平成22年度61.5％，平成23年度77.3％）。
また，「履修の手引き」に就業力育成科目の項目を設け，１年次か
ら４年次までの段階的就業力育成プログラムを学生に明示した。

【8】 【8】 【8】
・高等学校における学習から主専攻プロ ・人文社会系共通専門基礎科目の内容及び開 ・自然系共通専門基礎科目については，自然系共通専門基礎科目代表

グラムへ円滑に接続するために，自然 設方法の検討をすすめるとともに，自然系 委員会において，例年科目の開設状況，同一科目における成績評価
系共通専門基礎科目を改善するととも 共通専門基礎科目の継続した改善方法等の の状況，学生に対するアンケート結果を報告書としてまとめ，継続
に，人文社会系共通専門基礎科目の整 仕組みについても検討する。 した改善方法等の仕組みについて検討した。また，平成23年度に決
備を図る。 めた改善方針には以下のように対応した。

① 科目の需給関係（受講生に対する開講科目）の維持について，
ガイダンス強化を行い，一部定員の超過はあったものの教室変更
等で対応した。

② 授業内容の標準化について，各教員の試験問題の交換，教育方
法の改善等を行った。

③ 学生・学部のニーズに対応した授業内容について，各学部代表
者と議論し，高等学校での履修の有無，学部において求められる
基礎的な知識・理解との関係から検討事項を洗い出した。

・人文社会系共通専門基礎科目については，①学生意識調査アンケー
ト（12月実施）による学生ニーズの把握，②我が国及び諸外国にお
ける人文社会系のテキスト分析による科目内容の検討，③他大学へ
の聞き取り調査（継続中）により科目の内容及び開設方法を検討す
るための基礎的データを収集しつつあり，教育・学生支援機構教育
支援センターに検討組織を立ち上げ，検討した。

【9】 【9】 【9】
・正課内（新潟大学個性化科目など）及 ・「地域の教育力」を活用して学生の汎用的 ・ダブルホーム活動参加学生にアンケートを実施し，その結果，学年

び正課外を含め，地域の教育力を活用 能力を向上させるダブルホーム活動の検証 が上がるにつれて社会的スキルが向上したと感じていることが確認
した学習機会の充実を図り，社会人と に加えて，「企業の教育力」を活用したイ された。また，ホームを受け入れる地域は本活動を前向きにかつ高
しての汎用的能力を養成する。 ンターンシップ実質化の仕組みを検討する。 い期待でとらえ，平成24年度のシンポジウムにおいても，ホームの

報告及び議論に対して，参加者のほぼ全員が「満足」と回答した。
・各学部で形骸化しつつあるインターンシップを実質化させるため

に，本学独自の新たな「チームインターンシップ」を五十嵐地区の
学部に波及させるために，すべての学部教員を参画させた。平成23
年度試行実施を踏まえ，平成24年度より正課授業科目として開講し，
定員30人のところ35人の学生を受け入れ，県内企業７社でチームイ
ンターンシップを実施した。

・学生の汎用的能力向上の検証及び課題を抽出するために，既に単位
化している「ソーシャル・スキルズ」（受講者147人）と「リーダ
ーシップ実践演習」（同29人）の受講生に対して，受講前後にアン
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ケートを行った。その概要は以下のとおり。
① 「ソーシャル・スキルズ」履修者に対し，平成22年度から平成

24年度の３か年受講前後に実施した社会人基礎力診断で，平均得
点が受講前より上昇していることが確認された。受講年によって
差異はあるものの，「物事に進んで取り組む力」「他人に働きか
け巻き込む力」「現状を分析し目的や課題を明らかにし準備する
力」等に有意な向上が見られた。

② 「リーダーシップ実践演習」履修者の受講前後に実施したリー
ダーシップ向上に関するアンケートで，リーダーシップ得点の平
均点が受講前より上昇しており，シンポジウム運営を主体的に担
うことで，学生のリーダーシップは向上する効果が確認された。

（中期計画達成に向けた進捗状況）
・人文学部では，学長裁量経費「地域社会の教育力を授業で活かすた

めのプロジェクト」の採択を受け，地域社会あるいは学内において，
「表現プロジェクト演習」の学習の成果（制作した作品等）を発信
し，成果発信の場に参加した一般市民，高校生，地域住民，企業人
にコメンテーターを依頼し，学生にその学習成果をより広い，多角
的な視点で省察する機会を与えた。

・教育学部では，新潟市教育委員会と連携し，学生（主として４年次
生，大学院学生）が半年間，週１回程度，定期的に新潟市内の小・
中学校で，授業補助，校外学習引率，配慮を要する児童・生徒の個
別指導等の教育活動支援を行う「学習支援ボランティア」を87校で
実施し，144人の学生が参加した。また，学習支援ボランティアに
対する振り返り，集団的な意見交換・交流の機会として，中間報告
・交流会（９月）と公開シンポジウム（12月）を開催した。

・経済学部では，関東信越税理士会新潟支部の全面的な支援のもと，
インターンシップ授業「テクニカルヴィジット」を実施した。

・医学部医学科では，５年次学生全員を対象に，県立小出病院と関連
施設において，診療参加型実習，介護保険申請書作成実習，高齢者
が地域で実際に過ごしている状況の体験等からなる地域医療教育を
３泊４日で行った。

・工学部では，地域の教育力として，100人力ネットワークの社会人
を招聘（延べ43人）し，学生（延べ129人）の学習発表会を２回開
催した。また，建設学科では「建築計画演習」として長岡市栃尾表
町の「まちづくり」に参加して，住民とのコラボレーションによる
まちづくり演習を行った。

・農学部では，ガイダンスの充実と担当する教員キャリアジム運営セ
ンターの連携により，各学科・コースのインターンシップに97人の
学生が参加し，参加率は54.2％に上昇した（平成22年度36.4％，平
成23年度40.8％）。

・本学を幹事校とする関越地域大学グループ17大学で推進している
「産学協働による学生の社会的・職業的自立を促す教育開発」事業
が，文部科学省「平成24年度産業界のニーズに対応した教育改善・
充実体制整備事業」に採択され，農学部では，PBL型インターンシ
ップを試行的に実施した。

・自然科学研究科では，「新潟大学“ソフトな財＝経験”による若手
人材育成」事業に協力し，博士後期課程学生11人，ポスドク６人を
企業等のインターンシップに３ヶ月派遣した。

【10】 【10-1】 【10-1】
・平成20年度に教育人間科学部を教育学 ・総合大学における教員養成プログラムの枠 ・平成25年度から実施する全学向けの「教職実践演習」について，全

部に改組し，教員養成課程の入学定員 組みを整備するため，授業科目・担当者等， 学教職課程委員会において，プログラム内容の具体化及び実施体制
増とそれ以外の課程の入学定員減を行 各学部の教員養成プログラムを総合的に検 を検討した。これに伴い，教育実習事前・事後指導の内容について，
った。この改組による効果も考慮しな 討する。 全学教職課程委員会において検討を進めた。
がら，大学全体としての組織的指導体 ・平成24年度の高等学校インターンシップを１～２月に実施し，２人
制を確立するとともに，全学の人的資 が参加した。
源を活用した教員免許取得・更新のカ ・教職科目の担当教員，受講者数等について，リストアップし，授業
リキュラムを整備する。 内容の調査を行った。また，教育学部以外の学部における，教科に
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関する科目に関し，授業内容の妥当性についての検討をシラバス分
析により実施した。

（中期計画達成に向けた進捗状況）
・教育学部の平成24年度卒業予定者の公立・私立学校の正規教員採用

検査最終合格者数は75人となった（平成23年度71人，平成22年度53
人，平成21年度53人，平成20年度37人）。

【10-2】 【10-2】
・教員研修のニーズ調査データを分析し，そ ・平成23年度までに行った「学校現場の研修ニーズ調査」において，

れを踏まえ教員免許状更新講習を一部更新 特に生徒指導や特別支援教育についての研修ニーズが高いという結
する。 果を受け，平成24年度に夏期以外の講習として，９～11月に生徒指

導，特別支援教育を含めて新規に開設し，延べ179人が参加した。

【10-3】 【10-3】
・県内外の教員研修等を調査し，教員免許状 ・現職教員の各ライフステージ（初任，中堅，校内リーダー，学校マ

更新講習の体系化を検討する。 ネジメント）における既存の教員研修について，新潟県，新潟市，
長岡市等のデータ及び文献調査を行い，研修内容の整理枠組みの素
案を作成した。今後，この整理枠組みに基づいて既存の教員研修内
容及び本学開講の更新講習内容をマッピングし，各ライフステージ
に求められる内容をカバーしうる教員免許状更新講習の体系につい
て検討することとした。

【10-4】 【10-4】
・現職学校教員のライフスタイルを考慮し， ・現職教員のライフスタイルに対応する研修スタイルの先行事例につ

教員免許状更新講習を集合型講座と遠隔型 いて，通信を用いた更新講習についての基礎的データを収集した。
講座を併用する研修形態について検討する。・平成24年度教員免許状更新講習開講科目より「キャリア教育とキャ

リアカウンセリング」及び「教育の最新事情」の授業を素材とした
遠隔型講座のためのeラーニング・コンテンツを試行的に作成した。
これを素材としつつ，集合型講座と遠隔型講座を併用した研修形態
の検討を行った。

【11】 【11】 【11】
・入学後の学生の履修行動，成績と入学 ・入学者選抜と入学後の学習活動との関係に ・法学部，工学部機械システム工学科，医学部保健学科看護学専攻を

試験区分及び成績との相関関係を分析 ついて分析を継続するとともに，アドミッ 分析対象とし，①入試区分と最短年限卒業率，②入試区分と入学後
し，アドミッションポリシーに即した ションポリシーの改善の方向性について情 の成績（GPA），③入試成績（低成績・高成績グループに分割）と
入学者選抜を行う。 報収集し学内での情報共有を図る。 最短年限卒業率，④入試成績と入学後の成績（GPA）について分析

した。その結果，①～④のいずれにおいても明確な相関関係は認め
られないことがわかった。

・アドミッション・ポリシーについて，参考文献，旧六大学等の現況
を情報収集し，今後の本学のアドミッション・ポリシーの改善方向
及び学内での情報共有の方法について検討した。

・農学部では，平成24年度新入生に対して各学科（試験実施）単位ご
とにアンケートを実施した。その結果，アドミッションポリシーを
一応は理解して受験に望んでいる学生が多いことが判明した。また，
編入学及び推薦入試で入学してきた学生の成績を追跡調査したとこ
ろ，年度ごとに変化はあるものの，推薦入試と一般入試で入学して
きた学生との間でそれほどGPAの相違はないという結果を得た。

【12】 【12】 【12】
・学生が学修する主専攻プログラムを入 ・平成22年度入学者選抜から募集単位を統合 ・平成23年度に引き続き，人文学部の一般入試（前期）を分析対象と

学後に選択することが可能な制度を拡 した人文学部を例にとり，募集単位統合の し，統合前後（平成21年度と平成22年度）の志願状況，受験者の入
大するために，各部局の実情を踏まえ 効果を引き続き検証するとともに，その検 試成績，入学者の初年次GPAを比較し，募集単位統合の効果を入学
て，学士課程における学生募集単位を 証結果に関して学内での情報共有を図る。 の観点から検証した。現時点では，入試単位を統合しても，志願状
統合再編する。 況，受験者の学力，入学者の初年次の学業成績に大きな変化は認め

られないことが分かった。

（中期計画達成に向けた進捗状況）
・工学部では，教育組織改革にあわせて，入学方法も多様化し，推薦
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入試にSSH学生等向けの選抜を加え，さらに工学部全体を一学科と
した一括入試を行い，入学後に教育プログラムを選択できるシステ
ムに変更することを決定した。

【13】 【13】 【13】
・入学試験問題の改善を図るために，入 ・入試成績データベースの整備を図り，本学 ・入試データベースを整備するとともに，平成24年度個別学力検査の

学センターで，試験問題の妥当性，信 の個別学力検査の実施状況に即した信頼性 大問得点データを利用し，英語（前期日程）の試験について，項目
頼性等の検証を行う。 ・妥当性の検証方法を検討するとともに， 分析，信頼性分析，相関分析を実施した。その結果，英語（前期日

その検証方法に基づいた個別学力試験の分 程）については，一定の選抜機能を有していることが確認された。
析結果について作題者にフィードバックす ・個別学力試験の分析結果を作題者にフィードバックする方法につい
る。 て検討し，平成25年度に分析結果を報告することとなった。

【14】 【14】 【14】
・学士課程教育プログラム（主専攻・副 ・学士課程教育プログラム（主専攻・副専攻） ・教育・学生支援調整会議を各プログラムにおける自己点検・評価の

専攻）及び大学院教育プログラムを中 の自己点検・評価の取組や改善状況等をピ 取組や改善状況等をピアレビューする場として位置付け，新潟大学
核とした学習成果の検証を基礎とし アレビューする仕組みを整備する。 学士力アセスメントシステム（NBAS）の開発にあわせて各プログラ
て，各教育プログラムの改善を図る。 ムにおける改善状況を議論し，各授業科目の重み付けにおける作業

上の課題や具体的な改善方法，NBAS試行時の検証方法等を情報共有
することができた。また，平成24年度に係る各主専攻プログラムに
おける自己点検・評価及び改善状況等について報告させ，平成25年
度にピアレビューすることとした。

（中期計画達成に向けた進捗状況）
・人文学部では，平成20～22年度の卒業生を対象として，学士課程教

育の成果を検証するためのアンケート調査を実施した（639人のう
ち110人から回答）。人文学部の教育（①，②），演習科目（③，④）
により，次の知識・能力がどのくらい身についたかについて，「十
分」「どちらかといえば十分」と回答した割合は以下のとおり（平
成19年度調査→平成24年度調査）。

① 他人と議論する能力 40.7％→54.6％
② グループで協働する能力 48.1％→58.2％
③ コミュニケーション能力 39.8％→58.2％
④ グループで協働する能力 42.6％→54.5％

・法学部では，卒業生20人程度に対して，インタビュー等を実施し，
講義科目や留学，インターンシップなど教育内容に対して卒業後ど
のように役に立ったかなどを詳細に聞くとともに，弁護士，国・自
治体職員，マスコミ社員，銀行員，大学教員等７人の卒業生を招聘
し，法学部の執行部と学部教育の在り方について意見交換を行った。
これらの結果等も踏まえ，法学部教育に関する講義体制の改革を検
討し，コア・カリキュラムの見直しに関する答申を行った。

・医学部医学科では，腫瘍学，安全管理，患者の声を聞く機会の不足
が顕著であることが明らかとなったことを受け，平成25年度の３年
次講義において上記３領域の講義を新設するカリキュラムの一部改
訂を行った。また，腫瘍内科学については平成24年度より５年次臨
床実習内に「腫瘍学」を新設した。

・歯学部では，平成24年度新潟大学GP事業として採択された「高次な
能力を読み解く新しい評価方法の開発」で，主専攻プログラムにお
ける学習成果，特に高次の統合的な能力を直接評価する評価方法を
開発し，その内容を『大学教育学会誌』で論文として公表した。

・歯学部が連携校として参加した平成24年度文部科学省事業「基礎・
臨床を両輪とした医学教育改革によるグローバルな医師養成」（基
幹校：東京医科歯科大学）が採択され，３月に本学歯学部が「歯学
教育認証評価制度等の実施に関する調査研究」に関するシンポジウ
ムを主催した。

・医歯学総合研究科の医学系の専攻の修士課程では，講義カリキュラ
ム終了後に行う学生アンケートに，各科目の講義内容，講義法に関
する質問項目も付け加えるとともに，個別に意見を聞く機会を設け，
講義に対する感想，改善点についての意見の集約に努めた。アンケ
ート結果を受けて，平成25年度の講義では，基礎的な用語の解説に
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重点をおくなどの講義内容の改善，講義内容を系統的に理解しても
らうため，講義順を変更するなどカリキュラムの改訂を行った。

・平成24年度卒業生に係る国家試験の合格状況は以下のとおり。
受験者数 合格者数 合格率

医師国家試験 105 102 97.1％
看護師国家試験 75 74 98.7％
保健師国家試験 85 84 98.8％
助産師国家試験 13 13 100.0％
診療放射線技師国家試験 41 40 97.6％
臨床検査技師国家試験 41 37 90.2％
歯科医師国家試験 37 35 94.6％
歯科衛生士国家試験 20 20 100.0％
社会福祉士国家試験 26 18 69.2％

・特に，歯科医師国家試験合格率は，新卒者で全国29歯科大学・歯学
部中第４位（国立大学11歯学部中第２位），社会福祉士国家試験合
格率は，全体の合格率が前年の26.3％から18.8％と大きく低下する
なかで，全国237福祉系大学中第10位（国立大学では第４位）と上
位を維持した。

【15】 【15】 【15】
・新任教員研修に始まる体系化された ・教職員の教育能力の向上を図るため，ＦＤ ・「新潟大学新任教職員研修（オリエンテーション）」について，オ

ＦＤ／ＳＤプログラムを整備する。 活動等の充実を図るとともに，主専攻プロ リエンテーション（６月）に続きワークショップⅠ（９月），ワー
グラム単位でのＦＤ／ＳＤ活動を支援する クショップⅡ（11月）とほぼ10カ月にわたる系統的な運営体制を整
体制を整備する。 えた。年度末の課題提出をこなし，修了証書が授与された新任教職

員は10人に達した。
・「授業改善プロジェクト」事業は，12月に公募，３月に選考し新年

度４月より配分経費の執行が可能になるように，その運営体制を整
えた。採択されたプロジェクトは，学期の中途の中間レポートなら
びに３月開催の「学習教育研究フォーラム」での発表により，成果
を報告してもらい，広く学内で共有できる仕組みを整えた。平成24
年度は10件の応募があり，うち６件（配分額計1,496千円）を採択
した。

・「学長教育賞」事業では，５月に募集，書類選考の後，１学期・２
学期にわたる授業参観と教員面談を経て２月に選考する運営体制を
整えた。３月に「学長教育賞授賞式」を開催するとともに，授与者
による講演会を設け，優れた教授法を広く全学で共有できる仕組み
を整えた。平成24年度は部局長及び学生からの推薦が80件に及び，
最終的に２人の教員に「学長教育賞」を授与した。

・大学教育機能開発センターでは，経済学部経営学科におけるスタデ
ィスキルズ連携教育事業，ならびに医学部保健学科における基礎的
教育能力に関わる枠組みづくりの支援（授業担当，FD講演）を実施
した。前者は，３月開催の学習教育研究フォーラムにおけるパネル
ディスカッション「主体的学習に転換する初年次教育を考える」で
の事例報告として，その成果が広く全学で共有された。

・「大教センター通信」第２号を1,500部発行し，全部局及びときめ
いとに配布した。これにより，授業改善・教育改善に関わる身近な
情報や国内外の動向を定期的に発信し，部局及び主専攻プログラム
におけるFD推進を支援する体制を整えた。

・学生，教職員及び学長を交えた「新大キャンパスミーティング 第
２回」を１月に開催し，教職員34人，学生10人の参加を得た。

・歯学部・歯学系大学院FDの改善事業として，「学士力」に着目し，
河合塾が考案・実施している一般的汎用力（generic skill）を測
定するPROGテストを教員60人（歯学部教員の50％）に受験させ，教
員のコンピテンシーの自己把握に努めさせ，平成25年度に開催予定
の
FD/WSの資料を作成した。また，本プログラムに対する取組は平成
25年度より歯学部学生を対象に拡大することとした。
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【16】 【16】 【16】
・教員の優れた授業の記録や，大学内に ・教員の優れた授業の記録や，大学内におい ・大学教育機能開発センターのウェブサイトに学長教育賞受賞者（13

おいて開発された優れた教材等を蓄積 て開発された優れた教材等を用いたＦＤ活 人）を一覧するとともに，教育開発OnLineコミュニティに授賞講演
し，教育における共同利用の推進を図 動を実施する。 会の動画（８人分）をアップロードした。さらに，優れた教材とし
る。 て，授業改善プロジェクトの報告会動画をOnLineコミュニティに掲

載し，計画書等の資料をダウンロードできるようにした（累計41件）。
・10月に開催した全学FD「能動的な学習を支援するラーニング･コモ

ンズ」（参加者39人）では，アクティブラーニングを導入した授業
展開など国内外の先進的で優れた授業手法について学内に情報提供
するとともに，増改築後のラーニング・コモンズ等の活用について，
教員，学生，教育・学生支援機構等と連携した新図書館の活用や学
生の協働的，自立的学習を支援するための図書館サービスのあり方
について意見交換を行った。

（中期計画達成に向けた進捗状況）
・７月に開催された医学教育指導者ワークショップ（文部科学省主催）

にて，特色ある優れた取組として本学歯学部の「超高齢社会におけ
る多様な診療ニーズを見据えた教育上の取り組み」が選ばれ，特別
招待講演を行った。

・平成24年度文部科学省事業「大学間連携共同教育推進事業」に本学
歯学部が基幹校として申請した「連係機能を活用した歯学教育高度
化プログラム」（連携校：東北大学，広島大学）が採択され，３月
に仙台市でキックオフシンポジウムを主催し，本学教員３人が本年
度の事業成果を発表するとともに，リーフレット，ウェブサイトを
作成することにより，本事業の意義を広く公開した。

・農学部フィールド科学教育研究センター佐渡ステーションでは，他
大学の実習をより積極的に受け入れるための人材・インフラの配置
を行い，「教育関係共同利用拠点」として文部科学省より認定され
た。大学演習林間での単位互換型森林実習等を継続的に実施した。

ウェイト小計
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新潟大学

Ⅰ 教育研究等の質の向上の状況
(1) 教育に関する目標
② 教育の実施体制等に関する目標

中 ・全学の教育的必要に基づいて授業科目を開設できる体制を充実させるために，教育組織，学系，教育・学生支援機構（仮称）の三者が，それぞれの役割分担を
期 踏まえて有機的に連携し，責任ある教育体制の充実を図る。
目 ・双方向型学習支援により，学生の主体的な学習を支援する設備・システムを整備・充実させる。
標

中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ

【17】 【17】 【17】
・学系内に，授業科目分野区分に即した ・授業科目の分野区分に即した担当教員の明 ・教育基本問題検討作業委員会において，本学の教育改革を進める中

授業科目担当の仕組みを構築する。 確化を図るとともに，その教員組織を活用 で，教員の合理化を図るために，学問分野の構造に即した精選され
した授業開設手続の改善策をとりまとめる。 た授業科目の開設体制を整備し，開設授業科目の精選（削減）等に

ついて議論を進めた。また，非常勤講師の任用についても，その仕
組みの改善について検討を進めているところであり，分野・水準コ
ードを法制化して分野別教員組織を創るなど，さらに議論を進める
こととした。

・しかしながら，授業科目の分野区分に即した担当教員の明確化，な
らびにその教員組織を活用した授業開設手続の改善策をとりまとめ
るまでには至らなかった。

【18】 【18】 【18】
・全学教育機構と教育関係の諸センター 【達成済み】 特記事項なし

とを発展的に統合・再編し，「教育・
学生支援機構（仮称）」を設置すると
ともに，機動的・戦略的に人員活用が
できる仕組みを構築する。

【19】 【19】 【19】
・学部長をメンバーとする教育・学生支 ・主専攻プログラムの教育改善を推進するた ・全学的な課題等をテーマとして定期的に「教育・学生支援調整会議」

援機構会議（仮称）及び主専攻プログ め，「教育・学生支援調整会議」の企画調 を開催した。同会議では，各主専攻プログラムでの取組状況を話し
ラムの代表者をメンバーとする教育コ 整機能を充実させる。 意見交換を行った。また，最近の学士課程教育をめぐるホットなテ
ーディネーター会議（仮称）を設置し， ーマに関して議論することにより，全学が一体となって主専攻プロ
全学的な教育システムと各教育プログ グラムにおける教育改善の推進を図った。特に，平成24年度は学士
ラムとを有機的に連携させる。 課程教育充実のために重要なプロジェクトであるNBASの構築・導入

に向けた取組を中心に以下のテーマで行った。
第８回（７月）
「NBASにおける学習成果の可視化について」
第９回（10月）
「学習成果の可視化のための到達目標設定について」
第10回（11月）
「アカハラを起こさないために～その言動はNG!」
「学部３年生，修士１年生の就職活動について」
「学部４年生，修士２年生進路未内定学生に対する支援について」
「就活の際に学生に強く要望されている「コミュニケーション力」

について」
第11回（12月）
「初年次教育の諸課題について」
第12回（１月）
「NBASにおける学習成果の可視化と運用準備について」
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【20】 【20】 【20】
・全学どこからでも常時インターネット ・学士力アセスメントシステム（NBAS）に関 ・NBASの導入に合わせて，情報基盤センターコンピュータシステムの

に接続できる学内ネットワーク環境を するコンピュータシステムの導入に合わせ ユーザ認証と連携した。学士力アセスメントシステム（統合型学務
整備するとともに，自主的学習のため て，同システムと情報基盤センターコンピ 情報システム）のアイコンを教育用パソコンのデスクトップ上に配
のＩＣＴ設備などの環境の充実を図 ュータシステムのユーザ認証を連携させる 置し，教育用パソコンから利用しやすい環境を整備した。
る。 ことにより，教育用パソコンからの利用が ・ラーニング・アドバイザーの研修について，図書館職員が蔵書検索

しやすい環境に整備するとともに，ラーニ や電子ジャーナル，情報検索ツールの使い方等について１時間のレ
ングコモンズにおけるアドバイザーの質向 クチャーを行い，ミニテストを実施した。平成25年度に向けて，①
上などにより，学生の自立的学習の支援環 大学教育機能開発センター等の教員による学習の進め方，グループ
境を充実させる。 学習の意義，レポート作成等のミニレクチャー，②ラーニング・ア

ドバイザーの資質向上を目指したオープンセミナーを企画し，準備
を進めた。

・ラーニング・アドバイサーの活動について，原則２人体制で，４月
～８月の授業のある平日において70日対応した。アドバイス件数は
100余りにのぼり，気軽に質問できる環境が好評であった。アドバ
イスの内容は１年次学生の履修登録の相談やパソコンソフトの使い
方，無線LANの接続方法等に関するものであった。

・中央図書館の増改築において，ラーニング･コモンズを285㎡（32
席）から2,199㎡（357席）へ拡大整備するのに合わせ，ラーニング
・コモンズのフロアにFL-SALC（外国語自律学習支援室）のスペー
スを開設する準備を行った。また，グローバル人材育成経費により
語学学習用の視聴覚資料等図書館資料と視聴覚機器の整備を図っ
た。

（中期計画達成に向けた進捗状況）
・全学的な情報基盤支援の一環として導入した「Adobe CLPライセン

スプログラム」の契約を更新（11月）し，引き続き最高割引率のレ
ベル３を維持し，経費削減に貢献した。

・「情報システム利用の心得」講習会を４月２日・３日の２日間の午
前・午後の合計８コマ行い，情報システムの利用マナーや利用上の
注意点等を説明した（参加者合計2,031人）。

・全学で導入するソフトウェアについて調査・審議するため，学術情
報基盤機構運営会議に全学ソフトウェア専門委員会を設置し，情報
基盤センター運営委員会をもって充てることとなった。

・平成25年度の総合情報ネットワークシステム更新が役員会で承認さ
れたことを受け，仕様策定委員会を設置し検討を開始した。

・スマートフォン等の利用者の急増により無線LANに接続しにくい現
象が発生したが，無線LANのシステム設定を変更し，接続環境の改
善を図った。

【21】 【21】 【21】
・教員のアドバイスを受けながら，学生 ・学士力アセスメントシステム（NBAS）を導 ・学士力アセスメントシステム（NBAS）を１月に導入した。あわせて，

自らが学習過程を分析することのでき 入し，主専攻プログラムにおいて学習成果 NBASワーキングにおいてその運用体制について検討し，実施主体は
る「アセスメントシステム」を構築す の可視化と学習過程のアセスメントを試行 主専攻プログラム，システムの管理運用は教育・学生支援機構（学
る。 する。 務部）のように役割を明確化した。

・生活科学，森林環境学，農業工学，物理学の各主専攻プログラム担
当者がNBASの利用を３月中旬より開始した。また，NBASを用いた，
主専攻プログラムにおける学習成果の可視化と学習過程のアセスメ
ントを平成25年度に試行するための準備作業を進めた。

・リフレクションデザイン科目については，第１学期に生活科学プロ
グラムの「生活科学総合演習」においてその一部を試行し，成果の
一端を大学教育フォーラムにおいて発表した。また，森林環境学，
農業工学及び物理学の３プログラムと，平成25年度の科目開設に向
けて，各主専攻プログラムのニーズに合わせたリフレクションデザ
インの準備を進めた。

・工学部では，３主専攻プログラムがNBASの試行を継続し，達成目標
に関するJABEEプログラムとの整合性を整え，NBASとJABEEの双方の
目標に対する達成度がどちらも分かり易い可視化（グラフ化）の方
法を提案し，学生が使い易く，また分かり易い実施体制を整えるこ
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とができた。
・農学部では，２主専攻プログラムがNBASの試行に協力し，学習成果

を可視化するためのスケールフェーズを用いた主専攻プログラムの
到達目標から卒業生が共通に持つべき資質・能力について検討作業
を継続した。実際の学生の成績を用いた検証，学生へのヒアリング
等を行い，スケールフェーズにおけるカリキュラムマップ，レーダ
ーチャートの信頼性，妥当性及び有用性を検討した。

（中期計画達成に向けた進捗状況）
・現代社会文化研究科博士後期課程において，主として１年次学生を

対象に「ポートフォリオ」を導入した。これにより，学生は自由に
資料や作成中の論文等のデータを蓄積し，インターネット経由でど
こでもアクセスでき，博士論文作成過程を自ら確認できるようにな
った。また，研究の進捗状況に応じ，指導委員会，共同研究プロジ
ェクトの構成員等に論文を公開し，随時指導を受けることが可能と
なった。

ウェイト小計
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新潟大学

Ⅰ 教育研究等の質の向上の状況
(1) 教育に関する目標
③ 学生への支援に関する目標

中 ・迅速・的確な学生相談体制を強化し，各学部・研究科と連携した学生支援を行うために，教職協働による学生支援組織を整備して，体系的な自律支援と進路支
期 援を行う。
目 ・学生を経済的に支援するための新たな仕組みを構築する。
標

中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ

【22】 【22】 【22】
・教育・学生支援機構（仮称）に「学生 ・学生支援相談ルームと各学部・研究科が連 ・教職員の学生への対応に関する学内課題の具体的な検討や，学生の

相談支援センター（仮称）」を設置し 携した学生相談体制の仕組みを検討すると メンタルヘルス及び学生相談に関する情報交換を行う場として，保
て，専任職員・医師・カウンセラーに ともに，保健管理センターとは組織的に対 健管理センターのメンタルヘルスを担当する医師，カウンセラー，
よる面談，及び学生スタッフによるピ 応できる体制を検討する。 学生支援センター学生相談部門のカウンセラー及び学生なんでも相
アサポートの体制を確立する。 談窓口担当職員など実務担当者を構成員とする「学生支援・精神保

健連絡会議」を５月に設置した。以後，同会議を毎月１回開催し，
学生相談機関の連携をスタートさせ，組織的に対応できる体制を整
備した。

・同会議メンバーを編集委員とした「教職員のための学生対応Ｑ＆Ａ」
を３月に作成し，各学部等の教職員が学生対応する場合のハンドブ
ックとして配布した。

（中期計画達成に向けた進捗状況）
・医学部医学科が旭町地区に設置した学生相談室では，毎月の学務委

員会において各学年学生の出席状況，受講態度，実習態度等につい
て意見交換を行い，問題のある学生については継続的に経過を観察
し，必要に応じて面談し対応した。２年次に多くの進級困難者がお
り，４月と９月の２回に渡り全体会，さらに一人一人に個別面談を
行い，その要因の分析とともに，学生生活，受講についての助言を
行った。

・工学部では，各学科での学年担当教員の配置，昼食を交えた学生と
の懇談会等の開催，「欠席者早期発見システム」の構築，女子学生
支援のため定期的な学生懇談会の開催，上級生が下級生をケアする
女子会の開催，自習室の24時間開放，保護者との連携（成績表の送
付，「学び舎見学会」の実施）を行った結果，休学者数が平成23年
度の54人（工学部全学生の2.5％）から41人（同1.9％）に減少した。

【23】 【23】 【23】
・キャリアコンサルタントを増員し，学 ・キャリアセンターは学生の進路選択に関わ ・キャリアセンターでは，学部・研究科教員向けに学生の就職活動の

生の進路選択に関わる情報の収集とキ る情報の収集と初年次学生に対するキャリ スケジュールや内容，未内定者の支援方法についての解説資料を作
ャリア教育を行う。 ア教育を継続して行う。また，キャリアセ 成し，教育・学生支援調整会議（11月）において，就職支援対象学

ンターは，学生支援センター・各学部・研 生の情報共有について説明した（年度計画【17】参照）。
究科と連携して，就職活動の早期段階から ・キャリアセンターにキャリアコンサルタントを１人増員した。また，
ワークショップ，ガイダンス，セミナー等 キャリアコンサルタントが各学部研究科に出向いて，ガイダンスや
を行うとともに，キャリア意識形成の未成 個別相談会を86回実施した。キャリアセンターにおいても，キャリ
熟者，進路未定者等に対し個別相談による アコンサルタントによるワークショップを26回実施し，それらの支
支援を行う。 援内容を分析・類型化し，検証を行った。このほか，キャリアセン

ターと学生相談室とで定期的に打合せを行い，情報交換を行うとと
もに，ハローワークと連携して大学への出張相談及び情報提供を行
った。

・初年次学生に対しては，新入生及び編入生全員に「CANガイド」を
配付し，入学時（編入時）ガイダンスでCANガイドの活用説明を行
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った。また，学部長及びスタディ・スキルズ等の代表教員にもCAN
ガイドを配付し，要請のあった29講義でキャリアセンター教員が出
前講義を実施した。

・キャリアセンターが開講するキャリア教育に関する科目について，
１年次向けの科目７講義に545人，２年次向け「チームインターン
シップ」に35人，２，３年次向けの科目２講義に131人が受講した。

（中期計画達成に向けた進捗状況）
・教育学部では，現職教員，今年度採用検査合格者，（株）時事通信

社担当者等を講師とした「教員希望者向けガイダンス」を開催し，
学生の進路選択に関する情報提供及び進路支援を行った。また，平
成24年度から教員採用検査の支援プログラムとして，従来の体育実
技，音楽実技に加えて，小論文，模擬授業，面接対策講座を実施し
た。これらの支援も相俟って，平成24年度卒業予定者の公立・私立
学校の正規教員採用検査最終合格者数は75人となった（平成23年度
71人，平成22年度53人，平成21年度53人，平成20年度37人）。

・法学部では，３月に本学法学部卒業生（公務員，弁護士，会社員等）
を招聘して，法学部教育が社会に出た後に役立ったことや在学生と
の意見交換からなる懇談会を実施した。また，「法学部就職・進路
個別相談会」を実施し，４年次学生８名が来談した。

・農学部では，キャリアセンターと連携して，「大学学習法（スタデ
ィスキルズ）」の実施，「農学部就職・進学ガイダンス」の開催（年
２回），未内定学生の就職活動に対するキャリアコンサルタントに
よるアドバイス等のキャリア支援体制を整えた。これらの取組や文
部科学省就業力育成支援事業により，就職率は高い値を維持してお
り（平成22年度97.5％，平成23年度98.8％，平成24年度98.9％），
週刊東洋経済平成24年10月27日特大号「本当に強い大学2012」の就
職率ランキングで，農学系では名古屋大学に次いで２位にランクさ
れた。

・平成24年度卒業（修了）生の学部・研究科別の就職率は以下のとお
り。

人文学部 97.0％，教育学部（教育人間科学部を含む）96.5％，
法学部 97.8％，経済学部（夜間主コースを含む） 96.6％，
理学部 100％，
医学部医学科 100％，保健学科 100％，
歯学部歯学科 100％，口腔生命福祉学科 100％，
工学部 98.2％，農学部 98.9％，
教育学研究科 92.7％，
現代社会文化研究科博士前期課程 91.7％，

博士後期課程 100％，
自然科学研究科博士前期課程 93.7％，

博士後期課程 95.0％，
医歯学総合研究科修士課程 100％，博士課程 100％，
保健学研究科博士前期課程 100％，博士後期課程 100％，
技術経営研究科 75.0％，
実務法学研究科（司法試験の合格発表が９月のため未確定）

【24】 【24】 【24】
・学生に，大学生活を送るための指針と ・新入生に対してアセスメント診断を行い， ・キャリアセンターでは，CANチェック（社会人基礎力診断）の学生

なるアセスメントを実施し，入学時か その結果を各主専攻プログラムでの継続的 向け活用マニュアル及び教員向け活用マニュアルを作成した。農学
ら卒業時までの継続的な個別カウンセ な指導に活用する。 部生産環境科学科の新入生に対して，CANチェックの活用を指導し，
リングによる自律支援と進路支援を行 今後の個別面談での利用が計画されていることから，全学的に拡大
う。 するための具体的な実施例となった。それ以外の学部１年次向けの

講義（大学生活を考える他）等においては，延べ1,158人の学生に
対してCANチェックを実施し，自分の強み・弱みを把握させ，今後
の大学生活の具体的な目標や計画を策定することで，個別相談等へ
の活用を支援した。
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【25】 【25-1】 【25-1】
・新たな奨学支援事業の開拓や，学内業 ・新潟大学独自の奨学支援制度（“輝け未来!! ・平成22年度に創設した「“輝け未来!! 新潟大学入学応援奨学金”

務に学生を臨時的に雇用し報酬を支払 新潟大学入学応援奨学金”＋α）の更なる ＋α」について，よりわかりやすいパンフレットを作成するととも
う制度の整備を行う。 周知を図り，経済的な支援を必要とする学 に新たにポスターを作成し，新潟県内外の高校586校に送付し制度

生を支援する。 の更なる周知を図った。この結果，推薦入試の申請者が40人に，一
般入試の申請者が87人に増加した（平成23年度はそれぞれ34人，46
人）。また，受給者も推薦入試21人，一般入試18人の計39人に増加
した（平成23年度25人）。

（中期計画達成に向けた進捗状況）
・経済学部では，人文・法・経済学部同窓会の支援を得て，成績優秀

で困窮度の高い経済学部の学生１人に対して月５万円を貸与した。
また，以下のように学生を臨時的に雇用し報酬を支払った。
① 新入生受付・保護者懇談会，オープンキャンパスにおける誘導

等 22人 160,800円
② 経済学部資料室の運営補助 3人 700,000円
③ 教員研究室の図書整理 4人 264,000円

・工学部では，工学部同窓会及び工学部後援会と協働して，震災にお
いて被災した学生向けの奨学金を昨年度より倍増（1,800千円から
3,600千円）させ，12人に給付した（平成23年度６人）。また，工
学部が同窓会と協議して一部給付型に変更した工学部同窓会の奨学
金も８人に貸与（総額で3,400千円，うち400千円は給付）した。

・工学部では，通常科目のTAとは別に，理数学生育成支援事業で聴講
学生の指導補助を行うため，新たに11人のTAを採用した。

・実務法学研究科では，従来からの研究科独自の奨学金制度を改善し，
貸与型奨学金に加え，在学生の学習を支援するため，一時的に必要
となる学資の支弁が困難である者を対象とする給与型奨学金制度を
導入した。休学を除く在学生48人のうち37人（77.1％）が受給した。

【25-2】 【25-2】
・学生によるピアサポートに対して報酬を支 ・新入生サポートとして，総合教育研究棟での案内及び総合教育研究

払う制度の構築を図る。 棟や情報基盤センターでの学務情報システム等のパソコン操作を支
援するため，学生によるピアサポートを４月に試行した。ピアサポ
ートに参加した学生80人（窓口案内サポート29人，パソコン操作サ
ポート51人）に，報酬として459,200円（窓口案内サポート248,000
円,パソコン操作サポート211,200円）を支給した。なお，新入生
1,000人以上がこのサポートを利用し,アンケートでも大変好評であ
った。

ウェイト小計
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新潟大学

Ⅰ 教育研究等の質の向上の状況
(2) 研究に関する目標
① 研究水準及び研究の成果等に関する目標

中 ○研究の推進に関する目標
期 ・研究の自由を担保し，多様な基礎的研究を土台として，分野横断的・創造的な特徴ある先端的研究を推進する。
目 ○大学として重点的に取り組む領域に関する目標
標 ・「脳の病気の解明からこころの理解へ」の研究を推進する。

・文理融合の新たな学際的環境科学として，地域の自然再生学を構築する。
・大学での実績と社会からの要請に基づいて，特徴ある最先端の研究を推進する。

○研究の水準・成果の検証に関する目標
・研究の活性化，研究の質の向上を継続的に行うために，研究水準と成果を分野ごとに検証する体制を構築する。

中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ

【26】 【26】 【26】
・研究の発芽，研究の推進，研究成果活 ・基礎的な研究と先端的な研究を促進するた ・平成24年度プロジェクト推進経費の応募・採択状況は次のとおり。

用のそれぞれの研究フェーズで，地域 め，プロジェクト推進経費の公募，審査及 助成研究（Ａ） 応募 11件，採択 6件，30,000千円
や国内外に開かれた研究環境（イノベ び評価の改善に係る取組を引き続き進める。 助成研究（Ｂ） 申請 43件，採択 6件，12,700千円
ーション・オープン・モード）を整え， また，可能なものについて，国際的な共同 奨励研究 申請 208件，採択 66件，30,000千円
基礎的な研究と先端的な研究を促進す 研究の体制を具体化する。 発芽研究 申請 33件，採択 11件， 8,500千円
る。 計 申請 295件，採択 89件，84,200千円

（注）助成研究（Ａ）は継続課題を含む。
・プロジェクト推進経費採択課題の中間評価を実施し，優れた成果が

期待できる研究課題に対し，一層の研究促進を図るため，インセン
ティブとして研究経費を増額して配分した（年度計画【36】参照）。

・テニュアトラック教員に対する海外での研究成果発表８件に2,180
千円を支援した。

（中期計画達成に向けた進捗状況）
・医学系の研究者が集い，研究分野の枠を超えてそれぞれの研究内容

や方法論等を照会・議論し合い，相互理解を深めるとともに研究力
を一層高めるため，「医学系基礎・臨床交流会」を９月に開催した。
47教室から52演題のポスター発表があり，医学部，医歯学総合病院，
脳研究所の教職員約180人の参加があった。

・総合研究棟（歯学系）改修に先立ち，全教育研究分野の再配置，教
室・実習室の再配置を含め，学際的研究に対応するための歯学部コ
モンラボ（484㎡），地域に開かれたオープンラボ（全学競争的共
有スペース）（1,301㎡）を確保する改修計画案を取りまとめ，同
計画案に従った改修工事が２月から開始された。

【27】 【27】 【27】
・「研究戦略企画室」を創設し，基盤的 ・研究戦略企画室では，先端的研究の推進の ・各部局と連携して，科学研究費（科研費）の応募率・採択率の目標

研究・先端的研究の研究環境の充実 ために，研究計画の企画，競争的研究資金 値を設定し，応募に向けてこれまでの応募データの部局への提供を
と，競争的研究資金の獲得に向けて， 獲得に向けた戦略立案・策定を行う。特に， 行い，科研費応募に係る説明会を全部局で開催するとともに，シニ
情報収集・分析・研究計画の策定を戦 競争的研究資金獲得に向けた取組を引き続 アアドバイザーを全部局に配置した。また，過去に採択された科研
略的に行う。 き実施しつつ，必要な検証と改善を行う。 費応募書類の閲覧等を行った。これらの取組により，平成24年度の

科研費採択が632件から676件に増加した（対前年度4.4％増）。ま
た，科研費採択が順調に増加している結果を受け，平成25年度科研
費についてもこれらの取組を継続した。
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平成24年度科学研究費助成事業目標値・確定値 （単位：％）
応募率 採択率

部局等 新規 新規＋継続
目標 確定 目標 確定 目標 確定

人文社会・教育科学系 80 75.4 30 31.4 50 52.0
自然科学系 102 105.1 25 35.5 50 58.8
医歯学系 100 109.1 27 34.0 52 58.3
医歯学総合病院 100 98.7 23 28.8 45 47.0
脳研究所 105 97.6 45 40.9 65 67.5

・研究推進機構では，大型の競争的研究資金の獲得について個別に対
応し，文部科学省平成24年度科学技術人材育成費補助事業「テニュ
アトラック普及・定着事業（機関選抜型）」，文部科学省「リサー
チ・アドミニストレーターを育成・確保するシステムの整備」（リ
サーチ・アドミニストレーションシステムの整備）事業に採択され
た（年度計画【34】，【37】参照）。

（中期計画達成に向けた進捗状況）
・人文学部では，科研費説明会のほか，科学シニアアドバイザー５人

からなる「科研費等連絡調整部会」を設け，不採択申請書のチェッ
クとコメント，申請書の事前チェック，さらには科研費不採択者に
対し一件３万円のインセンティブを当初予算に盛り込むなどの戦略
的対応をとることで，科学研究費補助金の新規採択率は37.2％，継
続分を合わせると52.9％となり，平成23年度に続き，新規＋継続分
は人文学部教員（現員68人）の過半数を超えた。

・理学部では，科研費を獲得できなかった若手研究者（准教授，講師，
助教）が研究を継続し，次年度科研費を獲得できるように支援を行
い，15件の申請に対し，６件を採択し，155万円を配分した。

・医歯学系（医学系）では，改革推進経費を利用して，若手研究者の
科研費応募に関する調書の問題点の指摘を４人の名誉教授に依頼し
て，70件以上の応募に関する構想を改善した。

【28】 【28】 【28】
・超域研究機構を先端的な研究プロジェ ・先端的な研究プロジェクトの拠点としての ・平成24年度が最終年度となる超域学術院のプロジェクト４件につい

クトの拠点として，コアステーション 超域学術院，学際的な研究グループとして て，研究成果報告書を作成した（この報告書は最終審査後ウェブサ
を学際的研究グループの自由な拠点と のコアステーションという趣旨・目的に即 イト上に公表予定）。
して，その体制を充実させる。 して，必要な予算措置と支援を行う。 ・超域朱鷺プロジェクトに33,000千円の予算措置を行った。また，朱

鷺・自然再生学研究センターでは，佐渡市による寄附講座，文部科
学省「地域再生人材創出拠点の形成」事業等による自然再生に向け
た取組を実施した（年度計画【30】参照）。

・優れた若手研究者が本学で継続して研究できるようにするため，超
域学術院にテニュアトラック制度を導入し，２人を採用した（年度
計画【34】参照）。

・超域学術院プロジェクト「スマートセンサバックボーンの研究開発」
では，東日本大震災後に通信の途絶した宮城県東松島市宮戸地区に
おいて避難所通信サービスを提供した経験が，より柔軟なネットワ
ーク構築を目指した小型電気自動車と小型電気ヘリコプターを基地
局として利用するネットワーク研究に展開し，科学研究費補助金基
盤研究(A)が採択された。

・超域学術院プロジェクト「霊長類大脳高次機能の解読と制御」では，
文部科学省の脳科学研究戦略推進プログラム課題Aの事後評価報告
書で，ブレイン・マシン・インターフェイスの動作原理に先鞭をつ
けたこと等に対して「本課題の進捗状況及び得られた成果は優れて
いる」との評価を得た。また，コア・ステーション「脳の夢づくり
連携センター」は医学部や他学部・他施設との連携を深め，自然科
学研究科や工学部からの学生受け入れも増加した。

・超域学術院プロジェクト「成長円錐の分子基盤に基く神経回路の形
成と修復の総合的研究」では，新学術領域研究，挑戦的萌芽研究の
２件の科学研究費を獲得した。プロジェクトリーダーは「成長円錐，
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神経成長と軸索再生の分子原理：システムバイオロジーの観点から
のアプローチ」という題目で，日本学術振興会の支援を受けた日米
脳科学情報交換セミナーの日本側オーガナイザーに選定され，ニュ
ーオーリンズ（アメリカ）で30人の世界トップクラスの研究者を集
めたミーティングを主宰した。

・人文学部で推進する10のプロジェクト研究のうち，６プロジェクト
がコア・ステーションに認定されており，国際シンポジウム（２回
：「近代東北アジア史における境界」，「声の制度」），海外からの招
聘研究者による講演会（５回），教員３人が，フランス，ドイツ，
中国の協定校に招聘され講演を行うなどした。

・法学部では，法律学，政治学双方の専門分野を有するメンバーによ
って，社会貢献のみならず，地方自治体の地域政策やNPO等の活動
について調査及び実証的研究を行う，法学部初のコア・ステーショ
ン「地域政策協働センター」の設置が承認された。

・コア・ステーション「共生経済学研究センター」において，近年の
所得格差の拡大と低賃金労働の拡大の状況，またその中で近年特に
注目されている生活保障賃金の有効性について研究し，「国内外に
おける公契約条例の実績と今後の課題」と「競争入札の問題点と公
契約条例の必要性」の２つの講演会を開催し，その様子をネット配
信した。

【29】 【29】 【29】
・脳神経病理標本資源と先端的な非侵襲 ・脳神経病理標本資源と先端的な非侵襲的脳 ・アルツハイマー病の全国共同研究組織J-ADNIに参画し，診断と治療

的脳活動検索装置を活用するヒト脳科 活動検索装置を活用するヒト脳科学研究を の最適化を目指して，アルツハイマー病における分子代理マーカー
学を探究する。 推進する。 の探索と分子病態の解明，筋萎縮性側索硬化症における分子病態，

特にTDP43とマイクロRNAの解析，ポリグルタミン病の分子標的治療
法の開発，遺伝性小血管病の分子病態の解明，視神経脊髄炎におけ
る免疫病態の解明，脳梗塞急性期の画期的な治療法の開発など，基
礎・臨床研究に取り組み，英語原著論文としてその成果を発表した。

・精神疾患の先端的分子病態解析について，霊長類を用いて当該精神
疾患を思春期以降に発症するモデル動物の作製に成功した。

・脳機能解析及び脳疾患解析モデルマウス及びラットの系統的な作製
システムの構築と作製動物のリソースとしての有効利用を図った。
脳解析に適した約30系統のマウスを樹立し，内外の研究者研究コミ
ュニティに供与した。また，ES細胞を用いた遺伝子組換えラット作
製システムの開発を進めた。その結果，供与した遺伝子改変マウス
を用いた研究に関して，８編もの論文を国際誌へ発表することがで
きた。

・マクロ共焦点顕微鏡にGASP型の光電子増倍管を新たに導入し，１桁
以上の高感度化を実現した。この高感度化によって，内因性蛍光シ
グナルによる単一ニューロン活動の高倍率イメージングを実現し
た。また，視床等の深部脳活動イメージングに成功し，皮質単一ニ
ューロン活動と深部脳活動を同一マウスにおいて解析できる実験系
の開発に取り組んだ。

・「脳と水分子：こころの科学的解明」を目指す国際研究（連携融合
事業）において，Ｃ11－アクアポリン4分子画像法の臨床研究にて
初めて理解された頭蓋の空気化の評価により，哺乳類における脳の
進化度の違いについて存在を明らかにした。また，水分子の脳循環
調節機構に関する基礎検討において，脳循環調整に脳内アクアポリ
ン4が関与することを確認し，動物実験を開始した。

・非侵襲性高磁場MRIを駆使したアルツハイマー病の早期診断法の確
立・提案において，amyloid画像の実践技術開発を継続するととも
に，MRIによるアルツハイマー病の無侵襲な発症前診断法の開発に
着手し，基礎技術としてO-17 H2Oによるダイナミックイメージング
により脳実質内のamyloidクリアランスを生体にて測定する手法を
開発した。

・新潟県における神経難病の総合的・包括的な支援体制を構築するた
めに，新潟県難病医療ネットワークと新潟県難病相談支援センター
の活動を引き続き支援し，難病制度の改革に備えた。



- 28 -

・神経内科学分野の研究グループは, 視神経と脊髄に炎症を繰り返す
難病である多発性硬化症と視神経脊髄炎に, 注意力低下をはじめと
した高次脳機能障害を見出し, その特徴と発症の仕組みを解明し
た。その成果は，臨床神経学分野で最も権威ある「Annals of
Neurology」誌のオンライン版に掲載された。

【30】 【30】 【30】
・学際的環境科学の研究拠点として「新 ・「新潟大学超域朱鷺プロジェクト」におい ・文理融合のプロジェクトを形成し，文部科学省「地域再生人材創出

潟大学朱鷺自然再生学研究センター」 て，朱鷺自然再生学研究センターを核とし， 拠点の形成」事業（平成22年度から５年間），佐渡市から「自然再
を設置し，「朱鷺プロジェクト」によ 関連分野のプロジェクトとも協働しながら， 生学講座（環境・経済好循環分野）」（平成23～25年度の３年間）
る文理融合した研究グループを形成 文理融合の研究グループにより，地域と連 の寄附講座を受け入れ，以下のような地域と連携した実践的な教育
し，実践的教育研究活動を推進する。 携して実践的な教育研究活動を推進する。 研究活動を推進した。また，学内に当該センター将来構想ワーキン

ググループを設置し，検討を開始した。
(1) 「地域再生人材創出拠点の形成」事業の平成24年度までの実

施状況は次のとおり。
第１期（H22.10～H23.9） 受講者 75人，修了者 32人
第２期（H23.10～H24.9） 受講者 56人，修了者 45人
第３期（H24.10～H25.9） 受講者 115人，修了者 未定

なお，平成24年度は事業の中間評価が実施され本事業は「Ａ評価」
を受けた。また，２月にシンポジウム「世界農業遺産の島 生き
ものを育み活用する地域づくり」を開催し，330人が参加した。

(2) 寄附講座について，①水田の生物多様性指標の特定，②新た
なシンボル種としてのサドガエルの保全生態学的研究，③新たな
環境保全型農法の検討，④各農法の取組みコストに関する経済評
価，⑤非認証米を含む佐渡米の総合的な品質評価と国内販売戦略
の検討，⑥他地域との比較に基づく制度・経営の検討，⑦生態系
管理とヒトの行動動態を連結した理論的研究といった，研究領域
を超えた新たな科学的知見が集積された。

【31】 【31】 【31】
・高度先端医療，バイオサイエンス，ナ ・高度先端医療，バイオサイエンス，ナノテ ・整形外科分野でのCAOS（コンピュータ支援手術）普及を図るため，

ノテクノロジー，情報通信，環境・エ クノロジー，情報通信，環境・エネルギー， 3D LAAS（三次元下肢アライメント評価システム）の研究開発を工
ネルギー，アジア研究等の分野の研究 アジア研究等の分野の研究を積極的に推進 学部，医学部及び新潟医療センター（民間病院）が中心となって行
を積極的に推進する。 する。 い，平成24年度科学研究費補助金基盤(A)に採択されたほか，3D

LAASの製品化と国内外13病院への納入が行われた。
・エルゴノミクスという概念を歯学研究に取り組むために申請してい

た「行動科学を基盤とした質の高い口腔保健・医療人育成事業」が
文部科学省事業に採択され，歯学研究で非常に遅れていた行動科学
研究遂行の準備が整備された。

・コア・ステーション「国際情報通信研究センター」を中心に，先端
的リモートセンシング研究と先端的ワイヤレスネットワーク研究が
行われ，個別技術の研究に留まらず，地球環境計測，災害時におけ
るネットワーク・情報学など，領域を超えた研究を推進し，平成24
年度科学研究費補助金基盤(A)，JSTさきがけ（～平成25年度）等に
多数採択された。

・最先端・次世代研究開発プログラム「高温太陽集熱による水熱分解
ソーラー水素製造システムの開発」では，本学開発の太陽熱水分解
デバイスによるソーラー反応器を30kWに大型化し，これを韓国・国
立エネルギー研究所（KIER）の太陽炉で性能試験を行い，二段階水
熱分解サイクル反応を連続して行うことに成功した。また，これに
関連する研究が，文部科学省（～平成26年度），内閣府事業２件（～
平成26年度），JSTさきがけ２件（～平成25年度）等に採択された。

・最先端・次世代研究開発プログラム「電荷分離状態の長寿命化と二
酸化炭素の光資源化」では，長寿命な電荷分離系の構築と二酸化炭
素の資源化を目的として，有機無機ハイブリッド材料を用いた新規
光反応デバイスの開発を行い，これまで困難であった100ミリ秒程
度の時間分解能で，光照射と吸収スペクトル変化を観測することに
成功した。

・自然科学系助教らによる国際共同研究で，植物の雑種強勢の特性の
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一つを明らかにした。本研究成果は米国科学アカデミー紀要のオン
ライン版に掲載された。

・医歯学系教授らによる国内共同研究により，鼓膜の奥にある「音を
増幅するための『生体電池』の仕組み」を，コンピューターシミュ
レーションを用いて明らかにした。本研究成果は米国科学アカデミ
ー紀要のオンライン版に掲載された。

・医歯学系教授を中心とする研究グループは，ウイルス感染，酸化剤，
低酸素，紫外線及び高熱等のストレスによって誘導される活性酸素
の産生と細胞死を抑制する２つの分子を特定し，その分子機構の
一端を明らかにした。本研究は学術論文として「Molecular and
Cellular Biology」誌のオンライン版に掲載された。

・本学教員が，農業情報学会賞（学術賞），都市景観大賞・都市空間
部門「特別賞」，「Geoアクティビティフェスタ」優秀賞，日本プロ
テオーム学会賞，ICPE（国際物理教員委員会）メダル，日本魚類学
会奨励賞，IEEE-SA Working Group Chair Award，グッドデザイン
賞，第7回小島清賞優秀論文賞，日本医師会医学賞，日本医師会医
学研究奨励賞，日本学術振興会表彰，IEEE ICON 2012 Best Paper
Award等の賞を受賞した。

・平成24年度に次のような競争的外部資金を獲得した。
①「大出力超伝導回転機器に向けたキーハードの開発」（JST戦略

的イノベーション創出推進事業）契約総額 10,400千円
②「雑種強勢の分子機構の解明とその高バイオマス作物への活用」

（JST戦略的創造研究推進事業）契約総額 10,062千円
③「イオン液体電解質の特異性を実証する分析化学的研究」

（JST戦略的創造研究推進事業）契約総額 2,600千円

【32】 【32】 【32】
・研究論文等による国際的な評価と，科 ・専門研究分野に応じた研究評価基準により，・研究論文等による国際的な評価と，科学研究費採択状況等による国

学研究費採択状況等による国内的な評 一部の分野で試行的に評価を実施する。 内的な評価を併せた評価指標を用いて，各専門研究分野の特質に応
価を併せた評価指標を用いて，各専門 じた研究評価基準により，順次部局毎の評価を実施することとし，
研究分野の特質に応じた研究評価基準 平成24年度には，自然科学系の評価に取りかかった。
を設定し，個人及び組織に対して，外 ・自然科学系の評価に際し，大学情報データベースにより研究者の各
部評価を中心とした研究活動の評価を 種研究業績データの収集を行った。同時に，科学研究費補助金，イ
実施する。 ンパクトファクター，被引用数を加味した国内水準，国際水準に配

慮した研究評価基準の策定を行い，平成25年７月を目処に研究の外
部評価を実施することとした。

・人文学部では，平成25年度中に外部評価を行うため，「自己点検・
自己評価報告書」の作成を行った。

【33】 【33】 【33】
・研究評価結果を研究者と学系等の組織 ・プロジェクト推進経費を受けている研究の ・プロジェクト推進経費採択課題の中間評価を実施し，優れた成果が

にフィードバックし，プロジェクト推 うち，該当するものについて中間評価を行 期待できる研究課題１件に対し，一層の研究促進を図るため，イン
進経費や研究環境整備等のインセンテ い，インセンティブとして経費配分に反映 センティブとして研究経費を800千円増額して配分した。なお，増
ィブに反映させる。 を始める。また，中間評価の改善課題を抽 額配分にあたっては，予算の制約もあることから，可能な範囲での

出する。 増額とした。
・中間評価の時期，手法，評価に要する経費，インセンティブの配分

方法等について課題を抽出し，改善策の検討を行った。

（中期計画達成に向けた進捗状況）
・今後の活動に資するため，平成23年度に一部の分野で試行した評価

果等を当該研究者本人及び該当する所属長に通知した。

ウェイト小計
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新潟大学

Ⅰ 教育研究等の質の向上の状況
(2) 研究に関する目標
② 研究実施体制等に関する目標

中 ○適切な研究者等の配置・育成に関する目標
期 ・研究者の育成・支援のための体制を整備し，国内外から優れた研究者を確保する。
目 ○研究資金の配分に関する目標
標 ・研究の内容・水準，社会の要請などを考慮して，公正・透明性を保った研究資金の配分を行う。

○知的財産の創出，取得，管理及び活用に関する目標
・研究成果の社会への還元のために，知的財産の創出，取得，管理を組織的に行い，その効果的な活用を促進する。

○全国共同研究，学内共同研究等に関する目標
・脳研究所は，｢脳神経病理標本資源活用の先端的共同研究拠点｣として，ヒト脳科学の国際的な研究拠点を目指す。
・特徴的で実績のある学内共同研究は，全国共同利用を目指し，国内外における研究ネットワークを構築することによりさらに研究活動を活性化させる。

中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ

【34】 【34】 【34】
・公募制・任期制等を活用した研究者選 ・優れた研究者を確保するために，国内外へ ・テニュアトラック教員の募集に際し，国内外から優秀な教員の確保

考を行う。 の公募を積極的に行う。 を図るため，研究者人材データベースJREC-IN及び国際的な学術雑
誌（Nature）に英文の公募要領を掲載した。この結果，優れた研究
者を確保するとともに，テニュアトラック制度の拡大に貢献した。
テニュアトラック教員の公募・採用状況は以下のとおり。
（平成24年度 普及定着事業）
教育研究院自然科学系 募集人員１人，応募者５人，採用者１人
超域学術院

人文社会学系分野 募集人員１人，応募者３人，採用者０人
（人文社会学系分野は，次年度再公募）

自然科学系分野 募集人員１人，応募者18人，採用者１人
医歯学系分野 募集人員１人，応募者２人，採用者１人

企画戦略本部 募集人員１人，応募者18人，採用者１人
（平成24年度 自立・競争）
企画戦略本部 募集人員２人，応募者61人，採用者２人

【35】 【35】 【35】
・研究者育成のため，各学系の特性に合 ・研究者育成のため，若手研究者育成推進室 ・知的基盤並びに後継研究者育成の環境整備と，優秀な人材獲得によ

わせて優れた研究環境が実現されるテ においてテニュアトラックを運営するとと る研究者の活性化，教育研究のレベルアップを目的として，テニュ
ニュア・トラックを実施するととも もに，超域学術院においてテニュア・トラ アトラックポストでの若手研究者を採用し，採用者の中には，本学
に，在外研究制度を構築する。 ック制度を試行的に導入する。また，全学 赴任後に戦略的創造研究推進事業「さきがけ」及び最先端・次世代

を対象に必要な改善を加えつつ，在外研究 研究開発支援プログラムに採択された者１人が含まれており，採用
制度を実施する。 者９人の科学研究費採択状況は合計12件となった。

・文部科学省平成24年度科学技術人材育成費補助事業「テニュアトラ
ック普及・定着事業（機関選抜型）」に採択されたことを受け，学
系の一部及び研究推進機構超域学術院にテニュアトラック制度を導
入し，４人を採用した。（年度計画【34】参照）

・平成24年度在外研究に係る予算総額は8,223千円で，応募６件に対
し，３件を採択した。今回の実施に伴い，在職年限や渡航期間等の
見直しが必要なことから，次年度以降の実施に向け改善を図った。

（中期計画達成に向けた進捗状況）
・教育学部独自のサバティカル制を実施し，平成24年度は２人が対象

となった。
・法学部では，学部長の裁量で在外研究を希望する若手教員を支援し，

平成24年度は２人が在外研究を行った。
・歯学部・医歯学総合研究科（歯学系）では，自己資金及び「組織的
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な若手研究者等海外派遣プログラム」等を活用して，若手教員20人
を長期派遣（２ヶ月以上）し，若手研究者育成を行った。

・工学部では，国際公募によりテニュアトラック教員（助教）を３人
を採用し，70㎡の研究スペース，研究室立ち上げ経費，特別研究経
費を配分するとともに，連携（アドバイザー）教員を配置したほか，
講義負担を必要最小限とするなど，研究活動に専念できる環境を整
えた。さらに，テニュア教員を採用した学科にインセンティブとし
て助教を配置した。

・自然科学系独自のテニュアトラック制度（平成23年度開始）におい
て，准教授１人は国際シンポジウム招待講演を行い，助教１人（女
性限定）は「日本農芸化学会関東支部 若手奨励賞」を受賞するな
どの成果をあげた。

・自然科学系では，女性研究者への研究助成制度（総額200万円）の
継続を決定し，平成25年度は学系共通スペース使用料を原資として
実施することを決定した。

・自然科学系では，若手研究者の育成を図るため，新任教員16人に総
額760万円を配分し，研究生活のスタートアップ支援を行った。

・医歯学系では，全国で初めてテニュアトラック教授制度を導入し，
１人を選任した。また，大学独自のテニュアトラックと連動して，
最近医学研究で重要性を増しているバイオインフォマティクス分野
に准教授１人を採用した。

【36】 【36】 【36】
・重点的研究費配分は，研究評価に基づ ・重点的研究費配分のため，プロジェクト推 ・平成24年度プロジェクト推進経費について，採択審査方法について

き基礎的研究から先端的研究に渡り， 進経費において，有効かつ公正で透明性を は評価シートに基づき審査を行い，その審査結果により配分額を決
若手研究者・研究発芽・研究推進に重 保つ配分を維持すべく審査方法等の検証を 定すること，また財源の範囲内で各種目に配分することを承認し，
点を置いてプロジェクト推進経費によ 行う。 前年度に引き続き，公平で透明性をもった審査を行っていくこと，
り行う。 特に研究費の大型種目については，外部有識者のみによる審査を実

施することが大学研究委員会で承認された。また，これまでの検証
から，今年度より継続課題においても中間評価を行い，研究の進捗
度等により配分経費の加減調整を行うことが認められた。これに基
づき，プロジェクト推進経費を適切に公募，審査及び配分した。（採
択状況は【26】参照）

【37】 【37】 【37】
・共同研究等の外部資金による間接経費 ・共同研究費等の間接経費も活用し，コーデ ・共同研究費等の間接経費も活用して，６月から特任専門職員（コー

も活用して，基盤的研究から先端的研 ィネーターを配置するなど，引き続き研究 ディネーター業務）１人を採用し，計４人の産学官連携コーディネ
究に対する研究環境を整備する。 環境整備を行う。 ーターを配置した。また，特命教授を中心としたコーディネーター

の組織化を進めた。
・自主的経費により，６月からリサーチ・アドミニストレーター

（URA）１人を配置した。また，文部科学省「リサーチ・アドミニ
ストレーターを育成・確保するシステムの整備」事業を獲得し，
平成24年度は計４人のURAを配置するとともに，URAの主要業務と
して，超域研究院の４つのプロジェクトを支援していくことを決
定した。

・医歯学系（医学系）では，平成24年度の間接経費（教育研究等支援
経費）から約500万円分を科学研究費応募及び科学研究費の採択金
額に基づいて，対象となる各教員に「科研費インセンティブ」とし
て配分した。

【38】 【38】 【38】
・特許出願と知的財産管理の方法を整備 ・国内外の産業技術展への出展やパッケージ ・米国のベンチャー企業と脳梗塞治療関係特許のライセンス契約を締

して，技術移転・権利譲渡・共同研究 化（関連特許を集積して付加価値を高める） 結した。
の立ち上げ等に知的財産を効果的に活 を通じて，積極的なライセンス・マーケテ ・研究者とコーディネーターの共同申請による科学技術振興機構（JST）
用する。 ィングを展開し，収入の確保に努めるとと の研究成果最適展開支援プログラム（A-STEP）検索タイプに12件採

もに，新たな共同研究への発展を促進する。 択された。また，JST公募事業「知財活用促進ハイウェイ」に２件
また，保有知的財産の適切な選別を行うた の課題が採択され，「次世代ものづくり基盤技術産業展」に特許技
めの要件を整備する。 術を出展した。

・イノベーションジャパン2012で出展した特許技術が日刊工業新聞に
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掲載され反響を呼び，企業数社と技術移転に関する交渉が進行した。
・特許化の要否を判定するための方針及び手順を策定し，発明審査委

員会で厳格な審査を実施した。
・学部学生，大学院学生を対象とし，企業等における知的財産に対す

る考え方など，企業関係者による「知的財産に関する講演会」（参
加者57人）及び教職員を対象とし，弁理士による「知的財産に関す
る講演会」（参加者31人）を開催し，知的財産に関連する知識普及
を図った。

・知的財産創成センターウェブサイトを充実し，知的財産創出のため
の環境を整備した。

・国内特許保有件数，外国特許保有件数が増加し，それぞれ126件，
26件となった（平成23年度84件，15件）。

・最先端・次世代研究開発プログラム「高温太陽集熱による水熱分解
ソーラー水素製造システムの開発」で開発された技術を，JSTの支
援を受け国際特許として出願した。

・技術移転（特許権等収入・成果有体物）による収入が，12件，
5,475千円となった（平成23年度９件，6,065千円）。

・研究開発成果有体物のクレジットカードによる決済システムを構築
し，平成25年度から実施することとした。

【39】 【39】 【39】
・脳研究所は，共同利用・共同研究拠点 ・脳研究所は，共同利用・共同研究拠点とし ・共同研究については，33の公募型共同研究を採択し，18の剖検脳・

として，これまで収集した脳神経病理 て，これまで収集した脳神経病理標本資源 ヒトゲノム・脳疾患モデル動物等に関するプロジェクト型及び15の
標本資源を活用する公募型共同研究を を活用した公募型共同研究を実施し，その 連携資源利用型の共同研究がスタートした。
実施し，その成果を国内的・国際的に 研究成果を国内外に発信する。 ・若手育成プログラムでは，脳研究所の基礎及び臨床の実地体験コー
発信する。 ス（２～３日）を実施した。また，著名な外国人講師８人（韓国）

を招いて「共同研究拠点第３回国際シンポジウム」を開催し,若手
研究者のポスター発表を行うとともに，アジアにおける今後の脳科
学を展望した（参加者66人）。さらに，自然科学研究機構「生理学
研究所」との合同国際シンポジウム（於：脳研究所）を開催し，「グ
リア細胞と脳神経疾患との関わり」について，関連領域の著名な外
国人講師２人（米国）の招待講演と併せ，若手研究者を含んで，活
発な討論が行われた（参加者96人）。

・先端的共同研究拠点として資源充実を図るため，40を超す剖検脳を
収集，蓄積した。その殆どの症例において，脳・脊髄の各部位から
急速凍結標本を作製しており，リサーチリソースとして理想的な形
で保存がなされた。

・文部科学省脳科学研究推進プログラム「脳基盤（FS）精神・神経疾
患克服のための研究基盤の整備に向けた課題の検討（代表機関：国
立精神・神経医療研究センター病院）」の主要構成メンバーとして，
本邦のブレインバンク構築に向けた提言を行うとともに，生前同意
登録による剖検とブレインバンク資源としてのドナー登録事業（厚
生労働省：代表機関：国立精神・神経医療研究センター病院）を新
潟地域で推進し，既に７名がドナー登録を行った（死亡例はない）。

・本研究所並びに共同研究拠点としての研究成果を平成24年度「概
要」，平成23年度「年報」及び新規改善した「脳研究所ホームペー
ジ」にて公開した。また，平成23年度「年報」については，共同研
究拠点中間評価に向けた学外評価の実施に併せて，平成24年10月に
刊行した。

・初年度の運営委員会で話題となった「共同研究採択者の成果発表会」
については，多くの共同研究が継続課題であるとともに，英文論文
として着々発表されてきていることを考慮し，その開催の必要性を
含め，次回の委員会で具体的に検討することとした。

【40】 【40】 【40】
・災害復興科学センターは，学際的分野 ・災害・復興科学研究所は，中山間地域にお ・前年度に引き続き，中山間地域における複合災害の研究を行うとと

「災害復興科学」の全国的・国際的な ける複合災害の研究を行うとともに，国内 もに東日本大震災に関する現地調査を実施した。
研究ネットワークを構築し，共同研究 外の研究ネットワークの充実及び研究活動 ・上越市板倉区国川で平成24年３月に発生した大規模地すべりに対
を活性化させる。 の活性化を進める。 し，現地調査及び分析を行い，関係機関に対して助言・指導を行っ
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た。
・平成23年度において，斜面災害研究に関する“World Center of

Excellence”に認定されたことに引き続き，平成24年度も国内外の
研究ネットワークを利用し研究の充実が図られた。なお，平成24年
度には，他機関との共同研究事業を公募し，平成25年度から９件の
応募に対して７機関との共同研究を開始することを決定した。

【41】 【41】 【41】
・大学院医歯学総合研究科附属腎研究施 ・大学院医歯学総合研究科附属腎研究施設は，・国際ヒトプロテオーム機構（HUPO）が2012年に開始したヒトプロテ

設は，慢性腎臓病の克服を目指し，国 若手研究者の海外派遣と共同研究，国際ヒ オームプロジェクトの日本の担当を分担する拠点となり，国内ネッ
内外における研究ネットワークを構築 トプロテオーム機構（HUPO）の腎臓・尿プ トワーク，「染色体Xコンソーシアム」が構築された。質量分析計
する。 ロテオームプロジェクトや日本腎臓学会な プロテオミクス，抗体プロテオミクス，プロテオームデータベース，

どを通じて，国内外の腎臓病研究ネットワ バイオインフォマティクスででそれぞれ世界トップレベルと評価さ
ークの強化を図る。 れている４施設に若手研究者を派遣し，HUPOイニシアチブプロジェ

クトの統括（HUPO Initiative Chair）で海外とのネットワークも
強化された。特に，本学の若手研究者を派遣した４施設との統合的
ネットワークで世界の最先端の腎臓病プロテオミクスが本学を拠点
として開始された。

・「プロテオミクスによる腎臓病の解明」が超域学術院プロジェクト
に採用された。また，コア・ステーション「プロテオゲノミクス」
を設置し，学内腎臓病研究，プロテオミクスネットワークが強化さ
れた。

・「血液型不適合腎移植ではどのようにして免疫学的順応が誘導・成
立するのか」が科学研究費基盤研究Aに採択され，学内腎臓研究グ
ループの連携共同研究が行われた。

ウェイト小計
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新潟大学

Ⅰ 教育研究等の質の向上の状況
(3) その他の目標
① 社会との連携や社会貢献に関する目標

中 ○研究成果の社会への還元，地域社会との連携及び協力に関する目標
期 ・国際的な研究拠点大学として，研究成果を広く社会に還元し，地域貢献，国際貢献を推進する。
目 ・地域へのまなざしを持って活動する大学として，教育研究成果を地域に還元し，地域との連携協力を推進する。
標 ○産学官連携に関する目標

・産学官連携を推し進める効率的な体制を整備し，優れた研究成果を社会・地域に還元する。

中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ

【42】 【42】 【42】
・産官学の地域的な拠点としての大学 ・産官学の地域的中核的な拠点として，大学 ・産学官連携のための新潟県大学等ネットワーク連絡会（UCON）の機

間，地域・自治体及び東アジアを中心 間・地域・自治体・企業との連携を活用し 能を「高等教育コンソーシアムにいがた」へ移行し，新たに「産学
とした国際的なネットワークを構築す 地域貢献を推進するとともに，東アジアを 連携部会」を設置して，産学官連携機能のさらなる強化を図った。
る。 中心とした国際的なネットワークを拡大す ・第２回新潟産学官連携フォーラムを開催し，これからの技術革新，

る。 人材育成と地域活力の向上のための持続的・発展的な産学官連携シ
ステムの構築を図った（参加者250人）。

・国際・大学知財本部コンソーシアム（UCIP）の会員大学を中心とし
て「輸出管理DAY for ACADEMIA」を開催することにより，アカデミ
アのための国際的な輸出管理ネットワーク構築を実現するための端
緒とすることができた（参加者180人）。

・産学地域連携推進センター主催で「分野別セミナー」を３回開催し
た（参加者：第１回116人，第２回28人，第３回32人）。「地域懇談
会」を小千谷市（参加者118人），村上市（同42人），佐渡市（同46
人）において，各開催地の産業構造に適したテーマで開催し，地域
産業の振興に寄与するとともに，研究成果の情報発信の推進を図っ
た。

・産学地域人材育成センター主催で「ときめいとイノベーションサロ
ン」を２回開催し，「産・官・学・地域」の連携による技術革新に
繋がる交流を推進した。

・燕市の産業振興に係る共同事業を受け入れ，「有力企業見学と技術
交流会」を４回開催し，大学と産業界の連携の強化を図った。

・新潟経済同友会において，継続的に本学の研究を紹介する場の開催
の検討を進め，第１回として，工学，農学，医学の３分野の研究発
表を行った。

・最先端・次世代研究開発プログラム「高温太陽集熱による水熱分解
ソーラー水素製造システムの開発」に関連して，国内の研究をより
活性化するために，国内に太陽集熱技術及びその燃料化・発電技術
に関する財団法人エネルギー総合工学研究所を事務局とした関連企
業29社による産学官の研究コンソーシアムである集光型太陽熱発電
技術研究会を立ち上げた。大学では，本学が唯一のオブザーバー大
学として研究会に参画した。

【43】 【43】 【43】
・大学の教育研究活動の成果を社会に還 ・「新潟大学学術リポジトリ」に本学の学術 ・新潟大学学術リポジトリについて，以下の取組を行った。

元するために，それらの成果や所有す 研究成果等を，「新潟県地域共同リポジト ① 平成24年５月に登録コンテンツ件数が，全国平均の２倍強に当
る貴重資料等の学術資料を「新潟大学 リ」には県内の大学等機関の研究者が作成 たる10,000件に達した。
学術リポジトリ」として電子データ化 した成果物を保管し，新潟大学および県内 ② 平成24年度の登録件数は1,818件，ダウンロード件数は591,420
して，インターネットで学内外に発信 各機関の学術成果物等をインターネットで 件であり，順調に整備を進めた。
する。 広く国内外に発信する。 ③ 学位論文の登録について，学位論文提出時に機関リポジトリに

も登録できるよう研究科に働きかけ，複数の研究科について本人
の了解が得られた場合のリポジトリ登録の了承が得られ，著者版
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の提出を含めた今後の整備の基礎固めができた。
④ 平成25年４月の学位規則の改正に係る学位論文（博士論文）の

リポジトリによる公開について，学内関係部署と対応の準備を開
始した。

・新潟県地域共同リポジトリについて，以下の取組を行った。
① ７月にリポジトリ部会を開催し，整備状況と今後の整備につい

て参加機関間の共通認識を持った。これを受け，未加入の県内の
大学と関連する研究機関に本学図書館が働きかけ，10月までに県
内の23大学図書館すべての加入と県立歴史博物館をはじめとする
３研究機関の加入を実現し，新潟県地域共同リポジトリが文字ど
おり県内の学術情報を発信する役割を担うこととなった。

② 平成24年度の登録件数は1,729件であり，順調に整備を進めた。
国立情報学研究所の先端的学術情報基盤（CSI）整備事業の一環
として，新潟県地域共同リポジトリの構築と連携を促進するため
の委託事業として，平成22～24年度に合計3,010千円の外部資金
を獲得し整備を促進した。

③ 参加機関に対するコンテンツ登録作業の研修について，11月に
本学図書館の職員が講師となり本学医歯学図書館を会場に研修会
を開催し，人材育成を図った。

【44】 【44】 【44】
・旭町学術資料展示館の博物館機能を強 ・旭町学術資料展示館の資料・標本等の系統 ・昨年度開催した10周年記念展示においてアンケートを実施し，入館

化・整備し，資料・標本等の系統的・ 的な収集・整理を行い，展示の充実を図る 者1,285人のうち688人（53％）から回答を得た。10周年記念運営委
体系的な収集・整理及びその公開を進 とともに，講演会・体験教室を充実させ， 員会において以下のとおりアンケートを分析した。
め，地域の生涯学習への寄与を図る。 地域への学術情報の発信を推進する。 ① 展示全体の感想について，良い67％，普通30％，不満３％であ

り，多くの方に「貴重な展示品を見ることができて良かった。」
との感想をいただいた。

② 今後の希望テーマとして，郷土史関連，ジオパーク関連，佐渡
金山遺跡の世界遺産指定を支援できるような展示企画があった。

③ 印象に残った展示物として，安宅安五郎「砂丘に立つ子ども」
（絵画），東日本大震災・津波剥離標本，トキ剥製，『佐渡金銀
山図会』，歯科関係浮世絵があげられた。

・アンケートの分析結果を踏まえ，東日本大震災・津波剥離標本に関
する企画として，「3.11からの教訓」「歴史地震を考える」「新潟市
内の津波被害と1833年庄内沖地震」等の企画展や講演会を開催した。
また，佐渡金山遺跡の世界遺産関連企画として，11月に「佐渡金銀
山世界遺産フォーラム」を新潟県教育委員会・佐渡市・佐渡を世界
遺産にする新潟の会・新潟日報社等との共催で開催した。展示館長
がパネリストとして参加したほか，展示館所蔵の「佐渡之国金銀山
敷内稼方之図」等を展示した。

・10月に展示館の空調の設備工事を行い，１月に２階展示室の壁を可
動式に改修した。改修後，整備した開放的な展示スペースにおいて，
日本画の絵画展を開催した。

・平成24年度の展示館の入館者数は3,000人であり，各種企画の参加
者数を含めると観覧者数は6,919人であった。入館者数44％増，観
覧者数12％増と前年度を上回った。

・佐渡博物館「佐渡の海の生きもの展―軟体動物の世界」や，駅南キ
ャンパスにおける旭町学術資料展示館サテライトミュージアム企画
展示「佐渡の海洋生物展」において，理学部附属臨海実験所の資料
・標本，ならびにパネル展示を行った。

【45】 【45】 【45】
・地域と協働したまちづくり・芸術活動 ・地域と協働したまちづくり・芸術活動や， ・地域と協働したまちづくり・芸術活動等として，以下のような活動

や，出前授業，科学教室等による子ど 出前授業・科学教室等による社会と科学技 を行った。
もの理数離れ対策活動を推進し，地域 術のあり方に関する理解を深める様々な取 ① 日常的に住民同士のゆるやかな協働や交流のある住環境形成活
社会との連携を深める。 組を推進し，地域社会との連携を深める。 動に着目し，工学部では，長岡市栃尾表町の雁木づくりと三条市

の小さな里山づくりを実施し，「都市景観大賞・美しいまちなみ
特別賞」を受賞した。

② 「足元からの社会連携」をテーマに，社会連携フォーラムを２
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回開催した。１回目（参加者100人）は，今後大学が地域社会と
どのようにかかわっていったらよいかを考えた。２回目（参加者
180人）は，地域の企業関係者が参加し，地域社会の産業振興へ
の貢献をテーマに講演や公開討論を行った。

③ コア・ステーション「地域文化連携センター」において，新潟
第一高校との連携による高大連携事業，長岡市立中央図書館等と
の連携による災害被災歴史資料や避難所運営資料の整理事業，人
形浄瑠璃「猿八座」の公演プロデュース等を行った。

④ コア・ステーション「越佐・新潟学推進センター」において，
佐渡市教育委員会との協定に基づく連携事業として，シンポジウ
ム「鬼太鼓－舞う・叩く・伝える－」（11月），「佐渡学セミナー」
（３月）を開催した。また，地域映像アーカイブズ部門は新潟市
の砂丘館にて特別展示を行い，シンポジウム「映像アーカイブ－
記憶の共有化と創造」（９月）を開催した。

⑤ 新潟市西区役所と新潟県文化振興財団との連携により，「Lien
2012」を実施して２つの地区で８つのコンサートを行った。演

奏者と聴衆一体型のステージを展開し，ジャズやダンスとのコラ
ボを含む企画に1,509人が参加した。

⑥ 新潟市西区との連携事業としてアートプロジェクト「Art
Crossing Niigata」「いてぇもん物語」（９～10月の８日間）を，
廃校となった木造校舎を会場として実施した。また，「開港都市
にいがた 水と土の芸術祭2012」（７～12月）の「みずつち こ
どもプロジェクト」における20のワークショップ，オブジェ制作，
「日本海夕日コンサート2012」（８月）のステージの舞台演出の
デザイン制作等も実施した。

⑦ 「第７回新大なんでもプロジェクト」を７～12月に開催した。
学生，教員，地域の指導者が一体となり，10コースを企画実施し
延べ500人以上の参加を得た。大学スタッフと地域住民がスポー
ツ活動の場を共有する企画が定着し，リピーターが増加したこと
が確認された。

・連携協定を締結している佐渡市，新潟市，第四銀行とそれぞれ連携
協議会を開催し，連携事業について協議を行い，連携活動を推進し
た。特に，第四銀行との連携協議会事業において，大学の研究内容
のPRとともに技術相談を通じて地域企業の課題解決をサポートする
ため，新たに「ビジネスの種」を発行し，第四銀行を通じて地域企
業に定期的に届けられた。

・地域社会と連携しながら，以下の子どもの理数離れ対策活動や科学
技術理解増進活動を推進した。
① 科学技術振興機構「次世代科学者育成プログラム」に採択され

た「未来の科学者を育成する新潟プログラム」（平成23～25年度）
において，小中学生対象のステップ１「先取り！科学者の体験」，
ステップ２「科学基礎講座」，ステップ３「科学アドバンスト講
座」のそれぞれを月１回開講し，82人が参加した（対前年度24人
増）。平成25年３月には，受講生，保護者，高等学校教員，本学
教員など約100人が参加してステップ２とステップ３の研究発表
会を行った。さらに，年10回の連続講座「科学英語」を新設して，
受講生の基礎英語力と英語によるコミュニケーション能力の育成
に努めた（参加者26人）。

② 新潟県教育委員会主催の理数トップセミナー（参加者147人），
柏崎高校のSSH事業（８テーマの講義または講座に計51人の生徒
が参加），新潟県化学インターハイの企画開催，「化学グランプ
リ2012」の一次選考共催，高校生を対象とする化学実験公開講
座，近隣の小中学校における出前授業や科学クラブ，新潟市立
総合教育センターと連携し市民向け天文教室の運営補助などを
実施した。また，小学校教員志望の学生４人が理科支援員とし
て活動した。

③ 理学部は，佐渡市教育委員会との連携協定の一環として，臨海
実験所において佐渡市や環境NPOと協力して，佐渡の市民や小中
高校生を対象とした臨海実習や出前授業，環境教育・海洋教育活
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動（13件）など幅広く展開した。
④ 理学部サイエンスミュージアムは，大学教育での活用，オープ

ンキャンパス，高校生等の大学見学，各種イベント（大学祭，地
質の日，国際リサーチキャンプ等）での利活用に取り組み，入館
者数は3300人であった。

⑤ 工学部教員と学生が中心となり，中山間地の小規模校の小中学
生及び地域の高齢者を対象に「サイエンス・サーカス」を９回実
施した。このほかにも，参加者全員が日帰り温泉に入り，浴衣に
着替えてサイエンス談義する「サイエンス宿」（岩室温泉，参加
者120人超），工学部独自予算による「夏休み工作教室」（於工学
部），「見てさわって工学技術」（於工学部），「科学技術へのいざ
ない」（於福島県郡山市と福島市）を実施した。

⑥ 農学部フィールド科学教育研究センターでは，近隣中高生を対
象にした農場実習や農場職場体験，近隣住民に対する親子農業体
験や農場見学等を実施し，これらの事業に参加・連携した市民や
生徒等は1,500人余りに及んだ。また，佐渡ステーションでは，
近隣住民を対象にした公開林間実習やエコツアーガイド養成講座
を実施した。

⑦ 農学部が行った，「青少年のための科学の祭典」（２月，アオ
ーレ長岡）における実験（人工イクラを作ってみよう）では，２
日間で550人の子どもが参加し，アンケート集計結果において全
ブースの中で第３位の人気を占めた。

⑧ 脳研究所では，高校生対象の自然科学教育プログラム「世界脳
週間」及び「サイエンスキャンプ」を開催し，約85人が参加した。
また，脳研究所で開催するサイエンスキャンプが毎年最大の応募
倍率である理由を視察するために理研BRI等より２人の見学者が
あった。

【46】 【46】 【46】
・研究成果と学術情報は，シンポジウム，・シンポジウム，公開講座，法律相談，書籍 ・首都圏における研究成果発表の場として，科学技術振興機構と共催

公開講座，法律相談，書籍等の多様な 出版などを通じて，大学の研究成果を積極 で新潟大学新技術説明会（JSTホール）を開催するとともに，「イ
手段により発信し，国内外に広く，か 的に発信する。 ノベーション・ジャパン2012」（東京国際フォーラム），「アグリビ
つ，効果的に還元する。 ジネス創出フェア2012」（東京ビックサイト），「次世代ものづくり

基盤技術産業展」（ポートメッセなごや），彩の国ビジネスアリー
ナ2013（さいたまスーパーアリーナ）へ出展した。特に，イノベー
ションジャパン2012で出展した特許技術が日刊工業新聞に掲載され
反響を呼び，企業数社と技術移転に関する交渉が進行した。また，
過去に新技術説明会で発表した技術について，企業から技術相談の
依頼があるなど，継続的な取組の成果が出てきた。

・文部科学省「情報ひろば」の科学技術・学術展示室において，「次
世代〈水素〉エネルギー社会へ向けた水素製造・インフラの構築の
研究」をテーマとした特別展示に出展した（１～３月）。

・新潟県における研究成果発表の場として，「新潟国際ビジネスメッ
セ2012」,「燕三条ものづくりフォーラム」,「フードメッセinにい
がた2012」，「にいがた 食・環境・健康展示商談会」に出展した。

・「平成24年度新潟大学公開講座」を，前期に９講座（受講者213人），
後期に６講座（受講者82人）開講した。

・「平成24年度新潟大学ラジオ公開講座」（受講者309人）を開講した。
また，放送公開講座の在り方を検討し，テレビ公開講座の作成を複
数年契約とするなど見直しを行い，テレビ公開講座の内容充実と経
費節減を行った。

・新潟市教育委員会との連携事業「教職12年経験者研修」における教
科指導研修に，教育学部教員27人が講師として，少人数指導による
研修を行い，受講者への満足度調査において98.2％が「非常に満足」
と回答した。

・法学部では，年２回開催される無料法律相談に関して，学生からの
相談に応じ，また，指示を与え，相談時には教員が同席するなどの
対応をした。

・経済学部では，教員と学生で組織する新潟大学経済学会による，教
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員を対象とする助成制度の支援を受けて，18点の著書を出版した。
・理学部附属臨海実験所では，「佐渡環境大全（改訂版）」で，臨海

実習を中心とした海洋教育教材を作成出版した。
・医歯学総合研究科口腔生命科学専攻が推進する摂食・嚥下機構に関

する研究成果が日本経済新聞（７月）に掲載されるとともに，これ
らの内容は日本歯科医師会が編纂した「いのちと食」（中央公論新
社）でも紹介され，また放送大学からの依頼による面接授業も担当
した。

・医学部医学科では，多くの市民，特に次の世代を担う若い方々に同
学科が推進している研究の最先端を理解してもらうため，「第１回
学外講義2013」を，新潟市民プラザにおいて３月に開催した（参加
者約170人）。

・保健学研究科では，教員による「女性と男性のこころとからだ・性
の専門相談」（看護演習室を活用）と「女性のこころとからだ専門
相談」（新潟市男女共同参画推進センター）を月１回実施し，行政
と連携して地域の健康問題の第１次予防に貢献するとともに，医歯
学総合病院看護部との人事交流による事例検討も個別に開始した。

・保健学研究科では，新潟市の後援を得て，「乳がん早期発見を支え
る研究」（参加者18人），「性差から考える災害対策」（参加者23人）
の２回の「GSH市民公開講座」を開催した。また，新潟市・新潟県，
新潟日報社の後援を得て「女性と男性の健やかな生活を地域社会と
のつながりで考える―健康と性差・科学・社会」のテーマでGSHシ
ンポジウムを開催した（参加者36人）。

【47】 【47】 【47】
・地域社会への知的貢献を，駅南キャン ・駅南キャンパス「ときめいと」において， ・地域社会への知的貢献に向けた取組として，「ときめいと」におい

パスを拠点に進める。 各種事業を開催し，広く地域社会への情報 て，以下のイベント等を継続して実施した。
発信を推進する。 ① 各種講座，展示

ア．「新潟大学公開講座」（12講座 190人）
イ．「教育職員免許状更新講習」
ウ．旭町学術資料展示館のサテライト展示

② 主な学生活動の市民向け発表等
ア．落語研究部「ときめいと寄席」（全３回，入場者約85人）
イ．将棋部と市民の対局（全２回，参加者約30人）
ウ．クラフトワークスの作品展示（全１回，入場者約30人）
エ．ピアノ愛好会による演奏会（全２回，参加者約50人）

③ 受験生対象の進学相談会
・新規イベントとして，小中学生の参加型イベント「サイエンス・サ

ーカス in ときめいと」を開催した（参加者33人）。また，国公私
立の大学関係者が集う「大学人サミット」を開催した（参加者120
人）。

・「ときめいと」の利用者に対して，開催イベントや施設等に関する
アンケート調査を平成25年２月から実施し，講義室等の壁面ガラス
部分を半透明にして欲しいとの要望を受け，各部屋への対応を図っ
た。

・「ときめいと」の利用件数は以下のとおり。
平成24年度 1033件（学内者：577件，学外者：456件）
平成23年度 1064件（学内者：656件，学外者：408件）

【48】 【48】 【48】
・産学官連携を積極的に進めるために， ・産業界と大学との相互協力活動を進め，優 ・新潟経済同友会において，継続的に本学の研究を紹介する場の開催

研究インキュベーション機能，研究推 れた研究成果を社会・地域に還元するため の検討を進め，第１回として，工学，農学，医学の３分野の研究発
進機能，研究活用・知的財産機能，地 に，産学地域連携推進機構を中心に展示会 表を行った。新潟の産業界との接点を増やす第一歩となった。
域連携機能，企画・運営機能を一体的 等を通じて情報の発信を行う。 ・先端技術研究会／新潟産業人クラブ，新潟県電子機械工業会，長岡
にもつ「社会連携推進機構」として整 産業活性化協会の見学交流会において，本学の研究成果を紹介し，
備し，技術，医療等大学が持つ教育研 産業界との相互協力体制の構築を図った。
究資源を地域社会の持続的発展に活用 ・第２回新潟産学官連携フォーラム（参加者250人）を開催し，これ
する。 からの技術革新，人材育成と地域活力の向上のための持続的・発展

的な産学官連携システムの構築を図った。
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・東京事務所講演会，セミナーを実施し産業界との交流を深めた。ま
た，関東地区の企業により組織する東京イノベーションンクラブ主
催の「イブニングセミナー」を２回開催し，産学の連携を図った。

・地域，企業，研究者などユーザーが使いやすく，わかりやすいもの
となるよう産学地域連携推進機構のホームページをリニューアルし
た。また，産学連携についてのパンプレットを作成した。

・小千谷市において，小千谷産学交流研究会を開催した（８月，参加
者118人）。また，十日町市産官学情報交換会に参加し，十日町地
域との産官学連携及び地域連携に関する取組について意見交換を行
った（３月，参加者68人）。

・新潟県歯科医師会とともに，「新潟県歯科医師会認定障害者診療医」
を養成・定着を目指す事業，厚生労働省ならびに新潟県からの委託
事業である在宅歯科医療連携室整備事業を展開した。

・地域連携フードサイエンスセンターでは，「災害時の食」の研究を
進め，首都直下地震等への対策として災害食に関するシンポジウム
を東京都内で開催（10月，後援：内閣府，農水省，消防庁ほか，参
加者約120人）した。

・地域企業とのコンソーシアムを構築し，農林水産技術会議・新たな
農林水産政策を推進する実用技術開発事業「キノコ栽培廃菌床から
のエネルギーと肥料の同時生産」，「窒素深層施肥による水田フル
活用―大豆，麦，多用途米の新規生産向上技術の開発と普及」，「ア
ミロペクチン長鎖型の超硬質米による米粉新需要食品の開発」，農
林水産物・食品の機能性等を解析・評価するための基盤技術の開発
委託事業「米タンパク質の新規生体調機能性の先導的開発と機構解
析」，新農業展開ゲノムプロジェクト「高温登熟性有料品種の遺伝
子発現特性解析と高温耐性関連遺伝子の単離・解析」を受託し，研
究成果の技術移転を図った。

・本学と刈羽村との連携融合事業として ｢新潟大学・刈羽村先端農業
バイオ研究センター｣を10月に開所した。本学の農業研究施設とし
て，先端科学技術により高温耐性のある水稲や優れた野菜の選抜，
新規品種の産出など地域の農業振興に貢献する研究を行うともに，
小中学校の学外授業・体験学習の場として受け入れを行い，農業や
理科に対する関心の向上を図ることとした。

・技術経営研究科と財団法人燕三条地場産業振興センターは，７月に，
包括的な連携のもと，相互に協力し地域社会の発展と人材の育成に
寄与することを目的として包括連携協定を締結した。「燕三条のも
のづくりと経営～大学での学びは経営に役立つのか～」をテーマに，
期間限定『週刊新潟大学』と銘打ったセミナーを開催（11月）する
など，今後連携を深めていくこととした。

ウェイト小計
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新潟大学

Ⅰ 教育研究等の質の向上の状況
(3) その他の目標
② 国際化に関する目標

中 ○国際交流に関する目標
期 ・大学の教育研究を活性化するために，国際交流を促進する。
目 ・研究を基盤とする教育環境の推進を目指し，留学生の受入れ及び学生の海外への派遣を推進する体制を整備する。
標 ○教育面における国際化に関する目標

・異文化理解能力と多層的視点を備え，社会の国際化に対応できる人材を育成する。
○研究面における国際化に関する目標
・世界に開かれた，高い水準の研究を促進する環境を整備する。

中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ

【49】 【49-1】 【49-1】
・「国際戦略企画室」を創設し，国際的 ・国際戦略企画室の主導により，大学間交流 ・国際戦略企画室において，文部科学省のグローバル人材育成推進事

レベルでの教育研究環境の整備を行 協定及び部局間交流協定の拡大を進めると 業に対する全学の方針を主導的に策定することにより，同事業の採
う。 ともに，ジョイントディグリー，ダブルデ 択を受けた（年度計画【51】参照）。

ィグリーが実施可能な海外の大学との交流 ・グラスゴー大学（イギリス），ドレスデン工科大学（ドイツ），寧
を推進するなど，国際交流に関する教育研 夏大学（中国），天津外国語大学（中国），カセサート大学（タイ）
究環境の整備を引き続き行う。 等と，部局間学術交流協定７件，部局間学生交流協定９件，部局間

ダブルディグリー協定２件を新規に締結した。また，交流協定校の
拡大のため，NAFSA（米国を拠点とする国際教育交流団体）年次総
会及びJUMBA（サンフランシスコ・ベイエリア大学間連携ネットワ
ーク）2012サミットに参加し，本学のPR及び情報収集にあたったほ
か，主にASEAN諸国・北米との足がかりを築くべく，国際センター
教員を中心に数多くの大学との交渉を行った。

・従来，北京事務所特任教員のみの参加であった希平会（日中高等教
育交流連絡会）に国際課職員が出席することにより，中国に拠点を
持つ各大学・研究機関等との連携強化を図った。また，スリランカ
事務所教員の積極的な関与により，ショートステイ・ショートビジ
ット（SSSV）を中心としてペラデニヤ大学との多くの新規プログラ
ムを開始した。

・若手事務職員短期海外派遣研修を継続し，タイでの留学フェア及び
協定校訪問１人，カナダでのサマーセミナー引率及び英語研修（１
ヶ月）１人，シンガポールスプリングセミナー引率及び英語研修に
２人を派遣した。

・事務職員の英会話研修を試行的（全４回）に開始するとともに，研
修受講者にTOEICの受験を義務付けることにより，今後の英会話研
修の方向性を検討するためのデータの収集を開始した。

・スリランカ・ペラデニヤ大学の事務職員（事務局長など３人）を１
週間受け入れ，本学職員と相互に研修する時間を複数設けるなど，
職員の国際理解力・対応力を涵養した。

・英語版ウェブサイトを担当する職員を国際課に新たに配置し，内容
の向上について検討を開始した。本学の英語版概要を，簡易版・詳
細版（初の作成：各学部・研究科・外国人向け情報を網羅）・研究
紹介を中心としたものの３種類作成するとともに，ウェブサイトに
掲載した。

（中期計画達成に向けた進捗状況）
・平成22～24年度に実施した「グローバルサーカスによる大学院高度

化教育」では，全国に先駆けて，自然科学研究科に独自のダブルデ
ィグリープログラム（DDP）を導入し，アジアの13大学とのDDP協定
を締結し，平成22，23，24年度に，それぞれ５人，８人，６人の海
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外のDDP学生を受け入れた。また，１人の本学大学院学生をDDP学生
として中国に派遣した。すでに３人の学生が学位を取得し修了した。
また，平成25年１月に，「新潟グローバル・グラジュエート・リサ
ーチ・フォーラム」を５日間にわたり開催した（参加者：７ヶ国20
大学から214人，うち海外からの参加者85人）。また，欧米を中心
とする先進大学の視察に若手教員６人を派遣した。

・文部科学省「頭脳循環を活性化する若手研究者海外派遣プログラム」
において，若手研究者を以下のように海外の大学・研究所等に派遣
するとともに，海外の研究者を招いてシンポジウム等を開催するな
ど，国際共同研究ネットワークを確立した。
①「素粒子の世代構造と新しい対称性の探求」（平成22～24年度）

４人
②「超音波計測による強相関量子系物理の国際共同研究」（平成22

～24年度） ２人
③「最先端医歯学の融合による口腔－全身問題の解決を目指す若手

研究者養成プログラム」（平成22～24年度） ２人
④「生検試料のマイクロプロテオミクス研究基盤の確立による疾患

の病因・病態の解明」（平成23～25年度） ４人
・医歯学系（歯学系）では，日本学術振興会事業「組織的な若手研究

者派遣事業」（平成21年度採択）により，３年間で短期派遣者延べ
46人（17ヶ国），長期派遣者延べ22人（６ヶ国）を派遣した。これ
と学生のSSSVにより，学部学生から若手研修者レベルまでの一貫し
た競争的環境下での海外派遣・受入プログラムが完成した。

【49-2】 【49-2】
・国際レベルの教育・研究を推進するため， ・グローバル人材育成推進事業の採択に伴い，教育・学生支援機構に

前年度の検討結果を勘案し，外国人教員や 実践英語を担当する外国人の特任教員を新たに１人配置した。また，
外国人研究員の増加の具体的方策を検討す 同事業の実践英語プログラムについて，平成25年２学期から実施す
る。 るプログラム案を作成した。

・工学部では，外国人の特任教員１人，ポスドク１人を任用し，国際
的レベルの教育研究環境を高めた。

【50】 【50】 【50】
・留学生500人を目指し，留学生受入体 ・中期計画で目指す，留学生500人の達成を視 ・現代社会文化研究科に「国際日本文化分野」を設置し，10月より学

制を整備する。 野に入れながら，大学院レベルにおいては， 生の受け入れを開始し，渡日前入学許可制度を利用した２人を含め
留学生向けの特別コースの開設を目指す。 ４人の入学者があった。
学部レベルにおいては，交流協定校の拡充 ・民間アパート借上げによる留学生用宿舎支援事業を継続した。８月
を図る。 以降は，交換留学生及びショートステイ学生増のため追加借上げを

行うなど，継続的に留学生のための宿舎の充実を図った。
・留学生にとって魅力ある短期留学プログラムとするため，短期プロ

グラムのコースを整備し，留学生のニーズに合わせた３コースを設
定した。

・JASSO・JICA主催による韓国・タイ・モンゴル・中国・東京・大阪
で開催された大学説明会・留学フェアに参加し，留学生獲得のため
のPRを行った。また，現代社会文化研究科の海外現地入試の開始，
自然科学研究科のDDP（渡日前）入試の実施に伴い，入学直後から
の経済的支援を充実させるため，JASSOの学習奨励費（予約枠）を
申請し，３人全員が採択された。

・部局間学術交流協定７件，部局間学生交流協定９件を新規に締結し
た（年度計画【49-1】参照）。

・なお，平成25年２月１日現在の留学生数は460人であった。

【51】 【51】 【51】
・日本人学生が国際的に活躍できる能力 ・日本人学生に海外の大学で学習・研究活動 ・グローバル人材育成推進事業の採択により，主に医・法・工学部で

を育むため，留学機会の増加を図る。 を積ませるため，各部局は各種の留学の機 ショートビジットプログラムの拡充を図った。また，実践英語科目
会を拡充するための方策を検討する。また， の充実を図るため，教育・学生支援機構，医・工・法学部を中心に
大学として必要な支援を行う。 試行的に英語での集中講義等を開始し，同時に平成25年度以降のカ

リキュラムに組み込むための検討を開始した。さらに，TOEFL-ITP
を年５回実施し，延べ124人の受験者があった。
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・留学に少しでも興味を持っている日本人学生を掘り起こすため，以
下の取組を行った。
① 定期的な留学相談アワーを設けることで，留学への学習面・精

神面の安定的な支援の機会を増加させた（相談実績：145人）。
② 主に新入生を対象に，４，６月に留学ガイダンスを複数回開催

し，本学の留学制度や留学生活全般について情報提供するととも
に，学生生活の早い段階における海外留学への動機付けを図った
（参加学生：延べ150人）。

③ 国際課事務室内にある「留学相談コーナー」について，什器類
を刷新のうえ留学情報閲覧のためのパソコンを設置，留学関連書
籍を充実させたことにより，学生がより相談しやすい環境を整備
した。

④ 学生海外派遣担当の特任専門職員２人に，JAOS認定留学カウン
セラー講座を受講させ，資格認定試験を受験させた（結果通知は
平成25年５月）。

・国際交流基金による本学独自の「外国へ留学する学生への奨学事業」
の予算枠を拡大（総額300万円・採用者８人）し，海外留学への奨
学金支援を充実させた。また，同基金による本学独自の海外で実習
する学生への支援である「海外実習等プログラム支援事業」も併せ
て実施（予算額200万円，採用者30人）し，長期留学への布石とし
た。

・JASSOの留学生交流支援制度事業（ショートステイ・ショートビジ
ット）について，SS（ショートステイ）12プログラム，SV（ショー
トビジット）17プログラムが採択され（配分額で全国の大学中９位），
それぞれ149人，162人が参加した。また，同事業に関し，グローバ
ル人材育成推進事業に採択されたことによる優先的な配置（重点政
策枠としてSV190人分）を受け，153人月がショートビジットに参加
した。

・法学部では，グローバル人材育成推進事業に先駆けて，以下の特別
講義を開設した。
① ５コース全75回の集中講義（３コースは英語特訓，２コースは

外国人講師による法律学・政治学の英語講義）を行う「新潟でプ
チ留学」（受講者17人）。

② ３日間合宿形式で外国人講師による英語の特訓を行う「プチプ
チ留学」（参加者14人）。

さらに，交流協定校から実務経験を有する助教を任期付きで任用し，
学生に対する留学ならびにグローバル視点の深化を促す教育体制を
整備した。

・経済学部では，学生の留学機会の増加を図るため，12月に「私の日
本留学」と題する講演会（参加者は定員60人を大きく超えた）と，
１月に「留学経験者との懇談会」（留学経験をもつ学生４人と，留
学に関心をもつ学生７人が参加）を開催した。

・工学部では，語学研修・国際理解を目的とした海外研修に学生39人
を派遣した。また，国際的研究能力育成を目的とし，国際シンポジ
ウム「pre-Fusion Tech」（４人），リサーチキャンプ（11人），短
期留学（１人）を派遣した。また，これらの海外留学を実質化する
ため，成績評価・単位認定システムを整備した。

・農学部では，第４回農学部国際シンポジウム「アジアにおける現代
農業と地域経済発展」，「実践型農と食のスペシャリスト養成プロ
グラム：食づくり国際インターンシップ」，「第５回アジア・アフ
リカ総合的生物防御に関する国際シンポジウム」等に延べ66人の学
生を派遣した。

・自然科学系の各学部・研究科において，一層のグローバル人材養成
の強化のため，平成24年度からイリノイ大学アーバナ・シャンペー
ン校（アメリカ）をはじめとした海外英語研修の単位化など科目の
整備を行ったため，グローバルサーカス事業による学生派遣も94人
と大幅に増加した。



- 43 -

【52】 【52-1】 【52-1】
・関係諸団体及び留学生のネットワーク ・外国人留学生の帰国後の情報収集に努める ・ERINA（環日本海経済研究所）主催の留学生就職フェア「国際人財

との連携を図り，国際交流を充実させ とともに，その蓄積を図る。併せて，留学 フェア・にいがた2013」に37人の留学生を参加させ，県内企業との
る。 生の国際的なネットワークづくりの方策に マッチングを図った結果，６人の留学生が就職先を得た。また，新

ついて検討する。 潟県国際交流協会主催の「留学生就職支援セミナー」に28人の留学
生を参加させ，日本での就職活動に関する基本的な情報を学ばせる
とともに，日本での就職への動機付けを図った。

・昨年度に引き続き本学修了生の連絡先等の収集・更新を行うととも
に，同窓生データの整理・活用のあり方について検討を行った。

（中期計画達成に向けた進捗状況）
・大学の国際化とグローバル人材の育成等を目的に，千葉大学，金沢

大学，岡山大学，長崎大学，熊本大学の５大学と包括連携協定を締
結し，「国立六大学連携コンソーシアム」を設立した。また，「国
立六大学国際連携機構」を設置し，共同学生交流プログラムの実施，
海外の有力大学連合との交流推進，国際化に資するための共同事業
に取り組むこととなった。

・工学部では，国際交流を充実させるため，企業・研究機関の外国勤
務経験者を加えた外部支援組織「百人力ネットワーク・グローバル」
を組織する準備を進めた。また，リストアップされた候補者による
学生を対象としたFD講演会を実施した。

・歯学部長他４人がインドネシア・ジャカルタ市で開催されたKPPIKG
2013（インドネシア大学主催）に招待され，特別講演するとともに，
インドネシアから日本に留学した歯学部学生の同窓会（JADI）で，
本学の国際戦略について意見交換を行い，留学生ネットワークの拡
大を図った。

【52-2】 【52-2】
・「高等教育コンソーシアムにいがた」の留 ・新潟地域留学生等交流推進会議を開催し，招聘した文部科学省高等

学生関連部会及び新潟地域留学生交流推進 教育局学生・留学生課長を交え，各県内留学生関係機関と留学生関
会議との連携を通じ，留学生を含む地域国 連の情報交換を行った。
際交流活動の充実を図る。

【53】 【53】 【53】
・学生の英語運用能力の向上を図り，各 ・初年次向けの一般学術英語（English for ・１年次学生全員を対象として毎年７月に実施しているTOEIC-IPテス

専門分野における講義や演習における General Academic Purposes：EGAP）の涵養 トでは，平均スコアが前年度比で11.9ポイント上昇した。
英語の利用を促進する。 を目的とする新英語教育カリキュラムを実 ・過去４年間のTOEIC-IPのスコアから学部別習熟度別クラスのレベル

施し，成果検証に必要なデータ収集を行う。 一覧表を作成し，具体的な指標として平成25年度シラバス作成依頼
時に担当教員に配付した。

・平日の昼休みを中心に開室した「英語学習支援スペースFL-SALCミ
ニ」では，通年で１日平均11.4人の利用があった。利用者は，学部
・学年・性別を問わず分散しており，大学院学生，留学生の利用も
見られた。留学生とのチャットでは，英会話の実践の場として日本
人学生から積極的に利用されていたが，同時に留学生にも日本人学
生との交流の機会として好評であった。第２学期の英語学習個別カ
ウンセリング（業務委託）では，20分×195コマすべてが事前予約
で埋まり，アンケート調査（回答者158人）では，76％が「カウン
セリングが英語学習に非常に役立った」，24％が「役立った」と回
答した。

・英語副専攻プログラム委員が，教育・学生支援機構主催の副専攻ガ
イダンスに毎回参加して，英語副専攻プログラムの広報を行うとと
もに，同プログラムに関心を持つ学生からの質問に個別に対応した。
その結果，認定条件の一つである入門科目履修者が29人に増加した
（平成21年度20人，平成22年度13人，平成23年度23人）。

・また，英語副専攻プログラムの入門科目「英語文化研究」を刷新し
て，英語学習・研究関連のテーマを網羅することにより内容の充実
を図った。

（中期計画達成に向けた進捗状況）
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・法学部では，「新潟でプチ留学」と「プチプチ留学」を実施した（年
度計画【51】参照）。また，英語コースへの若手教員派遣（カナダ
３人，オーストラリア２人）が行われ，次年度からの英語講義数の
増設への対応を図った。

・工学部では，１年次の全学生を対象とし，e-ラーニングシステムを
活用した「技術英語入門」を新たに開講し，全体の英語運用能力の
向上を図った。その結果，１年前期終了時に実施するTOEIC-IPにお
いてスコアの向上が見られた。また，「グローバル人材育成推進事
業 」
において，選抜された学生を対象とする「英語サロン」の開講，
iPadを利用した英語教材を用いた自学自習など，英語の運用能力の
向上を図るとともに，教職員を対象とした「英語研修」を実施し，
英語による講義科目開講の準備を進めた。

・自然科学研究科主催で，英語を母国語としない人の英語教育の専門
部門があるイリノイ大学の英語研修を夏と春の２回実施した。

【54】 【54】 【54】
・初修外国語教育システムの整備・充実 ・各主専攻プログラムの到達目標における初 ・各主専攻プログラムにおけるNBASの整備が進められるなかで，初修

を図る。 修外国語の位置づけを明確化するとともに， 外国語について，現行の３コース選択制が概ね支持されていること
カリキュラムの点検・整備について検討を が明らかになりつつあるため，カリキュラムそのものの見直しでは
進める。 なく，授業時間外学習（チャットルーム事業をはじめとする自律学

習支援や海外短期研修の推進）を含めたカリキュラムの実質化に向
けた努力を重視することとなった。

・英語企画部と連携しつつ，学生の自律的学習を支援する方策を試行
しており，留学生と外国語で会話する機会を提供するチャットルー
ム事業の試行を開始し（独・仏・中），次年度以降の本格運営に向
けた準備を進めた。

・留学生を活用した初修外国語チューター制度について，各学期ごと
の課題を整理し次学期に活かす形で，周知・申請方法の見直しを継
続的に行い，安定的に運用した。

・短期海外研修の学士課程教育への位置付けについて，派遣先の増加，
研修先での安全性の確保等の問題を踏まえ，研修プログラム実施担
当者とともにプログラムの見直し等を進め，支援体制を確認した。

【55】 【55】 【55】
・国際的に評価の高い学術誌への投稿・ ・国際的に評価の高い学術誌への投稿・採択 ・国際的に評価の高い学術誌への投稿・採択を支援するため，若手論

採択を支援する。 に必要な支援を継続する。 文投稿支援プログラムを以下のとおり実施した。
投稿費支援 応募 51件 採択 51件 2,000千円
研究費支援 応募 38件 採択 10件 3,000千円

・自然科学研究科では，すぐれた国際誌への投稿支援事業として，12
人に871千円を補助した。

【56】 【56】 【56】
・国際会議，国際シンポジウム，国際的 ・国際会議，国際シンポジウム，国際的な研 ・「＜声＞の制度」，「International Polarimetric SAR Workshop in

な研究会の開催及び参加を促進する。 究会の開催及び参加を促進する。 Niigata 2012」，第４回農学部国際シンポジウム「アジアにおけ
る現代農業と地域経済発展」，「新潟グローバル・グラジュエート
・リサーチ・フォーラム」，「第60回国際歯科研究学会日本部会 (J
ADR）総会・学術大会」，「第３回新潟大学脳研究所共同研究拠点国
際シンポジウム」等の国際会議，国際シンポジウム，国際的な研究
会を開催した。

・テニュアトラック教員に対する海外での研究成果発表支援を８件
（2,180千円）実施した。

・自然科学研究科では，大学院学生，教員の国際会議への参加を推進
するため，27人に3,185千円を補助した。

ウェイト小計
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新潟大学

Ⅰ 教育研究等の質の向上の状況
(3) その他の目標
③ 附属病院に関する目標

中 ・豊かな人間性と高い倫理性を備えた医療人を育成するとともに，新潟大学病院の特色として地域に根ざした医療人を育成する。
期 ・患者本位の安全で安心な医療の提供と医療の質の向上を推進するとともに，地域の医療への積極的な支援を行うことにより，地域の医療水準の向上に貢献する。
目 ・医歯学総合病院，大学院医歯学総合研究科，脳研究所等における研究成果を反映した高度医療，先進医療を提供するとともに，治験・臨床研究などを推進する。
標 ・大学病院としての目的を果たすために，医歯学総合病院の経営分析機能を強化し，長期的な経営戦略をもとに安定的な病院運営を目指す。

中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ

【57】 【57】 【57】
・卒後教育との連携による臨床教育のさ ・医学部総合医学教育センター及び寄附講座 ・大学院医歯学総合研究科の寄附講座「総合地域医療学講座」と連携

らなる充実及び良質な学生・研修医の 「総合地域医療学」と連携し，臨床実習に し，クリニカルクラークシップ及び地域医療実習の実施体制強化に
育成のための充実を図るとともに，将 おいて学生が医療チームの一員として診療 ついて，次のとおり取り組んだ。
来の地域医療を担う人材を育成するた に加わるクリニカルクラークシップの実施 (1) 医学部医学科をはじめとした医療系学生を対象に「学部学科を
め，卒後教育と連続性を持った卒前教 体制及び地域医療実習の実施体制を再評価 超えた学生によるワークショップとフィールドワーク」を実施し，
育体制を構築・強化する。 し，強化する。 32人が参加した。

(2) 地域医療臨床実習は平成22年度以降，全ての医学科５年次学生
に必修とし，平成23年度からは「臨床実習Ⅱ」において医学科６
年次学生が選択できるように対象を広げ，平成24年度は３人の医
学科６年次学生が受講した。

(3) 地域医療臨床実習では他大学との連携を深め，徳島大学から２
人の医学科５年次学生を受け入れるとともに，臨床実習Ⅱでは，
本学から３人の学生が，長崎大学及び徳島大学において地域医療
臨床実習を行った。

(4) 地域医療臨床実習における他大学との連携により，実習に対し
て目的意識を持つための事前指導の必要性や学生評価表の見直し
等の問題点や課題が抽出され，地域実習・地域医療の意識向上に
つながった。

(5) クリニカルクラークシップを実施した６年次の臨床実習病院と
の連絡会を開催し，指導医による臨床実習Ⅱ評価表，学生による
診療科別臨床実習Ⅱプログラム評価表をもとに，意見交換を行っ
た。

【58】 【58】 【58】
・本院と関連病院における卒後臨床研修 ・指導医（本院及び関連病院）に対するＦＤ ・学部教育，卒後臨床研修，専門研修の指導体制を充実させるため，

の充実及び各種プロジェクトにより専 等の促進及び連携テレビシステムによる各 次のとおり取り組んだ。
門研修の充実を図る。 種セミナー・カンファレンス配信の促進と (1) 厚生労働省の開催指針に基づく第９回新潟医師臨床研修指導医

ともに，卒後臨床研修と大学院博士課程を 講習会を実施し，本院12人，関連医療機関25人の計37人の指導医
同時に行うプログラムの検討，医療人育成 が受講し，修了者は延べ407人となった。
センター設置計画の推進，及び地域医療支 (2) 連携テレビシステムによりランチョンカンファレンスを年36回
援センターによる地域医療の実態調査を行 延べ291施設，その他のセミナーを１回６施設にオンデマンド配
い，改善を図る。 信した。

(3) 指導医キャリアアップ講習会として，「男女共同参画の視点か
らみた職場・研究環境への提言」（６月，参加者34人），「家庭医
の生涯学習」（８月，同42人），「ドクターヘリ導入の背景と課題」
（11月，同24人）を実施した。

(4) 本院の卒後臨床研修プログラムにおける地域医療研修につい
て，研修医及び指導医による評価を，比較検討，経年変化を調査
し，各研修病院あてにフィードバックした。

(5) 「NAR大学・地域連携『＋α専門医』養成プロジェクト」にお
いて，大学間連携（秋田大学，琉球大学）を実施し，幅広い修練
や経験を積むことが可能となった。若手医師に多彩なキャリアパ



- 46 -

スを示すこととなる専門医コースが充実した（腫瘍内科コース新
設）。平成24年度は専門研修医２人を派遣した。

・大学院博士課程と同時に行うプログラムについて，他大学のプログ
ラムを精査し，履修計画を検討，協力型病院となる病院を決定し
た。

・医療人育成センターの平成25年度着工に向け，国内に設置されてい
るシミュレーションセンター等の調査を行い，医療人育成センタ
ー設置ワーキンググループにおいて，基本計画書を作成した。

・県内130病院における医師数，必要医師数，派遣医師数，求人医師
数等を調査し，地域医療に従事する医師の養成やキャリア形成支
援について検討した。漫然と不足している医師数の算出だけでな
く，実患者数や実労働量を加味した上での調査が必要であること
から，調査の結果を踏まえ，平成25年度における継続調査内容を
検討した。

【59】 【59-1】 【59-1】
・医歯学総合病院の再開発計画により診 ・新外来棟開院に併せ，患者案内，臓器別診 ・外来診療棟開院に併せ，患者に分かりやすい臓器別診療科への再編

療機能の充実を図り，整備した最新の 療科への電算システムの変更を実施する。 を行うとともに，臓器別診療科に対応したシステムへの変更を行っ
医療環境により地域医療に貢献する。 た。また，６月に主な中央診療部門等，11月に全診療科及び医事課

の移転を行い，医科歯科一体となった診療体制を整備した。
・患者誘導については，パネル表示による誘導方式に切り替え，プラ

イバシーへの配慮や患者に分かりやすい案内誘導を導入するととも
に，円滑な誘導・案内のため，外来棟玄関に医療コンシェルジュ２
人を配置した。また，診療費の明細書の発行を希望する患者すべて
に発行することとした。

・経営戦略委員会において，人件費，設備費，医療材料等の経費を適
正に管理し，４億円の医療機器更新費を確保することにより計画的
な更新を可能とした。また，医療機器更新費の確保により，運営改
善専門委員会において各診療科等へ機器の更新に関する要望書を提
出させ，要望書に基づきヒアリングを実施，要求機器について点数
付けを行い点数の高い機器から更新することとした。さらに，通常
の更新費とは別に病院収入を財源に予算を確保し，外来診療棟開院
に伴う機器の整備を行った。

・患者サービス向上のため，アメニティモール整備運営事業に係る公
募及び仕様説明会を10月に行い，優先交渉権者を決定した。

【59-2】 【59-2】
・移植医療の推進及び腫瘍内科の設置など， ・移植医療充実のためのマニュアルを制定した。

がん拠点病院としての機能強化を図る。 ・腎臓移植（生体）21件，腎臓移植（死体）５件実施した。
・腎臓移植（生体） 21件（平成23年度 23件）
・腎臓移植（死体） 5件（平成23年度 8件）
・肝臓移植（生体） 0件（平成23年度 8件）
・肝臓移植（死体） 0件（平成23年度 3件）
・膵腎同時移植 0件（平成23年度 1件）

・臓器提供のための院内体制整備事業の選定施設に採択された。日本
臓器移植ネットワーク事業として，年間約120万円の予算措置がと
られた。

・腫瘍内科を開設し，血液腫瘍を除くすべての固形腫瘍におけるがん
薬物療法のコンサルテーションを４月から開始した。10月から外来
化学療法を開始するとともに診療枠の拡大を図った。

・腫瘍内科の病床配分に関する検討を進め，暫定的な取り扱いではあ
るが，平成25年４月から２床を配置することとした。

・各種がんの治療方針を診療科の枠を超えて策定し，がん患者の症状
及び治療方針について検討・共有することにより，適切ながん治療
の提供及び療養生活の質向上を目指す目的でキャンサーボードを設
置し，１月９日から毎週開催した。キャンサーボードは，手術，放
射線療法及び化学療法に携わる専門医師，医療スタッフ等で構成し，
キャンサーボードを通して，医師を含めた多職種のがん専門医療人
の育成を積極的に進めた。
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・強度変調放射線治療（IMRT）を36人の患者に820件実施した。（平
成23年度実施患者数：18人，算定件数：430件）

・非血縁者間末梢血幹細胞移植・採取施設の認定を受けた。

【60】 【60-1】 【60-1】
・高次救命災害治療センターを中心とし ・ドクターヘリの安全かつ効率的な運用によ ・平成24年10月30日から医歯学総合病院を基地病院として新潟県ドク

て，新潟県全体を対象とした救急医療 り，県全体に対して速やかな第３次救急医 ターヘリの運航を開始した。これにより，離島，僻地等を含め広
体制及び災害医療体制を構築する。 療の提供を目指す。 域な新潟県内における重症救急患者の迅速な広域搬送が可能とな

り，迅速かつ適切な医療を提供する体制が整備された。
・平成24年度は，130件の出動要請（平均１日0.85件の要請）があり，

68件に対して出動した。このうち，80km以上の出動が15％以上を
占めており,ドクターヘリを用いて県全域を対象とした高度な救急
医療を提供する当初の目的は達成しつつある。

・ドクターヘリ症例検討会を県内18消防署から64人の参加により開催
した。また，毎週１回，ドクター，ナース及び運航委託業者が当
該週に出動した事例等を検証し，重複要請時のヘリの運用，患者
接触までの情報交換及び現場消防等との情報交換等，改善可能な
点を洗い出し，速やかな出動及び効率的な運用に努めている。

・ドクターヘリ運航に先立ち，７月にドクターヘリシンポジウムを開
催（参加者約260人）するとともに，７月～９月に県内の19消防本
部及び20受入病院に対して，説明会と実機を用いたシミュレーシ
ョン訓練を実施した。

・平成24年は5,695人の救急外来受診があった。そのうち，3,027人の
救急車による搬送があり，心肺停止患者は153人，急性中毒患者は
113人，広範囲熱傷患者は20人を占め，高度救命救急センターとし
ての機能（急性中毒・広範囲熱傷・指趾再接着への対応）を充分
に果たした。

・他の医療機関との連携強化により，１次～２次救急医療機関からの
紹介は195人と増加した。（昨年比17人増）

【60-2】 【60-2】
・災害時のDMATと災害救護班の派遣，心のケ ・平成24年10月東北ブロックDMAT参集訓練に，ドクターヘリを含めて，

アにより，災害の急性期から慢性期までに 総勢９人のDMAT隊員が参加した。
対応できる災害医療を充実させるために， ・基幹災害医療センターとして初めての災害医療コーディネーター・
DMATの体制の強化を図るとともに，DMAT災 災害時医療従事者合同研修会を本院で開催し，県内病院，保健所の
害訓練に積極的に参加する。 医師，看護師及び薬剤師等74人の参加があった。また，災害時にお

ける医療救護活動を迅速かつ的確に行うため，災害医療コーディネ
ーター（保健所長），副災害医療コーディネーター及び保健所災害
時医療担当職員を対象とした研修を実施した。

・災害救急時医療体制整備に係る寄附を受けて，災害時救急車後方支
援車２台をはじめ看護携帯設備及び救援対応病院設備を整備した。

【61】 【61】 【61】
・地域の医療水準の向上に寄与するた ・入院から退院後に至るまで継続した医療が ・県内近隣病院との連携を強化するため，地域保健医療推進部副部長，

め，地域の医療機関との連携を強化し， 受けられるよう，地域保健医療推進部と予 看護師長，医療ソーシャルワーカー（MSW），事務職員で６か所の
広域医療連携ネットワークを構築す 約センターの一体運用，地域における医療 病院訪問を行った。退院後の転院受け入れについて各病院の現状や
る。 ソーシャルワーカーの連携による，医療， 受け入れ条件等を確認し，今後の受け入れをお願いした。

介護，福祉に至る連続的なネットワークの ①新潟南病院 （一般病床151床，療養病床 26床）
強化を図る。 ②とやの中央病院 （療養病床 89床，介護病床 71床）

③桑名病院 （一般病床182床，療養病床 48床）
④新潟医療センター（一般病床297床，療養病床 48床）
⑤白根大通病院 （一般病床 60床，療養病床239床）
⑥西新潟中央病院 （一般病床370床）

・中央区地域保健・医療・福祉連絡会議（２回），新潟市難病対策連
絡会，精神保険福祉に関する研究会，精神障害者施設の連絡会（２
回），圏域ケア会議，医療機関と介護支援専門員との連携を考える
意見交換会等にMSWやPSWが参加し，参加者がお互い顔の見える関係
を作り，行政及び他医療機関との連携を図った。

・大腿骨頸部骨折新潟地域連携パス研究会，脳血管障害新潟地域連携
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パス研究会に地域保健医療推進部副部長，看護師長，MSW，事務職
員が参加し，職種別に別れ意見交換を行い，他医療機関との連携を
図った。（連携実績：乳腺パス22件，脳卒中パス26件，大腿骨頸部
骨折パス２件）

・医療ソーシャルワーカーを平成25年度から１人増員し，地域保健医
療推進部の充実を図ることとした。

【62】 【62】 【62】
・医療安全管理体制を強化し，患者本位 ・医療事故及び院内感染の発生防止体制を強 ・年間約5,600件におよぶインシデントレポートの分析や対策立案を

の安全で安心な医療の提供を推進す 化するため，医療安全管理及び感染管理に 行い，重要な点に関しては各種会議で報告するとともに，「安全管
る。 関し，マニュアルの見直し，研修会の開催， 理ニュース」，「インシデント事例」，「他施設の事例」等で周知し

部署巡視等を行う。 た。
・「医療スタッフマニュアル2012年携帯版」を発行し，全職員が携帯

・活用し医療安全に努めた。また，「医療に係る安全管理のための
指針」，「インシデントとして報告すべき範囲」，「口頭指示マニュ
アル」，「肺血栓塞栓症予防ガイドライン」，「麻薬使用マニュアル」，
「転倒・転落マニュアル」，「人工呼吸器マニュアル（人工鼻フィ
ルター）」，「暴言・暴力対応マニュアル」の改訂を行い，医療安全
管理体制を整備・強化した。

・「院内感染対策指針」，院内感染対策基本マニュアルの「流行性ウ
イルス性疾患発生時の対応」，「廃棄物の管理（医療現場における
廃棄物の管理）」，「中央化されていない器材・物品の消毒方法」及
び「病室環境の管理」の改訂を行い，感染管理体制を整備・強化し
た。

・医療安全管理講演会を６回，感染管理講演会を４回開催した。講演
会の内容を録画した上映会を医療安全管理及び感染管理合計で延べ
52回実施した。その他，DVD貸出，インターネットでの閲覧，院内
諸会議での周知及び未受講者へ受講するよう通知文書の送付等を行
った。その結果，昨年度医療法25条に基づく立入り検査で指摘を受
けた未受講者数をゼロに改善することができ，今年度の立入検査で
調査官から種々の取組について，良い評価を受けた。

・中途採用職員への医療安全管理・感染管理研修会を毎月実施し，
e-ラーニングによる評価を行った。

・病院管理者による院内巡視（月１回）及び院内相互チェック（年１
回）等により，各部署の医療安全状況を評価し，問題点については
各部署にフィードバックした。

・医療安全管理に係る部署改善計画及び計画に基づく実施結果を各部
署から提出させ，リスクマネジャー全体会議で報告させた。

・感染管理部によるラウンドを週１回実施し，耐性菌の検出状況，手
指衛生製剤及び抗菌薬の使用状況等の情報提供をするとともに改善
を要する事項についてICMとともに検討を行い，改善を要する事項
がある場合には，２週間後に再ラウンドを行い，改善されているこ
との確認を行った。

・委員会等の議事要旨，マニュアルの改訂点及びインフェクションコ
ントロールニュースをICMなどに配信し，院内感染防止の広報及び
周知を行い，院内感染防止を図った。

・各部署の事例分析においてGRMが指導をすることにより，各部署の
医療安全管理の意識の向上が図られるとともに各部署の実情調査が
できた。

・発生頻度が高い注射調合時の確認ミスに対して，GRMがDVD教材を用
いた教育と実技指導を行うことで，正しい確認行為が浸透した。

・医療安全・質向上のための大学間相互チェックでは，北海道大学に
よるチェックを受け，広島大学をチェックした。今回の重点項目は
手術安全であり，手術部を中心に手術安全について一層の取組を行
うことになった。

・国公立大学病院間で実施する感染対策相互チェックにおいて，本院
は島根大学及び九州大学によるチェックを受け，感染管理体制強化
を推進することができ，また，職員の感染防止の意識も向上につな
がった。
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・発生頻度が高い，「転倒・転落事故」，「与薬・処方・内服事故」及
び「注射薬に関わる事故」のそれぞれに関して，継続的に対策を検
討する検討班を立ち上げた。

【63】 【63】 【63】
・医学，歯学及びその両者の融合による ・医科，歯科及び両者の連携による臨床研究 ・本院腎移植チームが取り組んできたトランスレーショナルリサーチ

高度医療，先進医療，治験・臨床研究 を推進し，再生医療，先進医療，国際共同 の成果である「ABO血液型不適合腎移植への挑戦―免疫学的禁忌の
を推進する。また，基礎医学研究の成 治験・地域における治験連携を促進する。 克服と臨床応用の普及」が，国内の医学分野で最も権威のある賞の
果を臨床医学に還元するトランスレー 一つである「平成24年度日本医師会医学賞」を受賞した。
ショナル研究を推進する。 ・６月に患者向けに市民公開講座『「治験てナニ？」～くすりの誕生

から最新治療まで～』を“ときめいと”で開催し，20人の参加が
あり，アンケートでは，「今後治験に参加したい」，「若い人が治験
を行うのかと思っていた」，「知見が広がり良かった」等の意見が
あった。また，同月に学内及び学外向けの臨床研究セミナーを学
外から講師を招聘し「臨床研究に関する倫理指針について」の講
演を行い，30人が参加した。

・２月に治験依頼者向けに新たな治験勧誘の説明会を東京駅周辺で開
催し，個別懇談会に２社が参加した。全体の説明会では，19社33
人が参加した。アンケートの結果，開発品目があれば依頼を検討
するとの企業が７割あった。

・臨床研究サポート事業により，平成24年度厚生労働省科学研究費に
よる自主臨床治験に１件採用された。平成24年度サポート事業に
おいて，介入研究１件，一般臨床研究２件を採択した。

・新潟県内の厚生連加盟７病院と主要都市治験ネットワークを構築
し，治験を含む臨床試験において治験審査委員会の審査業務（中
央IRB化）を平成24年度は９回開催した。

・７大学病院臨床試験アライアンス事業において，国際化対応のため
に平成24年度はCRC実務者向けの英語研修会を３期開講した。

・国際共同治験について，グローバル１件，アジアンスタディ２件を
行った。

・再生医療について，平成24年度は，培養骨膜９例，培養赤芽球１例
の製造実績があった。また，新たな細胞プロセシング室を西診療
棟に開設し，歯科のみならず，循環器内科とも連携して血管再生
医療も行っている。

・先進医療として，「パクリタキセル静脈内投与，カルボプラチン静
脈内投与及びベバシズマブ静脈内投与の併用療法（これらを三週
間に一回投与するものに限る。）並びにベバシズマブ静脈内投与（三
週間に一回投与するものに限る。）による維持療法」が承認された。
また，「有床義歯補綴治療における総合的咬合・咀嚼機能検査」の
届出を行うとともに，「急性リンパ性白血病細胞の免疫遺伝子再構
成を利用した定量的PCR法による骨髄微小残存病変（MRD）量の測
定」と「全身性エリテマトーデス患者における初回副腎皮質ホル
モン治療に続発する大腿骨頭壊死症発生予防」の届出準備を行っ
た。

・「母体血を用いた新しい出生前遺伝学的検査（母体血胎児染色体検
査）」については，国内の多施設共同研究である「無侵襲的出・生
前遺伝学的検査である母体血中cell-freeDNA胎児染色体検査と遺
伝カウンセリングに関する研究」へ臨床研究として参加すること
とした。

【64】 【64】 【64】
・病院運営に資する情報を収集活用し， ・病床稼働率，平均在院日数，外来患者数な ・管理会計システム（HOMAS）により計算される部門別原価計算及び

増収方策及びコスト管理による経営改 どのデータを分析し，病院経営の改善に努 診断群分類別原価計算（患者別原価計算）を，２月開催の経営戦略
善に努める。 める。 委員会等で提示した。今後は，診療部門別並びに患者別の原価計算

を定期的に行い，診療科等に対して更に収益性の高い診療内容（運
営方法）についての情報を提供することが可能となった。

診療実績（４-３月）
・入院患者数 268,515人

（前年度269,208人 693人減少）



- 50 -

・一般病床在院日数 17.6日
（前年度17.7日 0.1日改善）

・一日平均外来患者数 2,101人
（前年度2,092人 9人改善）

・診療報酬請求額 23,504,142千円
（前年度 22,459,499千円 1,044,643千円増）

・医療費率 36.27％
（前年度35.81％ 0.46%増加）

・診療単価（入院，外来）
入院診療単価 62,699円
（前年度 60,259円 2,440円改善）
外来診療単価 12,957円
（前年度 12,219円 738円改善）

・地域へ高水準の医療を提供するため，平成24年度診療報酬改定後直
ちに施設基準等の届出を行った。（約130,000千円の請求額増）

・診断群分類（DPC）検証システムを利用しての継続的なDPCコーディ
ング検証業務の実施と，医事課担当者のスキルアップを図ったこと
により請求精度が向上し，DPCの医療機関別係数のうち機能評価係
数Ⅱの評価指標である「部位・詳細不明（病名）コード」の使用割
合が縮減し適正化が図られた。

・診療から３年以上経過して長期間未収となっている医療費約71,000
千円の未収金回収のため，平成25年２月から委託契約をした（平
成24年度回収実績3,956千円）。

・歯科の私費診療について他大学等の実績を調査し，実績より安価な
項目の私費診療単価を見直した。

・医療材料については，外部コンサルタント会社と共同で購入価格の
値引き交渉を実施し，約8,600品目について約34,000千円の節減効
果があった。また，医薬品については，他大学の導入状況や現状
について調査を行い，有効性や導入による費用対効果を検証する
ため情報収集を行った。

・経営戦略委員会において，平成24年度収支決算見込額を定期的に報
告し，適正な予算執行について検討を行った。

・年度当初に診療科等への収益額の目標値を設定し，達成できた場合
は診療科等へのインセンティブとして運営経費の配分または特任
教員の配置を行った。

・運営改善専門委員会においては，平成24年度以降の収支状況を勘案
し，各部門からの増員要望の検討を行った結果，メディカルスタッ
フ10人を定員化，医師クラークの増員（第一外科，高次救命災害治
療センター），看護補助職員の増員について決定した。

・医療の質の向上，医療安全確保の観点から，薬剤師が主体的に薬物
療法に参加し，医療スタッフの協働・連携によるチーム医療を推進
するための薬剤師の病棟配置を検討した結果，休日における抗がん
剤のミキシング（調合）は，専門知識を持つ薬剤師が行うこととし，
医師または看護師が本来の業務に専念できる体制を整備した。また，
歯科衛生士を４人採用し，歯科医師の業務分担の見直しを行った。

ウェイト小計
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新潟大学

Ⅰ 教育研究等の質の向上の状況
(3) その他の目標
④ 附属学校に関する目標

中 ・大学・学部との一体的な組織運営により，国及び地域の教育課題を踏まえ，国立大学附属学校としての特色ある高度な教育研究活動を推進し，その成果を地域
期 に還元する。
目 ・各附属学校の教育課程開発研究を大学・学部と共同して推進し，地域の拠点校形成を目指す。
標

中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ

【65】 【65】 【65】
・附属学校担当理事を長とする「附属学 ・大学・学部・附属学校・教育委員会が連携 ・平成22年度に開催された「附属学校運営協議会」において，今後の

校運営協議会」や，附属学校（園）運 する各種協議会等において，次のとおり協 検討課題となったもののうち，附属６校園長の在り方について，現
営指導委員会を発展させた教育学部長 議する。 段階ではこれまでの体制を維持することとし，他大学附属学校の動
を委員長とする「附属学校共同研究委 附属学校運営協議会：附属学校運営の在 向を見ていくこととした。
員会」を設置するとともに，新潟県教 り方について ・「附属学校共同研究委員会」を２月に開催し，次年度以降の研究テ
育委員会及び新潟市教育委員会とで実 附属学校共同研究委員会：研究や実践の ーマ，共同研究を行っている大学教員を高く評価する体制，共同研
施している「教育懇談会」を充実させ， 成果と課題について 究委員会の在り方等について意見交換を行った。また，教育学部と
附属学校の運営に地域のニーズを反映 教育懇談会：地域の教育的課題について 附属学校との共同研究に関することだけではなく，広く諸課題につ
させる。 いて協議する場として再編すべく附属学校運営協議会との関係や名

称変更等も含め今後協議していくこととした。
・新潟県・新潟市教育委員会との教育懇談会に関連して，以下を行っ

た。
(1) 新潟県教育委員会と教育学部との連携推進協議会（８月），

新潟市教育委員会との教育懇談会（12月）を開催し，①教育委員
会と教育学部との連携の在り方及び今後の課題，②中央教育審議
会答申「教職生活の全体を通じた教員の資質能力の総合的な向上
方策について」，③大学改革実行プラン等について意見交換を行
った。

(2) 新潟市教育委員会と連携し，学生（主として４年次生，大学
院学生）が半年間，週１回程度，定期的に新潟市内の小・中学校
で授業補助，校外学習引率，配慮を要する児童・生徒の個別指導
等の教育活動支援を行う「学習支援ボランティア」（144人，87
校）を実施した。また，12月に「『学習支援ボランティア』派遣
事業の成果と課題」をテーマとする公開シンポジウムを開催し，
学生・大学院学生115人，大学教員４人，派遣先学校の教員22人，
新潟市教育委員会担当者１人，総計142人が出席した。さらに，
事業の継続，派遣人数の増員，未派遣校の解消に対する強い要望
が寄せられた。

(3) 附属特別支援学校では，学部や新潟市，企業，団体と連携し，
放課後支援，発達障害のある児童・生徒を対象とした通級指導，
社会参画，就労支援等を行うとともに，現場教員への研修の場を
提供した。また，地域連携コーディネーターを配置し，所属小・
中学校と附属特別支援学校とを行き来し，学校間を連携させた密
接な指導を行った。

【66】 【66】 【66】
・教育学部教員と附属学校教員が共同し ・教育学部教員と附属学校教員が共同して｢研 ・教育学部では，必修と選択との適度なバランスにより編成している

て｢研究教育実習｣，「小中一貫教育実 究教育実習｣，「小中一貫教育実習」等を実 ４年一貫教育実習（１年次：入門教育実習・フレンドシップ実習，
習」等を実施するとともに，新潟県・ 施するとともに，新潟県・新潟市・長岡市 ２年次：観察参加実習，３年次：教育実習，４年次：研究教育実習）
新潟市・長岡市教育委員会等と連携し 教育委員会等と連携して，「教員免許更新 を，附属学校を中心とした現場との連携体制のもとで行っており，
て，「教員免許更新講習」，「初任者研 講習」，「初任者研修」等を実施する。 特に研究教育実習においては，教育学部と附属学校との組織的な研
修」等を実施する。 究開発体制を構築し，多様な教科領域において研究教育実習カリキ
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ュラムの開発を進めた。
・附属長岡校園における教育実習に当たって，附属学校と教育学部で

教育実習委員会を通して協議を行いながら，「小中一貫教育実習」
を実施した。幼稚園，小学校，中学校・高等学校及び特別支援学校
の教育実習の事前・事後指導においても附属学校の教員が授業を担
当（13人の教員が延べ34回担当）した。

・教員免許状更新講習において，附属学校を会場として次のとおり講
座を開講し，各校の教員が附属学校における教育実践を活かし，講
義を分担した。
①国語教材の読み方と小学校の授業改善（受講者48人）
②PISA型読解力の指導及び学習スキルの指導（受講者52人）
③今日的課題をとらえた特別支援教育（受講者58人）
④「言語活動の充実」を図る国語科単元の在り方について（受講者

42人）
⑤学びをつなぎ，学びを生かす学習指導（受講者41人）
⑥問いをもち，子どもの思考力，判断力，表現力を育む授業づくり

（受講者47人）
・新潟県・新潟市教育委員会等と連携して，以下のような現職教員の

研修を実施した。
(1) 新潟県教育委員会主催の「初任者研修」において，附属学校

各校を授業研修会場として，講話・公開授業・研究協議等の指導
を行い，教員の資質向上に寄与した。また，新潟県教育委員会主
催の「新採用養護教諭研修」の会場校として，講話，保健室経営
の指導を行った。

(2) 新潟市教育委員会との連携事業「教職12年経験者研修」にお
ける「校内授業研究」を附属学校が担当した。これに教育学部「教
職実践演習」履修中の学生（学部学生107人，大学院学生26人，
計133人）を参加させ，教育委員会と教育学部が連携・協働して
「研修と養成」に取り組んだ。また，新潟市教育委員会の指導主
事研修の授業参観会場として，授業公開を行った。

(3) 附属学校教員を，長岡市教育センター主催の教員研修に９回
（国語，算数，学級活動，図画工作，理科），中越地域の小学校
が行う校内研修に６回（算数，保健），講師として派遣した。

・中国との国際交流事業として，以下を実施した。
(1) 学生，大学教職員のほか，附属学校教員（５人）が中国を訪

問し，教育・歴史関係の施設訪問・調査研究，学生と附属学校教
員による相手国での日中教育フォーラムや授業実践を実施した。
日中教育フォーラムでは，両国の大学教員，附属学校教員，学生
が発表，討論を行い，異文化理解を深めた。

(2) 中国の北京師範大学教育学院附属南奥実験校の開学10周年記
念国際理解教育シンポジウム（参加国：日本，アメリカ，韓国，
ドイツ，中国）に，学部教員２人，附属学校教員２人の発表者を
派遣した。

【67】 【67】 【67】
・附属新潟小学校及び附属新潟中学校で ・附属新潟小学校及び附属新潟中学校におい ・附属新潟小学校と附属新潟中学校では，共通研究テーマ「活用型学

は，総合大学の特長を活かした「活用 て，総合大学の特長を活かした「活用型学 力を育成する９ヵ年間教育課程と指導法の開発研究」を設定し，主
型学力を育成する９ヵ年間教育課程と 力を育成する９ヵ年間教育課程と指導法の として小学校においては「思考の方法」「思考のことば」に，中学
指導法の開発研究」への取組みを通じ 開発研究」に取り組む。 校においては「思考スキル」に焦点を当てて，その有効性・接続性
て小・中連携及び接続教育を推進す を検証している。また，それを包括する個別のテーマを設定して，
る。 さらなる研究の深化を図った。

・附属新潟小学校においては，「創造的思考力を高める授業（３年次）」
を研究主題として取り組み，９月には初等教育研究中間検討会を
開催し，学部教員，指導主事等と共同で研究を行ったほか，２月
には初等教育研究会を開催して，県内外から２日間で約1,300人の
参加者を得た。

・附属新潟中学校においては，「思考力・判断力・表現力を育成する
「課題解決の授業」―場面に応じた思考スキルを用いさせること
を通して―」を研究主題として取り組み，10月には「秋の研究発
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表会」（９授業を公開）を開催し，県内外から400人の参加を得た
ほか，１月には「冬の研究発表会」（６授業を公開）を開催し，
420人の参加者を得た。

【68】 【68】 【68】
・幼小中が同一校地に立地する長岡地区 ・「社会的知性」育成を核とした，12年間を ・文部科学省の開発指定校として「社会的な知性を培う」をテーマに，

では，12年間を見通した幼小連携教育， 見通したカリキュラム開発研究を一層進め 幼小中の一貫教育カリキュラム開発に取り組み，３年間の研究成果
小中一貫の義務教育のパイロット校を るとともに，３年間の研究成果をまとめ， を10月の研究協議会にて発表した。この３校園合同研究協議会では，
目指すとともに，「教科等の指導を核 一貫教育に取り組む全国の附属学校とのネ 教育学部教員が定期的に事前の授業研究に参加し，研究会当日も指
として『社会的知性』を培うための幼 ットワークを活用した研究協議会等で公表 導助言者として参加した。併せて島根大学教育学部附属学校等と教
小中連携によるカリキュラム開発研 する。 育フォーラムを開催し，講演講師，行政，保護者，中学生，本校園
究」に取り組む。 研究開発部長をパネラーとして公開パネルディスカッションを行っ

た。現職教員，学生など合わせて約1,000人の参加者があった。
・この「幼小中12年一貫教育カリキュラム開発研究」の取組が評価さ

れ，文部科学省から，平成25年度から３カ年の延長が認められた。
・平成25年度から小中一貫教育実施に取り組む自治体（三条市）より，

これまでの長岡校園における幼小中の一貫教育カリキュラム開発に
関する研究成果が評価され，「三条市小中一貫教育推進委員」の委
嘱依頼を受け，研究成果の普及発信をすべく研究全体像を構想した
前研究開発部長をその任に充てた。

・福島市教育委員会の研究プロジェクト20人が幼小中の一貫教育の研
修に11月に来校した。

・１月に奈良教育大学において開催された「第４回ユネスコスクール
全国大会」（文部科学省ほか主催）で「幼小中一貫教育カリキュラ
ムのもとで行う社会創造科」と題して幼小中一貫教育の実践につい
て発表した。

【69】 【69】 【69】
・附属特別支援学校では，子ども一人ひ ・就労支援スペース及び通級指導スペースな ・附属特別支援学校では，学部や新潟市，企業，団体と連携し，放課

とりの確かな「自立と社会参加」の実 どの施設・設備を活用し，就労支援システ 後支援，発達障害のある児童・生徒を対象とした通級指導，社会参
現を目指して，保護者や関係者・関係 ムを含んだ「働くこと」についてのカリキ 画，就労支援等，一貫して「自立につながる力の育成」をめざした
機関との連携を生かした就労支援シス ュラムをより確かなものにするとともに， 教育のあり方を研究テーマとし，現場教員への研修の場を提供する
テムを含む教育カリキュラムを構築す 発達障害のある小中学生への指導・支援を など，特別支援教育における地域の拠点校として成果を上げた。
る。 教育学部と連携して行い，特別支援教育の ・通級指導においては，地域連携コーディネーターを配置し，所属小

センター的機能のモデルを示す。 ・中学校と附属特別支援学校とを行き来し，学校間を連携させた密
接な指導を行った。これらは，全国附属学校における唯一の取組で
ある。昨年度から継続して通級指導を希望した児童生徒が約80％に
のぼり，障害の克服・改善に迫る適切な通級指導を実施している成
果がみられた。また，この通級指導には，大学院学生７名も定期的
に通級指導に関わり，大学院学生の質の高い実践的研究に寄与した。

・全国の附属学校に先駆けて建設された就労支援棟を活用し，実社会
に近い環境で，生徒の希望及び実態を考慮し，学部学生の協力のも
と，喫茶・接客，介護補助，クリーニング，事務補助の４種の就労
支援を行った。一般企業や団体など就労先と有機的に連携し，継続
的な技能指導を受けながら業務補助を行ったり，実際に仕事の依頼
を受けて作業したりすることを通して，身に付けたい技能が向上し，
障害を有する生徒が，自ら就労する可能性に気付くことができ，実
習中の職場の雰囲気が良くなるなどの効果があった。

・これらの成果を，第35回特別支援教育研究会（10月）において，教
育学部特別支援教育専修の教員４人全員が指導者となり，継続した
密着度の高い研究を実施するという形で示した。研究会には昨年以
上の457人の参加者を得て，取組への注目度の高さを認識すること
ができた。

・このほか10校を上回る小学校・中学校から発達障害児指導の研修講
師を依頼され，本校の通級指導の成果を提供した。

ウェイト小計
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Ⅱ 業務運営・財務内容等の状況
(1) 業務運営の改善及び効率化に関する目標
① 組織運営の改善に関する目標

中 ・大学の理念を実現するために，学長のリーダーシップの下に，大学運営を戦略的・効率的に推進する。
期 ・個人が能力を発揮し，働きがいのある職場をつくる。
目 ・男女共同参画の推進のための環境を整備する。
標

進捗
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ

状況

【70】 【70】 【70】
・学長ヴィジョンに基づき策定したアク ・中期目標・中期計画，アクションプラ Ⅲ ・中期計画達成に向けた各組織の平成23年度における取組状況をとり

ション・プランを推進し，定期的に達 ンを推進するとともに，国立大学法人 まとめた「中期計画達成に向けた平成23年度取組状況」等を通じて
成状況を検証する。 評価等における自己点検・評価等によ アクション・プランの達成状況を検証し，進捗状況を勘案して平成

り，中期目標・中期計画，アクション 25年度計画を策定した。
･プラン等の達成状況を検証する。そ ・現代社会文化研究科の博士前期課程及び博士後期課程において，教
の検証に基づき，組織及び業務全般の 員配置及び科目の配置を見直し，平成24年４月から新専攻に改組し
見直しへの取組を行う。 た。

・「地域の医師確保対策2012（平成24年９月10日 文部科学省・厚生
労働省）」を踏まえ，地域の医師確保等の観点から検討を行い，医
学部医学科の入学定員を平成25年度から２人増員し，120人から122
人に変更することを決定した。

・入学者選抜における競争性の確保及び教育の質の向上の観点から検
討を行い，実務法学研究科の入学定員を平成25年度から見直し，35
人から20人に変更することを決定した。

・社会的変化及び人材の需給見通し等の検討を行い，人文学部の３年
次編入学定員を平成25年度から見直し，20人から６人に変更するこ
とを決定した。

【71】 【71】 【71】
・企画戦略本部の機能を強化し，意思決 ・企画戦略本部企画戦略会議において， Ⅲ ・学長がリーダーシップを発揮し，本学が戦略的に取り組むべき中長

定・遂行システムの高度化と学内コミ 本学が戦略的に取り組むべき中長期的 期的な重要課題に係る調査及び分析等を行う組織として平成24年２
ュニケーションの活性化を推進する。 な重要課題に係る調査・分析，施策の 月に設置した「企画戦略会議」の下に，新たに「人事制度検討専門

企画・立案を行う。 部会」を加え，労務上の課題や人件費管理への対応について検討を
開始した。

・「財務戦略検討専門部会」において，基礎的な運営費交付金の減額
など，厳しい財政状況に対応しつつ，教育研究の質を確保するため，
①予算全体の財政構造の仕組み，②人件費，教育経費，研究経費，
管理経費等のそれぞれの仕組み・在り方，③各部局で実施する事業
経費への支援の在り方について検討を行い，「平成25年度以降の予
算の在り方について（審議まとめ）」を作成するとともに，同提言
を踏まえた「平成25年度予算編成に向けた予算要求基準」を作成し
た。

・「教員養成検討専門部会」，「自然科学系学部・研究科検討専門部会」，
「医学分野検討専門部会」において，ミッション再定義のため各分
野の状況や課題について調査・分析を行うとともに，各分野の特色
の伸長等のための戦略について検討した。

【72】 【72】 【72】
・経営協議会においては，大学運営につ ・経営協議会での意見の大学運営への反 Ⅲ ・平成24年度中に経営協議会学外委員から提言のあった「広報活動の

いて，自由に協議・意見交換し，その 映状況を経営協議会にフィードバック 充実」と，「大学院技術経営研究科の改善計画」に係る本学の対応
意見を大学運営に積極的に反映させ するとともに，本学の取組に対する経 状況について，同委員による書面評価を実施した。その結果，両
る。 営協議会委員の評価を実施し，その結 項目について「十分な対応内容である」「おおむね十分な対応内容

果をホームページ等により学内外に公 である」の評価が大部分を占めた。その他，寄せられた意見に対
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開する。 しては，引き続き改善に向けた取組を実施することとした。この
書面評価結果を，平成25年３月18日開催の経営協議会で報告の上，
本学ウェブサイトにより学内外に公開した。

【73】 【73】 【73】
・流動定員と学長裁量経費を活用し，全 ・流動定員と学長裁量経費を，全学的観 Ⅲ ・医学部医学科入学定員増に伴い，暫時増加する臨床実習の学生に対

学的観点から機動的・戦略的な学内資 点から機動的・戦略的に配分する。 して，臨床実習における教育水準を維持し，適切な医学教育を実践
源配分を行う。 するため，平成25年度から流動定員（６）を配置することとした。

・東京事務所の機能及び今後の方向性等について検討を行い，平成25
年度から流動定員を配置しないこととした。また，企画戦略会議
人事制度検討専門部会の下に「流動定員の検証に関するワーキン
ググループ」を設置し，流動定員の配置による成果の検証を行っ
ている。

・学長のリーダーシップの下，戦略的かつ機動的に事業を実施するた
め，次のとおり学長裁量経費を配分した。
(1) 教育プロジェクト経費 61,122千円（プロジェクト活性化枠含）

大学改革の取組や特色ある大学づくりのためのプロジェクト等
を支援。特に，競争的資金獲得の促進を目的とした「プロジェ
クト活性化枠」を新たに設け，９件37,667千円を支援した。

(2) 研究プロジェクト経費 126,688千円（災害特別枠含）
本学の研究面での一層の活性化を目的とし，発芽研究から先端

研究など本学の今後の発展に資する学術研究を支援。特に，平
成23年度に引き続き，東日本大震災に関連する研究の推進を目
的とした「災害特別枠」（9,000千円）を設け，４事業を選定し
た。

(3) 設備充実費 87,580千円
教育研究上必要となる基盤的設備の充実に資する経費

(4) 特別事業経費 43,188千円
学長のトップマネジメント，特に大学の組織運営改善のため

必要と認められる経費
・学長裁量経費については，厳しい財政状況の中，平成23年度に比べ

減額となっているが，教育研究の質を確保・向上するため，競争的
資金の獲得や学術研究の発展及び組織運営の改善の観点から戦略的
な配分を行った。

【74】 【74】 【74】
・優秀な人材の雇用・確保に向けて，イ ・多様な採用方法や個人評価結果の人事 Ⅲ ・優秀な人材の雇用・確保に向けた取組として，定年退職した事務系

ンセンティブの働く処遇体系や人事評 処遇への適切な反映などを通じて，優 幹部職員の培われた知識・経験等を特定の業務遂行に活用する「特
価体系など人事制度を整備する。 秀な人材の確保に取り組む。 定業務推進員制度」の新たな導入により，平成24年４月に監査室主

幹として１人を配置するとともに，平成25年４月から新大サポータ
ー連携推進室室長代理として１人を配置することとし，事務機能の
維持・強化を図った。また，職員の採用は国立大学法人等職員採用
試験による採用を基本としているが，特定の知識・経験を持った者
を採用するため，国立大学法人等職員採用試験によらない選考によ
り５人を採用した。

・特殊な勤務を行う者に対する新たな手当の支給について，医歯学総
合病院におけるドクターヘリ搭乗手当，DMAT派遣手当及び医療救護
班派遣手当の新設とともに，放射線取扱手当，オンコール手当及び
救急勤務医手当の支給対象範囲を拡大した。

・勤勉手当の成績率の決定に際しては，教員及び事務職員の個人評価
の結果を重要な参考資料として活用するとともに，教員の個人評価
における評価基準等について改善・検討を行うため「教員個人評価
検討委員会（仮称）」を平成25年度に設置することとした。また，
事務職員の個人評価の実施に際して，適切な個人評価の実施に必要
なスキル等を習得させるための「評価者研修」を開催し，平成24年
度に新たに評価者となった職員11人のうち９人が受講した。

【75】 【75】 【75】
・キャリアパスや研修制度等に基づく計 ・研修体系の整備，適切なキャリアパス Ⅲ ・計画的な研修プログラム構築の第一歩として，全階層の職員に要求
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画的人材養成等を行い，職員の能力・ の構築，責任や実績に応じたインセン される「企画立案力」及び「相手を説得できるプレゼンテーショ
意欲の向上を図る。 ティブの付与など，職員の能力・意欲 ン能力」の総合力を「提案力」と定義し，これらのスキル向上を

を向上させる取組を推進し，優れた人 図るための「提案力養成研修」を「初級編」「上級編」の階層別に
材を育成する環境を整備する。 実施した。（初級編12人，上級編10人が受講）

・平成24年度に実施した１年目・２年目交流セミナーにおいては，採
用後１年目・２年目の若手職員に加え，年齢やキャリアに配慮し
ながら，一定の経験を有する職員をメンターとして参加させ，若
手職員同士で討議させた上で，一定の経験を有する先輩職員が指
導・助言を行うようなプログラムを企画し，本セミナーを採用間
もない職員を適切に指導する場として機能させた。

・幹部職員に対しては，職員の意欲の向上を図るため平成23年度に実
施した課長昇任候補者の面談を更にブラッシュアップし，課長昇任
候補者の面談に先立ち，意向調査を実施することとした。また，平
成24年度においては，部長昇任候補者の選考についても，意向調査
の後，面談を実施する制度を新たに導入した。

【76】 【76】 【76】
・企画戦略本部女性研究者支援室を男女 ・男女共同参画推進室を中心として，教 Ⅲ ・平成24年４月１日付け人事異動において，女性幹部職員登用の観点

共同参画推進室に再編し，積極的な女 員及び職員に係る積極的な女性登用な から，能力及び適性を総合的に勘案し，課長職へ１人，副課長職へ
性登用などのポジティブアクションの どのポジティブアクションの取組を推 １人の女性職員の登用を図った。
取組を推進する。 進する。 ・男女共同参画推進室を中心に子育て中の女性研究者への支援等を，

次のとおり取り組んだ。
(1) 女性研究者の子育て支援のため「新大シッター」の養成を行い，

新たに39人を認定（平成20年度からの５年間合計で143人を認定）
し，女性研究者52人の幼児・児童116人を対象に保育支援を行っ
た。

(2) 研究者が育児等により研究等に従事できない時間に実験等を補
助する研究補助者を前期５人，後期７人配置し，研究支援を行
った。

(3) 女性研究者の次世代育成への取組として，出前授業や大学見学
の中高生を対象に行う「女性大学院生によるサイエンス・セミ
ナー」を，平成23年度を上回って実施（31校・4,536人（平成23
年度：25校・2,539人））した。また，女性研究者へのキャリア
アップ支援として，サイエンス・セミナーに従事する大学院生
へのメンターサポートの結果，他機関の研究員・助教への採用，
受賞等の力量形成が見られた。

(4) 意識啓発として，ウェブサイトの充実と印刷物等による事業周
知を図るとともに，女性医師の定着に向け，医歯学総合病院医
師キャリア支援センターと連携し，男女の医学部学生を対象に
キャリア形成セミナーを開催した。（参加者34人）

ウェイト小計
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新潟大学

Ⅱ 業務運営・財務内容等の状況
(1) 業務運営の改善及び効率化に関する目標
② 事務等の効率化・合理化に関する目標

中 ・事務の効率化・合理化を推進し，管理運営業務のスリム化を図るとともに，専門的部門を強化し，サービス向上を図る。
期
目
標

進捗
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ

状況

【77】 【77】 【77】
・事務の効率化・合理化及び専門的分野 ・各関係部署において，マスタープラン Ⅲ ・「事務の効率化・合理化及び専門的分野の強化のためのマスタープ

の強化のためのマスタープランを策定 を踏まえた具体的な取組を順次実行す ラン」に基づき，次のとおり取り組んだ。
し，それに基づき順次実施する。 る。 (1) 事務の効率化・合理化のための問題点の解決に向けた取組

職員から業務に係る意見等の聴き取りを行う業務実情ヒアリン
グ調査を７月～８月にかけて実施し，寄せられた意見75件のう
ち，改善の必要があると思われる50件について，関係部署（事
務局各担当課）において検討が行われた。その結果，11件につ
いて改善が実施され，39件が今後，具体化に向けて検討を進め
ることとなった。

(2) 優秀な人材の雇用・確保及び計画的な人材養成に向けた取組
年度計画【74】，【75】に記載。

(3) 事務組織・事務分掌の見直しに向けた取組
① 大学改革実行プラン等を踏まえ，本学における大学改革を

主体的かつ迅速に実行するための取組に関する事務を総括的
に処理するため，「大学改革プロジェクト室」を平成24年８月
に設置した。

② リサーチ・アドミニストレーター（URA）の導入に伴い，
URAが円滑に活動するためのキャリアパスや業務達成目標・方
針の策定等のシステムを整備するため，平成25年４月に「リ
サーチ・アドミニストレーション推進室」を設置することと
した。

③ 全学同窓会との連携・協力の下，卒業生等のサービス事業
実施に関する事務と新潟大学基金の管理・運営及び募金活動
推進に関する事務を統合し，効果的に事務を行うため，平成2
5年４月に「新大サポーター連携推進室」を設置することとし
た。

④ 医歯学系総務課と医学科事務室を統合し，学系単位での戦
略的な企画立案部門を強化するとともに，業務の集約化を図
るため，平成25年４月に医歯学系事務部を再編（学系企画係，
庶務係及び会計係の新設）することとした。

⑤ 医歯学系，医歯学総合病院及び脳研究所の外部資金関連業
務の一部を平成25年４月に医歯学系総務課学系研究支援係に
一元化することとした。

⑥ 平成24年11月の新外来棟開院に伴い，医科・歯科の医事課
業務を一元化したことを契機に，医事課の連携強化及び効率
化を図るため，平成25年４月に医歯学総合病院事務部を再編
（診療管理係及び診療請求係の新設）することとした。

・医歯学総合病院では，医師クラーク及び看護補助職員を増員し，医
師及び看護師が本来の業務に専念できる体制を整備した。また，
歯科衛生士を増員し，歯科医師の業務分担の見直しを行った。

ウェイト小計
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新潟大学

(1) 業務運営の改善及び効率化に関する特記事項等

１．特記事項

（１）社会の要請や時代の変化に対応した入学定員の見直し（年度計画【70】） （４）事務組織の体制強化（年度計画【77】）
・「地域の医師確保対策2012（平成24年９月10日 文部科学省・厚生労働省）」を ・大学改革実行プラン等を踏まえ，本学における大学改革を主体的かつ迅速に

踏まえ，地域の医師確保等の観点から検討を行い，医学部医学科の入学定員 実行するための取組に関する事務を総括的に処理するため，「大学改革プロ
を平成25年度から２人増員し，120人から122人に変更することを決定した。 ジェクト室」を平成24年８月に設置し，ミッションの再定義や国立六大学間

・入学者選抜における競争性の確保及び教育の質の向上の観点から検討を行い， の包括的連携に関する協定について検討した。
実務法学研究科の入学定員を平成25年度から見直し，35人から20人に変更す ・リサーチ・アドミニストレーター（URA）の導入に伴い，URAが円滑に活動す
ることを決定した。 るためのキャリアパスや業務達成目標・方針の策定等のシステムを整備する

・社会的変化及び人材の需給見通し等の検討を行い，人文学部の３年次編入学 ため，平成25年４月に「リサーチ・アドミニストレーション推進室」を設置
定員を平成25年度から見直し，20人から６人に変更することを決定した。 することとした。

・全学同窓会との連携・協力の下，卒業生等のサービス事業実施に関する事務
（２）学長を中心とした戦略の策定（年度計画【71】） と新潟大学基金の管理・運営及び募金活動推進に関する事務を統合し，効果

・学長がリーダーシップを発揮し，本学が戦略的に取り組むべき中長期的な重 的に事務を行うため，平成25年４月に「新大サポーター連携推進室」を設置
要課題に係る調査及び分析等を行う組織として平成24年２月に設置した「企 することとした。
画戦略会議」の下に，新たに「人事制度検討専門部会」を加え，労務上の課 ・定年により退職した事務系幹部職員の培われた知識・経験等を特定の業務遂
題や人件費管理への対応について検討を開始した。 行に活用する「特定業務推進員制度」の新たな導入により，平成24年４月に

・「財務戦略検討専門部会」において，基礎的な運営費交付金の減額など，厳し 監査室主幹として１人を配置するとともに，平成25年４月から新大サポータ
い財政状況に対応しつつ，教育研究の質を確保するため，①予算全体の財政 ー連携推進室室長代理として１人を配置することとし，事務機能の維持・強
構造の仕組み，②人件費，教育経費，研究経費，管理経費等のそれぞれの仕 化を図った。
組み・在り方，③各部局で実施する事業経費への支援の在り方について検討
を行い，「平成25年度以降の予算の在り方について（審議まとめ）」を作成す ２．「共通の観点」に係る取組状況
るとともに，同提言を踏まえた「平成25年度予算編成に向けた予算要求基準」
を策定した。 ○ 戦略的・効率的な資源配分，業務運営の効率化を図っているか。

・「教員養成検討専門部会」，「自然科学系学部・研究科検討専門部会」，「医学分 （１）学長裁量経費による戦略的かつ機動的な予算配分
野検討専門部会」において，ミッション再定義のため各分野の状況や課題に 学長のリーダーシップの下，戦略的かつ機動的に事業を実施するため，「教
ついて調査・分析を行うとともに，各分野の特色の伸長等のための戦略につ 育プロジェクト経費」，「研究プロジェクト経費」，「設備充実費」，「特別事業
いて検討した。 費」，「中期計画達成推進費」及び「戦略的中期計画実施経費」の各プロジェ

クトに学長裁量経費を配分している。
（３）男女共同参画の推進（年度計画【76】） 特に，平成23年度から「研究プロジェクト経費」において，東日本大震災

・女性幹部職員登用の観点から，能力及び適性を総合的に勘案し，課長職へ１ からの復興・復旧，将来の減災技術の開発につながる研究等に特化した「災
人，副課長職へ１人の女性職員の登用を図った。 害特別枠」を設け事業を選定した。

・男女共同参画推進室を中心に，子育て中の女性研究者への支援として，平成
23年度に引き続き，次のとおり取り組んだ。 （２）流動定員による効果的な教員配置
①女性研究者の子育て支援のため「新大シッター」の養成を行い，新たに39 教育研究の一層の高度化・活性化，基盤運営部門の強化等を図るため，全

人を認定し，女性研究者52人の幼児・児童116人を対象に保育支援を行った。 学から拠出された教員定員（90）を流動定員として，大型研究プロジェクト
保育を行った幼児・児童人数は平成23年度（53人）の２倍にのぼり，保育 の推進，教育関係共同利用拠点の強化，災害・復興科学研究所の体制整備，
支援が定着してきている。 医学部医学科入学定員増に伴う教育体制の充実，新たな組織の立ち上げ等に

②研究者が育児等により研究等に従事できない時間に実験等を補助する研究 教員定員を配置し，本学の将来設計を踏まえ，人的資源の効果的再配分を図
補助者を前期５人，後期７人配置し，支援体制を継続している。 っている。

・女性研究者の次世代育成への取組として，出前授業や大学見学の中高生を対 平成25年度からは，医学部医学科入学定員増に伴い，暫時増加する臨床実
象に行う「女性大学院生によるサイエンス・セミナー」を，平成23年度を上 習の学生に対して，臨床実習における教育水準を維持し，適切な医学教育を
回って実施（31校・4,536人（平成23年度：25校・2,539人））した。また，女 実践するため，流動定員（６）を配置することとした。
性研究者へのキャリアアップ支援として，サイエンス・セミナーに従事する また，企画戦略会議人事制度検討専門部会の下に「流動定員の検証に関す
大学院生へのメンターサポートの結果，他機関の研究員・助教への採用，受 るワーキンググループ」を設置し，流動定員の配置による成果の検証を行っ
賞等の力量形成が見られた。 ている。
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（３）大学運営体制の充実強化
平成23年４月から，学内の指揮系統を明確化し学長のリーダーシップによる

運営機能をより強化するため，学長が直接指揮する組織として，学長の特命に
より大学の将来計画に関する戦略の立案を行う「企画戦略本部」，危機管理及
び環境安全に対処する「危機管理本部」，安全衛生管理・保健管理を行う「保
健管理本部」の３本部と，担当理事が指揮する組織として，学生の入学から卒
業・就職までの支援を行う「教育・学生支援機構」，研究活動の戦略企画及び
支援を行う「研究推進機構」，地域との連携推進，知財創生・取得・管理・活
用，起業人材育成を行う「産学地域連携推進機構」を新設し，附属図書館の運
営，学内の情報基盤整備を行う「学術情報基盤機構」と併せた４機構に再編し
た。

平成24年２月から，学長からの指示に基づき，戦略的に取り組むべき中長期
的な重要課題に係る調査及び分析等を行う組織として「企画戦略会議」を設置
した。同会議の下に，「秋入学に関する検討部会」，「教員養成検討専門部会」，
「自然科学系学部・研究科検討専門部会」，「財務戦略検討専門部会」の４つ
の専門部会を設置し，各課題について検討を開始した。また，平成24年度には，
「人事制度検討専門部会」，「医学分野検討専門部会」を加え，新たな課題に
ついても検討を行っている。

（４）事務の効率化・合理化及び体制強化
事務の効率化・合理化及び専門性の高い部門の強化のため，①事務の効率化

・合理化のための問題点の解決，②優秀な人材の雇用・確保及び計画的な人材
養成，③事務組織・事務分掌の見直しの３点を基本方針とした「事務の効率化
・合理化及び専門的分野の強化のためのマスタープラン」を平成23年２月に策
定し，マスタープランの趣旨を踏まえた具体的な取組を順次実行している。

○ 外部有識者の積極的活用や監査機能の充実が図られているか。
（１）外部有識者の積極的活用

経営協議会において，主に中期目標・中期計画・年度計画の実施状況，予算
・決算，概算要求等の経営上重要な事項について審議し，外部有識者の意見を
大学運営に反映している。また，経営協議会学外委員から提言のあった事項に
ついては，大学運営に積極的に活用するとともに，その提言に係る本学の対応
状況について，同委員による書面評価を実施し，この書面評価結果については，
経営協議会で報告の上，本学ウェブサイトにより学内外に公開している。
(http://www.niigata-u.ac.jp/profile1/70_accountability_030.html)

（２）監査機能の充実
業務監査及び会計監査を一元的に実施し，その結果を本学の業務の適正化と

効率的な運営に繋げていくことを目的として，平成24年４月から学長直属の組
織「国立大学法人新潟大学監査室」を設置した。なお，監事監査において指摘
された事項については，項目別に担当を定め，責任体制を明確にした上で対応
を行い，その結果と対応状況については，役員会への報告を行っている。また，
各事業年度において監事が実施した業務に係る監査報告については，本学ウェ
ブサイトにより学内外に公開している。
(http://www.niigata-u.ac.jp/profile1/70_accountability_010.html)
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新潟大学

Ⅱ 業務運営・財務内容等の状況
(2) 財務内容の改善に関する目標
① 外部研究資金，寄附金その他の自己収入の増加に関する目標

中 ・教育研究の一層の活性化・高度化を推進するため，財務基盤の充実・強化を図る。
期
目
標

進捗
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ

状況

【78】 【78】 【78】
・自己収入増加のための行動計画を策定 ・自己収入増加のための行動計画に基づ Ⅳ ・自己収入増加のための行動計画の一環としての「科学研究費獲得増

し，科学研究費補助金等の外部資金の き，科学研究費補助金等の外部資金の 加の行動計画」に基づき，科学研究費助成事業の申請・採択の向上
獲得について，大学全体として組織的， 獲得について，大学全体として組織的， を図るため，各学系，医歯学総合病院及び附置研究所の単位におい
戦略的取組を推進する。 戦略的取組を推進する。 て応募率・採択率の目標値を設定し，平成23年度に引き続き，次の

とおり取り組んだ。
(1) 全学部を会場として「新潟大学科研費説明会」を開催し，教員

及び科学研究費助成事業応募有資格者を対象に科学研究費助成事
業の採択に向けたポイント及び公募の特徴等について説明を行っ
た。（参加者合計450人）

(2) 科学研究シニアアドバイザー（合計104人・前年より16人増）
を全部局に配置し，科学研究費助成事業の応募者に指導・助言及
び応募書類の事前チェックを行った（124件）。
併せて，応募に向けて，これまでの応募データを部局へ提供し，
また，過去に採択された応募書類を閲覧できるようにした

(3) 学長裁量経費の研究プロジェクト経費において「科学研究費補
助金応募支援経費」を設け，以下のとおり支援を行った。
①上位種目（基盤研究Ａ又はＢ）への挑戦を促すための「上位種

目支援プログラム」14件 8,500千円
②不採択課題であるが，評価がＡランクのものについて次回挑戦

に係る応援のための「惜敗応援プログラム」59件 14,750千円
③科学研究費助成事業及び本学プロジェクト推進経費の不採択者

に対して研究の推進のために研究費を貸与するための「科学研
究費補助金獲得推進経費」６件 1,380千円

・このような継続した取組により，平成24年度の科学研究費助成事業
の採択件数は676件となり，対前年度で44件（7.0％）増加し，獲
得額は1,569,724千円となり，対前年度で132,847千円（9.0％）増
加した。また，平成24年度の採択率（新規＋継続）は，各組織と
も設定した目標を上回った。

・リサーチ・アドミニストレーター（URA）の導入により，執行部，
研究支援部，関係部局及びURAが連携して研究を推進する体制を整
備し，URAによる各種競争的研究資金に関する情報収集，申請書及
び資料作成等の支援を開始した。

【79】 【79】 【79】
・財政基盤の維持・強化を図るため中長 ・「新潟大学基金」について,寄附募集 Ⅲ ・新潟大学基金への寄附拡大に向けた「今後の新潟大学基金の在り方

期的に大学の活動を支える「新潟大学 活動計画に基づき，積極的に広報し， について」に基づき，以下の取組を実施した。
基金」を整備・充実させる。 寄附申し込みの拡大を図る。 (1) 基金の収支状況，基金による事業計画及び事業報告,寄附者名

簿,高額寄附者から本学への期待等のコメントをウェブサイトに
掲載した。

(2) 平成24年７月に高額寄附者と学長との懇談会を実施した。
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(3) 平成24年度に創刊した広報誌「六花」に新潟大学基金への寄附
の協力を掲載し，同窓生に配付した。また，「新大広報」（2013
年卒業記念号）に新潟大学基金の活動状況を紹介した。

(4) 平成24年度入学式及び卒業式会場において募金活動を実施し，
両日合わせて15件，166,000円の寄附を獲得した。

(5) 遺贈制度の導入について，金融機関と協議を開始した。
・これらの取組により，平成24年度の寄附受入額は，42,720千円とな

り，平成25年３月末時点の受入累計額は，450,942千円となった。
・この基金を活用し，「輝け未来!! 新潟大学入学応援奨学金」とし

て39人に支給するなどの学生支援のほか，キャンパス環境整備等に
支出し，教育・研究環境の充実を図った。

・平成25年度から広報，同窓会業務と基金業務を合わせて担当する組
織「新大サポーター連携推進室」を設置し，基金業務の充実を図る
こととした。

ウェイト小計
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新潟大学

Ⅱ 業務運営・財務内容等の状況
(2) 財務内容の改善に関する目標
② 経費の抑制に関する目標

中 （１）人件費の削減に関する目標
期 ・「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」（平成18年法律第47号）に基づき，平成18年度以降の５年間において国家公務員に準じた
目 人件費改革を行う。さらに，「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006」（平成18年７月７日閣議決定）に基づき，国家公務員の改革を踏まえ，人件費改
標 革を平成23年度まで継続する。

（２）人件費以外の経費の削減に関する目標
・管理的経費の効率的な執行に努める。

進捗
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ

状況

【80】 【80】
・「簡素で効率的な政府を実現するため 「中期計画を達成済みのため，平成24年

の行政改革の推進に関する法律」（平 度は年度計画なし」
成18年法律第47号）に基づき，国家公
務員に準じた人件費改革に取り組み，
平成18年度からの５年間において，△
５％以上の人件費削減を行う。さらに，
「経済財政運営と構造改革に関する基
本方針2006」（平成18年７月７日閣議
決定）に基づき，国家公務員の改革を
踏まえ，人件費改革を平成23年度まで
継続する。

【81】 【81】 【81】
・業務内容及び業務方法の見直しによ ・業務委託契約等の仕様内容の見直しや Ⅲ ・業務委託契約の仕様内容の見直し等を行い，次のとおり管理的経費

り，管理コストの合理的抑制を図る。 共同調達等の新たな契約手法の導入に の削減を図った。
よる管理的経費の効率的な執行を進め (1) 清掃契約について，階段清掃と床清掃等を統合し仕様内容を
る。 見直すことにより，管理的経費11,800千円を削減した。また，

平成23年度に導入したリバースオークション（競り下げ方式）
を印刷物の２件の契約に活用し，契約額の引き下げを図った。

(2) 使用電力のピークカット・ピークシフトによる契約電力の見
直し（五十嵐地区4,100kW→4,000kW，旭町地区6,150kW→6,000
kW)を行い，約6,300千円の経費を削減した。さらに，平成23年
度に引き続き東北電力の節電対策用「夏季操業調整契約Ⅱ」（五
十嵐地区1,200kW，旭町950kW）を締結し，約14,000千円の経費
を
削減，「冬期操業調整契約」（五十嵐地区700kW，旭町地区1,000
kW）を締結し，約11,000千円の経費を節減した。

(3) 医療材料については，外部コンサルタント会社と共同で購入価
格の値引き交渉を実施し，約8,600品目について約34,000千円の
節減効果があった。

(4) 省エネ設備の導入により，年当たり約1,500千円の光熱水料を
節減した。（【87】参照。）

・全学的なゴミの分別収集の徹底により，古紙，雑紙等の資源ゴミの
回収率の向上が図られ，ゴミの処分経費を削減できた。また，長
岡技術科学大学及び上越教育大学とのPPC用紙等の共同調達を継続
して行い，契約業務のコスト削減を図った。

・平成24年度分の契約時に実施した保全業務の集約（12件→７件）及
び複数年契約に対し検証を行った結果，支障が生じていないこと
から，契約方法は妥当であることが確認できた。
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ウェイト小計
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新潟大学

Ⅱ 業務運営・財務内容等の状況
(2) 財務内容の改善に関する目標
③ 資産の運用管理の改善に関する目標

中 ・保有資産の有効活用に努める。
期
目
標

進捗
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ

状況

【82】 【82-1】 【82-1】
・資産の利用状況，利用による効果，ラ ・資産の有効活用を図るため，資産の利 Ⅲ ・平成23年度に譲渡（売却）処分を決定した和光寮（教育実習宿泊施

ンニングコスト等について分析・検証 用状況，効果，ランニングコスト等の 設：長岡市）及び旧六花寮（学生寄宿舎：新潟市）について，次の
を行い，保有資産を最も有効かつ効率 分析・検証を行うとともに，利用状況 とおり売却手続きを進めた。
的に活用する。 が低下している資産については用途変 (1) 和光寮跡地については，入札の結果，長岡市の不動産業者が

更等による活用等を進める。 落札し，不動産売買契約書を締結した。なお，代金の納入及び
土地所有権の移転は平成25年４月となった。

(2) 旧六花寮については，３者が入札に参加し２回の再入札を実
施したが，入札金額が予定価格（最低価格）に達せず，入札は
不調に終わった。なお，開札日以降にも土地の売却に関する照
会を複数受けていることから，売却の可能性は高いと判断し，
平成25年度中に再度の競争入札を行う予定である。

・好山寮（福利厚生施設：妙高市）跡地については，売却情報をホー
ムページに掲載し広く周知することを継続させるとともに，地元
の不動産関連業者等にも購入希望者の情報提供を依頼するなど，
今後の購入希望者の掘り起こしを図った。

・新潟市が実施する公道拡幅工事に必要となる歯学部（新潟市）の土
地の一部について，同市からの譲渡申請に応じ，譲渡（売却）す
ることとし，中期計画変更手続きを行った。

【82-2】 【82-2】
・学内研究設備データベースを活用した Ⅲ ・「設備マスタープラン」において，本学の設備整備の基本方針を定

設備マスタープランに基づく大型設備 め，金額及び汎用性の観点から概算要求（基盤的設備費），学長裁
の導入・更新を進める。 量経費，科学研究費補助金等の競争的資金，学内既定予算等の財源

別に設備整備を行った。
・概算要求（基盤的設備費）では，「脳機能解析及び疾患モデル動物

飼育システム」（141,383千円），「患者給食用調理設備」（79,425千
円）を整備した。また，学長裁量経費を財源として，「遺体貯蔵・
保管システム」他16件（87,580千円）の教育研究設備の整備を行
った。

ウェイト小計
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新潟大学

（２）財務内容の改善に関する特記事項等

１．特記事項

（１）科学研究費助成事業の獲得に向けた組織的・戦略的な取組（年度計画【78】） （３）資産の売却（年度計画【82-1】）
・自己収入増加のための行動計画の一環としての「科学研究費獲得増加の行動 ・平成23年度に譲渡（売却）処分を決定した和光寮（教育実習宿泊施設：長岡

計画」に基づき，科学研究費助成事業の申請・採択の向上を図るため，各学 市）及び旧六花寮（学生寄宿舎：新潟市）について，次のとおり売却手続き
系，医歯学総合病院及び附置研究所の単位において応募率・採択率の目標値 を進めた。
を設定し，平成23年度に引き続き，次のとおり取り組んだ。 ①和光寮跡地については，入札の結果，長岡市の不動産業者が落札し，不動
① 全学部を会場として「新潟大学科研費説明会」を開催し，教員及び科学研 産売買契約書を締結した。なお，代金の納入及び土地所有権の移転は平成

究費助成事業応募有資格者を対象に科学研究費助成事業の採択に向けたポ 25年４月となった。
イント及び公募の特徴等について説明を行った。（参加者合計：450人） ②旧六花寮については，３者が入札に参加し２回の再入札を実施したが，入

② 科学研究シニアアドバイザー（合計104人・前年より16人増）を全部局に 札金額が予定価格（最低価格）に達せず，入札は不調に終わった。なお，
配置し，科学研究費助成事業の応募者に指導・助言及び応募書類の事前チ 開札日以降にも土地の売却に関する照会を複数受けていることから，売却
ェックを行った（124件）。 の可能性は高いと判断し，平成25年度中に再度の競争入札を行う予定であ
併せて，これまでの応募データを部局へ提供し，また，過去に採択された る。
応募書類を閲覧できるようにした。

③ 学長裁量経費の研究プロジェクト経費において「科学研究費補助金応募支
援経費」を設け，以下のとおり支援を行った。 ２．「共通の観点」に係る取組状況
ⅰ上位種目（基盤研究Ａ又はＢ）への挑戦を促すための「上位種目支援プ

ログラム」14件 8,500千円 ○ 財務内容の改善・充実が図られているか。
ⅱ不採択課題であるが，評価がＡランクのものについて次回挑戦に係る応 （１）新たな手法を用いた経費の節減

援のための「惜敗応援プログラム」59件 14,750千円 業務委託契約の仕様内容の見直しや新たな契約手法の導入等，次のような
ⅲ科学研究費助成事業及び本学プロジェクト推進経費の不採択者に対して 取組により，毎年度，管理的経費等の節減を図っている。

研究の推進のために研究費を貸与するための「科学研究費補助金獲得推 ・業務委託契約の仕様内容（関連業務の集約，複数年契約等）の見直し
進経費」６件 1,380千円 ・リバースオークション（競り下げ方式）の導入

・このような継続した取組により，平成24年度の科学研究費助成事業の採択件 ・総合複写業務支援サービスの導入，拡大
数は676件となり，対前年度で44件（7.0％）増加し，獲得額は1,569,724千円 ・節電実行計画等による契約電力の見直し
となり，対前年度で132,847千円（9.0％）増加した。また，平成24年度の採 ・省エネ設備の積極的な導入
択率（新規＋継続）は，各組織とも設定した目標を上回った。 ・医薬品及び医療材料の契約における価格交渉落札方式の導入

・医療材料におけるコンサルタント会社と共同での購入価格の値引き交渉
（２）管理的経費等の抑制（年度計画【81】） ・他大学との共同調達

・業務委託契約の仕様内容の見直し等を行い，次のとおり管理的経費等の削減
を図った。 （２）自己収入の増加に向けた組織的・戦略的な取組
① 清掃契約について，階段清掃と床清掃等を統合し仕様内容を見直すことに ・「科学研究費補助金獲得増加の行動計画」に基づき，科学研究費助成事業の

より，管理的経費11,800千円を削減した。また，平成23年度に導入したリ 申請・採択の向上を図るため，科学研究費補助金応募支援プログラム，科学
バースオークション（競り下げ方式）を印刷物の２件の契約に活用し，契 研究シニアアドバイザー及び研究推進支援員の配置，各組織における申請率
約額の引き下げを図った。 及び採択率の目標設定，新潟大学科研費説明会の開催等に取り組んでいる。

② 使用電力のピークカット・ピークシフトによる契約電力の見直し（五十嵐 以上の取組により，科学研究費助成事業採択件数は，平成23年度632件（前年
地区4,100kW→4,000kW，旭町地区6,150kW→6,000kW)を行い，約6,300千円 比89件（16.4％）増），平成24年度676件（対前年度比44件（7.0％）増）と
の経費を削減した。さらに，平成23年度に引き続き東北電力の節電対策用 なり，着実に増加している。また，獲得額も平成23年度1,436,877千円，平成
「夏季操業調整契約Ⅱ」（五十嵐地区1,200kW，旭町950kW）を締結し，約14, 24年度1,569,724千円となり，増加している。
000千円の経費を削減，「冬期操業調整契約」（五十嵐地区700kW，旭町地区1, ・平成21年度に創設した「新潟大学基金」について，平成24年２月に基金運営
000kW）を締結し，約11,000千円の経費を節減した。 委員会で策定した「今後の新潟大学基金の在り方について」により活動方針

③ 医療材料については，外部コンサルタント会社と共同で購入価格の値引き を明確にし，本学の活動を積極的に広報して寄附を募るとともに，基金を活
交渉を実施し，約8,600品目について約34,000千円の節減効果があった。 用し，学生支援，キャンパス環境整備等に支出し，教育・研究環境の充実を

④ 省エネ設備の導入により，年当たり約1,500千円の光熱水料を節減した。 図った。また，平成25年度から広報，同窓会業務と基金業務を合わせて担当
する組織「新大サポーター連携推進室」を設置し，基金業務の充実を図るこ
ととした。
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（３）機動的な資金運用
「新潟大学における資金管理に関するガイドライン」に基づき，四半期毎に

資金管理委員会において，資金運用計画について審議し，安全かつ計画的な資
金運用を行っている。

短期運用については，財務担当理事の判断により機動的に運用するとともに，
預金以外にも国債，地方債，政府保証債も短期運用の対象としたことにより，
柔軟かつ有利な資金運用を行うことが可能となった。運用益は寄附金（特定の
基金等），新潟大学学業成績優秀者奨学金制度及び教育・研究経費へ充当し活
用した。

（４）財務情報の分析及び分析結果の大学運営改善への活用
・法人化以降，事業年度の決算において，主要財務指標による経年比較分析等
を毎年度行っている。また，予算案の作成においては，各組織の活動状況等
に応じた戦略的かつ効果的，効率的な予算配分を行うため，前年度決算見込
を含めた本学の財政状況の分析を行うとともに，学長，理事等により業務の
取組状況や計画についての学内ヒアリングを実施し，予算編成の基本方針を
作成している。

・厳しい社会・経済状況の中，今後の予算削減等に対応するため，全学的視点か
ら本学における健全かつ効果的な財務戦略の検討を行うことを目的とした「財
務検討専門部会」を平成23年９月に設置した。財務検討専門部会では，収入・
支出予算の経年比較や，決算データを基にした平成23年度事業経費の実績調査
などを行い，厳しい財政に対応すべく，「平成25年度以降の予算の在り方につ
いて（審議まとめ）」を作成するとともに，同提言を踏まえた「平成25年度予
算編成に向けた予算要求基準」を策定した。

（５）随意契約の適正化の推進
売買，賃貸，請負，その他の契約を締結する場合は，競争に付すことを原則

としており，随意契約については例外的なものとしてその取扱基準を「国立大
学法人新潟大学契約事務取扱規程」に規定している。また，基準の適用には十
分に留意するとともに，随意契約を行う場合は，財務部において，その理由等
について検証している。また，「国立大学法人新潟大学における随意契約の基
準」及び「契約の実績」を本学ウェブサイトにより公開し，業務の公共性並び
に透明性を確保している。
（http://www.niigata-u.ac.jp/top/contract.html）

（６）戦略的な病院運営による病院収入の確保
・人件費，設備費，医療材料費等に関する中長期の収支見込みのシミュレーショ

ンを行い，役員会等での報告により，法人全体で病院の経営情報を共有を図っ
ている。また，収支見込み，損益見込みについても，定期的にその補正を含め
た情報共有を図っている。

・病院収入を安定的に確保するため，管理会計システム（HOMAS）により計算さ
れる部門別原価計算及び診断群分類別原価計算（患者別原価計算）による診療
内容についての情報を活用するとともに，新たな施設基準の届出や診断群分類
（DPC）検証システムを利用した適正なDPCコーディングと包括請求の精度向上
への取組，在院日数短縮への取組等を行い，病院収入の増収を図った。
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Ⅱ 業務運営・財務内容等の状況
(3) 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標
① 評価の充実に関する目標

中 ・教育研究等の事業や運営について，効果的かつ効率的な自己点検・評価，外部評価及び第三者評価を行い，改善及び恒常的な活性化に連動させる。
期
目
標

進捗
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ

状況

【83】 【83】 【83】
・全学的な企画・評価組織において，個 ・大学情報を体系的・効率的に収集し， Ⅲ ・大学評価に資するデータ収集及び蓄積の利便性の向上を目的とし，

人情報の保護に配慮しながら，大学情 各種評価や大学運営に活用するととも データ形式の共通化を図った「中期計画チェックシート」により，
報を体系的・効率的に収集し，各種評 に，効果的かつ効率的な評価実施や資 データを蓄積するとともに，今後，各学部・研究科等が自己点検・
価や大学運営に活用するとともに，効 源配分に関する継続的な調査研究を行 評価を行う際にそのデータを参照できることとした。
果的かつ効率的な評価実施や資源配分 う。 ・自己点検・評価の一項目である大学機関別認証評価対応の「学部・
に関する継続的な研究を行う。 研究科等の現況チェック」においては，チェック項目に「教育の

国際化の状況」を加えるとともに，各チェック項目の評価の観点
を付記するなど，自己点検・評価の充実を図った。また，各組織
の自己評価結果から明らかになった全学的に重要な課題等をまと
めた『「平成23年度学部・研究科等の現況チェック」結果の概要』
を全学に報告し，認証評価受審に向けて意識を喚起した。

・研究推進機構が行う「研究評価」にあたり，大学情報データベース
に蓄積された研究活動の状況にかかるデータの提供を行うととも
に，更に今後必要となるであろう論文引用指数等の項目の必要性
を踏まえ，大学情報データベースの見直しを図っている。

・自己点検・評価における観点やデータ・資料の重要性等に関する評
価担当者（教員及び事務職員）研修を平成24年11月及び平成25年
３月に開催（参加者延べ60人）し，各組織の評価マインドの醸成
を図った。

【84】 【84】 【84】
・教育研究・運営の改善促進やインセン ・様々な第三者評価（国立大学法人評価 Ⅲ ・大学評価・学位授与機構を評価機関として，法科大学院認証評価を

ティブを意識した自己点検・評価を行 など）に対応する自己点検・評価を行 受審し，「同機構の定める法科大学院評価基準に適合している」と
うとともに，外部評価や第三者評価を い，自己評価結果ならびに第三者から の認定を受けた。また，同機構から評価された「長所」や指摘のあ
基本とする評価を受ける。これらの評 の評価結果については，全学的な企画 った是正事項及び留意事項については，全学に報告し，教育研究活
価結果については，全学的な企画・評 ・評価組織を中心として学系・学部等 動等の改善に資した。
価組織を中心として学系・学部等と連 と連携して分析し，教育研究活動等の ・平成23年度実績にかかる国立大学法人評価において課題として指摘
携して分析し，教育研究等の活動の活 改善に資する。 された事項について，次のとおり改善に取り組んだ。
性化を図る。 (1) 大学院専門職学位課程について，平成21年度から23年度におい

て学生収容定員の充足率が90％を満たしていないことに対する
取組

「別表（学部の学科，研究科の専攻等の定員未充足の状況に
ついて）」参照

(2) 教員等個人宛ての寄附金について，個人経理されていた事例
に対する取組
「（４）その他の業務運営に関する特記事項等」参照

・中期計画達成に向けた各組織の平成23年度の取組実績については，
学長及び理事等からなる判定会議において各取組の評価を行うと
ともに，その評価結果については，全学にフィードバックするこ
とにより，課題を有する計画の改善を促すとともに，優れた取組
等を共有することができた。
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・機関別認証評価の平成26年度受審に向けて，「認証評価ワーキング
グループ」を設置し，自己評価書の作成方法，「学部・研究科等の
現況チェック」から明らかになった全学的な課題の詳細な実情把握
や対応方針について議論した。

・脳研究所では，共同利用・共同研究拠点に認定されて３年経過した
ことを機に，外部の有識者を評価委員とする評価委員会を10月に開
催した。

ウェイト小計
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新潟大学

Ⅱ 業務運営・財務内容等の状況
(3) 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標
② 情報公開や情報発信等の推進に関する目標

中 ・教育研究，管理運営など大学が行う事業全般について，利用者の立場に立った，国民から大学が見える，透明性が感じられる広報を展開する。
期
目
標

進捗
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ

状況

【85】 【85】 【85】
・情報の受発信基地である広報センター ・教育研究をはじめ大学が実施する業務 Ⅲ ・利用者の立場に立った分かりやすいウェブサイトとするため，次の

を中心として，利用者の立場に立った， について，広報センターを中心として， ように改善を図った。
国民に分かりやすい情報の提供を行 利用者の立場に立った，国民に分かり (1) ウェブサイトのトップページ画面を見直し，機能別にバナーを
う。 やすい情報の提供を行う。 再配置するとともに，新着情報・イベント情報をカテゴリ別に

表示するスタイルを導入した。
(2) 学生活動等の情報を集約した「Activity Report（新大生の活

躍）」のバナーをウェブサイトのトップページに設置するととも
に，キャンパスライフをビジュアルに伝える「新潟大学紹介ム
ービー」をリニューアルした。

これらの取組等により，ウェブサイトにアクセスしたユーザーが，
欲しい情報にすぐに到達できるようになり，ウェブサイトのアクセ
ス推移では，ウェブサイトを訪れたユーザーの数が94,557件（前年
度比14.2％）増加した一方で，アクセス後に別個のセッションへ移
っていく回数（訪問数）は減少（前年度比2.1％減少）した。

・地域社会や同窓生等へ，次のように情報発信を積極的に行った。
(1) 同窓生や高等学校等に向けて本学の現在の情報を伝えることを

目的として季刊広報誌「六花」を発行し，創刊号を約70,000人
の同窓生に送付した。また，報道機関にイベント等の告知と取
材を促す「Monthly Report」を作成し，平成24年４月から情報
提供を開始した。

(2) 地域の方々へ本学の教育研究活動を広く発信するためのイベン
ト「新潟大学WeeK」（平成24年10月）を継続して開催し，延べ約
22,000人が来学した。また，本学の研究成果を公開するため，
文部科学省「情報ひろば」（平成25年１月～３月）に本学のブー
スを出展した。

なお，ウェブサイトの改善及び報道機関への「Monthly Report」に
よる情報提供等により，新聞等報道機関の取材が増加し，県内地方
有力紙への本学関係記事の掲載件数が777件（前年度320件）と増加
した（前年度比142.8％増加）。

・高等学校や在学生の保護者への能動的な情報発信として，次のとお
り取り組んだ。
(1) 教員（32人）と事務職員（34人）の協働による「全国高等学校
訪問」を継続して実施（23道府県378校）するとともに，高等学
校の進路指導教員等を本学に招いた「アドミッションフォーラム」
を継続して開催（121校180人）し，本学のアドミッションポリシ
ーや特色のある教育・学生支援等の取組を紹介した。

(2) 遠方のため気軽に大学を訪れることができない新潟県外出身学
生の保護者への情報発信である「新潟大学フェア」を群馬県・
長野県・秋田県・福島県の４県に拡大して開催（出席率36％，
出席保護者719人／在学生2,002人）し，学長・理事・副学長等
が「学生支援の取組」，「いまどきの就活事情」をテーマに講演
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を行った。終了後のアンケートでは，「非常に参考になった・参
考になった」の回答が95％と満足度の高いものであった。

(3) これらの取組等により，「2014年版大学ランキング（朝日新聞
出版）」の「高校からの評価」において「受験生への情報開示に
熱心・親切」の項目で全国国公私立大学中，第３位（前年度同
順位）にランクされた。

・本学の広報活動と今後の方向性に関して学外者の意見を聴取する
「広報に関する有識者懇談会」を開催するとともに，その結果を踏
まえた「広報戦略2013」を策定した。

ウェイト小計
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新潟大学

（３）自己点検・評価及び情報提供に関する特記事項等

１．特記事項

（１）大学情報の収集及び活用（年度計画【83】） ・遠方のため気軽に大学を訪れることができない新潟県外出身学生の保護者へ
・大学評価に資するデータ収集及び蓄積の利便性の向上を目的とし，データ形 の情報発信である「新潟大学フェア」を群馬県・長野県・秋田県・福島県の

式の共通化を図った「中期計画チェックシート」により，データを蓄積する ４県に拡大して開催（出席率36％，（出席保護者719人／在学生2,002人）し，
とともに，今後，各学部・研究科等が自己点検・評価を行う際にそのデータ 学長・理事・副学長等が「学生支援の取組」，「いまどきの就活事情」をテー
を参照できることとした。 マに講演を行った。終了後のアンケートでは，「非常に参考になった・参考

・研究推進機構が行う「研究評価」にあたり，大学情報データベースに蓄積さ になった」の回答が95％と満足度の高いものであった。
れた研究活動の状況にかかるデータの提供を行うとともに，論文引用指数等 ・これらの取組等により，「2014年版大学ランキング（朝日新聞出版）」の「高
の項目の必要性を踏まえ，大学情報データベースの見直しを図っている。 校からの評価」において「受験生への情報開示に熱心・親切」の項目で全国

・自己点検・評価における観点やデータ・資料の重要性等に関する評価担当者 国公私立大学中，第３位（前年度同順位）にランクされた。
（教員及び事務職員）研修を平成24年11月及び平成25年３月に開催（参加者
延べ60人）し，各組織の評価マインドの醸成を図った。 ２．「共通の観点」に係る取組状況

（２）法科大学院認証評価の受審（年度計画【84】） ○ 中期計画・年度計画の進捗管理，自己点検・評価の着実な取組及びその結果
・大学評価・学位授与機構を評価機関として，法科大学院認証評価を受審し，「同 の法人運営への活用が図られているか。

機構の定める法科大学院評価基準に適合している」との認定を受けた。また， （１）自己点検・評価の着実な実施及びその活用
同機構から評価された「長所」や指摘のあった是正事項及び留意事項につい ・各組織の自己点検・評価の基本的な枠組みとなる「自己点検・評価実施要領」
ては，全学に報告し，教育研究活動等の改善に資した。 を平成22年10月に策定し，毎年度，年度計画における中間時点の進捗状況及

び年度末の実施状況及び達成状況を確認している。また，大学機関別認証評
（３）利用者の立場に立った分かりやすい情報提供（年度計画【85】） 価における基本的な観点の「現況チェック」を実施することにより，各学部

・ウェブサイトのトップページ画面を見直し，機能別にバナーを再配置すると ・研究科等の教育研究活動が適切に行われているか確認している。
ともに，新着情報・イベント情報をカテゴリ別に表示することとした。 ・平成24年度からデータ形式の共通化を図った「中期計画チェックシート」に

・学生活動等の情報を集約した「Activity Report（新大生の活躍）」のバナー より，データを蓄積するとともに，各学部・研究科等が自己点検・評価を行
をウェブサイトのトップページに設置するとともに，キャンパスライフをビ う際にそのデータを参照できることとした。
ジュアルに伝える「新潟大学紹介ムービー」をリニューアルした。 ・中期計画達成に向けた各組織の取組実績については，毎年度，学長及び理事

・これらの取組等により，ウェブサイトのアクセス件数は，前年度比94,557件 等からなる判定会議において各取組の評価を行うとともに，その評価結果に
（14.2％）の増加となった。 ついては，全学にフィードバックすることにより，課題を有する計画の改善

を促すとともに，優れた取組等を共有している。また，「現況チェック」に
（４）積極的な情報発信（年度計画【85】） おいて明らかになった課題及びその改善に向けた視点等を『「学部・研究科

・地域の方々へ本学の教育研究活動を広く発信するためのイベント「新潟大学 等の現況チェック」結果の概要』として全学に報告している。
WeeK」（平成24年10月）を継続して開催し，延べ約22,000人が来学した。また，
本学の研究成果を公開するため，文部科学省「情報ひろば」（平成25年１月～ ○ 情報公開の促進が図られているか。
３月）に本学のブースを出展した。 （１）情報公開の促進

・同窓生や高等学校等に向けて本学の現在の情報を伝えることを目的として季 ・学校教育法施行規則等の一部改正に関連する情報公開の促進に係る対応とし
刊広報誌「六花」を発行し，創刊号を約70,000人の同窓生に送付した。また， て，平成23年４月に「新潟大学における教育関連情報に係る公表方針」を策
報道機関にイベント等の告知と取材を促す「Monthly Report」を作成し，平 定し，既に本学から発信している教育関連情報を見やすく整理し，本学ウェ
成24年４月から情報提供を開始した。 ブサイトで公表している。また，本学学士課程の取組への理解を得るため，

・報道機関への情報提供やウェブサイトの改善等の取組により，新聞等報道機 主専攻プログラム，副専攻プログラムを積極的に公表した。
関の取材が増加し，県内地方有力紙への本学関係記事の新聞掲載件数が777件 (http://www.niigata-u.ac.jp/education/education_disclose_policy.html)
（前年度320件）と増加した（前年度比142.8％増加）。 ・第２期中期目標・中期計画達成に向けた教育研究をはじめとする本学の取組

を積極的に情報提供する必要があることから，国立大学法人評価，認証評価，
（５）入試広報等の充実（年度計画【85】） 自己点検・評価について，ウェブサイトに掲載している。

・教員（32人）と事務職員（34人）の協働による「全国高等学校訪問」を継続 (http://www.niigata-u.ac.jp/profile1/40_plans_020.html)
して実施（23道府県378校）するとともに，高等学校の進路指導教員等を本学 ・独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に基づく財務諸表，業務
に招いた「アドミッションフォーラム」を継続して開催（121校180人）し， 報告書，決算報告書等の財務関連情報については，ウェブサイトに掲載し，
本学のアドミッションポリシーや特色のある教育・学生支援等の取組を紹介 公表している。
した。 (http://www.niigata-u.ac.jp/profile1/70_accountability_050.html)
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（２）積極的な情報発信
・広報誌については，ステークホルダーを意識した内容構成を目指して新規発

行やリニューアルを行い，効果に結びつく見直しを進めた。また，ウェブサ
イトについては，コンテンツの見易さの追求とバナーの再配置による情報へ
のスムーズなアクセスを実現するため，トップ画面のリニューアルを行った。
これらの取組等により，ウェブサイトのアクセス件数は，増加している。

＜ウェブサイトを訪れたユーザー数＞
平成22年度：648,666
平成23年度：664,858
平成24年度：759,415

・教員と事務職員の協働による「全国高等学校訪問」を実施するとともに，高
等学校の進路指導教員等を本学に招いた「アドミッションフォーラム」を開
催し，本学のアドミッションポリシーや特色のある教育・学生支援等の取組
を積極的に紹介している。また，新潟県外出身の在学生の保護者への情報発
信である「新潟大学フェア」を隣接県等で開催し，遠方のため気軽に大学を
訪れることができない県外出身学生の保護者に対して，学長・理事・副学長
等による講演や学部別懇談会を行っている。これらの取組等は，高等学校等
から高い評価を得ている。

＜全国高等学校訪問の訪問数＞
平成22年度：25都道府県，414校
平成23年度：19道県， 349校
平成24年度：23道府県， 378校

＜アドミッションフォーラムの参加者数＞
平成22年度：109校，139人
平成23年度： 91校，123人
平成24年度：121校，180人

＜新潟大学フェアの参加者数＞
平成22年度： １県，200人
平成23年度： ３県，632人
平成24年度： ４県，719人
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新潟大学

Ⅱ 業務運営・財務内容等の状況
(4) その他業務運営に関する重要目標
① 施設設備の整備・活用等に関する目標

中 ・学生が魅力を感じる，環境に配慮した施設整備及び施設マネジメントを推進する。
期
目
標

進捗
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ

状況

【86】 【86】 【86】
・「新潟大学キャンパスマスタープラン ・学生が魅力を感じるキャンパス環境構 Ⅲ ・「新潟大学キャンパスマスタープラン」及び文部科学省が策定した

－魅力的な教育研究環境の創造を目指 築に向け，建物の老朽度・耐震性及び 「第３次国立大学法人等施設整備５カ年計画（平成23年度～27年
して－」に基づき，学生が魅力を感じ 学生アンケート等を踏まえた整備計画 度）」に基づき，耐震性や老朽度，学生アンケート等を勘案して作
るキャンパス環境の創出を推進する。 により，施設整備を推進する。 成した整備計画により，キャンパス環境を次のとおり整備した。

(1) 耐震関連，老朽関連
① 整備計画に基づき，中央図書館，農学系校舎Ｃ棟，総合教
育研究棟Ｆ棟の耐震化を実施した。また，歯学系校舎Ｃ棟等，
動物実験施設，教育学系校舎Ｃ棟，工学系校舎Ａ棟，旭町中央
機械室の耐震化及び歯学系校舎Ａ･Ｂ棟，災害・復興科学研究
所の改修に着手した。

② 経年劣化による配管の腐食や樹根の侵入による詰まりが頻
発している五十嵐キャンパスの構内排水設備について，改修を
行った。また，経年による劣化が著しく，定期点検による指摘
も受けていた旭町地区のボイラー設備について，改修を行うこ
ととした。

(2) 学生関連
【88】を参照

(3) キャンパス環境関連
五十嵐地区において，学生及び教職員の健康増進に寄与するた

め，既存の緑道等を活用し，ウォーキングコースの整備を行った。
また，平成25年４月１日からのキャンパス内全面禁煙の実施に向
け，本学ウェブサイト，ポスター等による周知と併せて，歩道へ
の看板設置やステッカー貼付等により，広く周知を行った。

【87】 【87】 【87】
・環境負荷を抑制するため，環境・省エ ・大学構成員全体で，環境負荷を抑制す Ⅳ ・平成23年度に実施した節電方法の検証を行い，「新潟大学節電実行

ネ活動を推進する。 るための環境・省エネ活動を推進す 計画〔H24'夏期〕及び〔H24'冬期〕」を策定するとともに，教育研
る。 究及び医療活動に最大限配慮しつつ節電に取り組むよう，本学ウェ

ブサイト，ポスター等を通じて，学生，教職員へ広く周知し，節電
に取り組んだ。また，本学ウェブサイト上の電気使用量の可視化に
ついて，長岡地区を取り込み，節電の取組を促した。さらに，冬期
の節電実行計画において，冬の電力不足に対応するのみではなく，
地域における模範として貢献することと，電気料金単価の上昇によ
る大学財政への影響を最小限に抑えることとし，節電に一層取り組
んだ。

・学生・教職員の健康や安全管理に十分留意した節電が行われている
か，現地を見回り，夏期には，照度測定や温度測定等を実施し，無
理のない節電を実行できるよう，その場で実施可能な節電方法の説
明や，改善提案を行った。また，冬期には学生ボランティアと協働
で各学部の講義室等を見回り，照明・エアコンの消し忘れ，エアコ
ンの温度設定の確認を行い，過度な温度設定の場合には適切な温度
設定に変更した。
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・これらの節電実行計画に基づく節電の取組によって，夏期は，対平
成22年度削減率で病院を除いたキャンパス：△10％，病院：△５％
の目標に対し，大学全体で△19％と目標を上回る節電を達成し，冬
期は，対平成22年度削減率で大学全体：△10％の目標に対し，△20
％と目標を上回る節電を達成した。

・省エネ設備の導入として，廊下・階段照明の人感センサー化（理学
部棟・教育学部棟・人文社会学系Ｆ棟），高効率照明器具（LED，Hf
インバータ）への取替え（教育学部棟・人文社会学系Ｆ棟），LED
誘導灯器具への取替え（大学事務局棟他計18棟），高効率空調機へ
の取替え（自然科学系管理・共通棟），高効率変圧器への取替え（長
岡校園）等を行った。

【88】 【88】 【88】
・スペースマネジメントのさらなる推進 ・スペースマネジメントの更なる推進に Ⅳ ・建設中の環境・エネルギー研究拠点施設について，平成23年度に定

により，若手研究者などの研究環境向 より，若手研究者などの研究環境向上 めた利用計画に基づき，建物面積（4,800㎡）の約80％の全学共用
上を支援し，研究成果創出を促すとと を支援するとともに，学生のための自 スペースのうち，建物面積の約60％相当の共用スペースについて公
もに，学生のための自主的学習スペー 主的学習スペース等を拡充する。 募を行った。公募を行ったスペースの３分の１は若手研究者特別共
ス等を拡充する。 用スペースとして配分している。公募には，22件の申請があり，審

議のうえ室配置，室面積を決定し，申請した教員全員が使用できる
こととした。

・全学共用スペースとして，農学系校舎Ｃ棟では３室に増設した。ま
た，歯学系校舎Ｃ棟等では１室を新たに計画し整備に着手してお
り，歯学系校舎Ａ･Ｂ棟では１室，工学系校舎Ａ棟では14室を新た
に計画した。

・中央図書館整備において，自主自立的な学習活動を支援するための
ラーニングコモンズを整備前の10倍以上の357席（整備前32席）に
拡充するとともに，外国語自律学習支援室エリア等を整備し，学
生の主体的な学修のベースとなる図書館の機能強化を図った。

・学生のための自習スペース及びリフレッシュスペースとして，農学
系校舎Ｃ棟では３室に増設した。また，歯学系校舎Ｃ棟等では10室
を新たに計画し整備に着手しており，歯学系校舎Ａ･Ｂ棟では７室，
工学系校舎Ａ棟では５室を新たに計画した。

ウェイト小計
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新潟大学

Ⅱ 業務運営・財務内容等の状況
(4) その他業務運営に関する重要目標
② 安全管理に関する目標

中 ・安全管理体制を確立し，教職員や学生等にとって安全・安心で快適な環境を整備する。
期
目
標

進捗
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ

状況

【89】 【89-1】 【89-1】
・危機管理本部を整備し，自然災害・火 ・自然災害・火災等の発生時における被 Ⅳ ・危機管理本部危機管理室を中心に「学校施設の防災力強化プロジェ

災等の発生時における危機管理体制の 害想定に基づいた危機管理計画及び消 クト（文部科学省）－津波被害が想定される地域における学校施設
強化を図る。 防計画の見直しを行う。 の立地・安全対策の基礎的検討－」に取り組み，新潟県が策定した

地震津波被害想定に基づくリスク評価等を行い，「科学的根拠に基
づく，学校施設における効果的な防災・減災対策計画策定モデルの
構築」として報告書を作成するとともに，本学の危機管理計画を見
直し，「危機管理マニュアル（地震・津波対応編）」を策定した。

・東日本大震災を踏まえ，本学における防災関連設備として，①災害
備蓄倉庫・災害備蓄品，②指定避難所用トイレ設備・自家発電設
備，③災害時における情報通信体制整備，④緊急地震速報衛星受
信システム，⑤安否確認システム，⑥災害発生時対応診療設備を
整備することを決定した。

・火災等の予防並びに火災等発生時における人命の安全及び被害の軽
減を図ることを目的として，五十嵐地区消防計画を策定し，平成
24年４月に消防署への届出を行った。

・学生，地域住民及び教職員を対象として実施した平成24年度第１回
社会連携フォーラムにおいて，避難所体験訓練や学校と連携した
地域ぐるみの防災活動報告を行った。（フォーラム参加者90人，避
難所体験訓練参加者59人）また，危機管理計画の見直しに先立ち，
キャンパスにおける地震発生時の初動対応に関するポスターを作
成し，学内へ周知徹底を図った。

・新潟大学防犯キャンペーンの一つとして，事件，事故，防犯，火災
及び災害（地震）をテーマに警察，消防及び危機管理室教員による
「学生の危機防止等に関する講演会」を実施し，学生への防犯等に
対する意識向上を図った。（参加者206人）

【89-2】 【89-2】
・環境安全教育講習会や毒劇物等管理状 Ⅲ ・「国立大学法人新潟大学毒物及び劇物管理規程」に規定する毒劇物

況調査を実施し，受入れから廃棄まで 等を取り扱う部局に対し，平成24年６月に書面による毒劇物等管理
に係る化学薬品の使用，管理の適正化 状況調査を，さらに平成25年２月には各部局に出向いての実地調査
を推進する。 を実施し，各部局における毒劇物等の管理状況を把握するとともに，

適正な使用，管理の適正化を推進した。なお，調査の結果を報告書
としてとりまとめ，各部局長を構成員とする全学連絡調整会議で報
告するとともに，各部局へ配布し，毒劇物等の適正な取扱い・管理
について，教職員等及び学生に対する周知徹底を図った。

・危機管理本部環境安全推進室では，環境安全に関する教育の取組と
して，教職員・学生を対象に，「環境安全教育講習会」を平成24年
11月及び12月に計４回実施（参加者約420人）し，学内における教
育研究で使用する化学薬品の受入れから廃棄に至るまでの使用，管
理の適正化及び廃棄物の適正な処理についての啓発，意識の向上を
図った。また，「環境安全教育講演・講習会」を平成25年３月に計
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２回開催（参加者約100人）し，化学物質の安全な取扱いについて
の講演・講習を通して，教育研究における環境安全に対する意識の
醸成を図った。「薬品管理システム使用説明会」を平成25年３月に
計５回実施（参加者約170人）し，薬品管理システムの普及拡大を
図った。

・新規採用の事務・技術系職員（19人）を対象として，初任者研修プ
ログラムに安全衛生講習会を盛り込み，職場での危険防止と，健康
障害防止への理解を深めることを図った。

【90】 【90】 【90】
・情報セキュリティ・インシデントへの ・大学全体の情報セキュリティ・インシ Ⅲ ・学生への情報セキュリティポリシーの周知を図るため，以下のとお

対応能力を向上させるために，大学構 デントへの対応能力を向上させるた り講習会等を行った。
成員に情報セキュリティ教育を行う。 め，新入学生を対象とした「新入生講 (1) 「情報システムの心得」講習会を４月２日・３日の２日間の午

習会：情報システム利用の心得」等の 前・午後の８コマ行い，同講習会において本学「情報セキュリ
学生向け情報セキュリティ教育を行う ティポリシー」の啓発・周知及び情報セキュリティ上の注意事
とともに，教職員には「情報セキュリ 項を説明した。（参加者2,031人）
ティ実施手順書」の周知を行い，学内 (2) 「新入留学生向け生活オリエンテーション（春・秋）」で「情
の情報セキュリティ・インシデント対 報ルール説明会」を行い，ネットワークの安心・安全な利用方
応能力の向上を図る。 法を説明した。（３日間の参加者130人）

・新入生全員に「PCセキュリティ対策実施手順（一般ユーザ編）」を
配布し，情報セキュリティポリシーの啓発・周知を図った。

・情報セキュリティポリシーに則した「情報セキュリティポリシー実
施手順書」の全面改訂を，情報基盤センター，学務部，学術情報部
が共同で行い，情報セキュリティ・個人情報保護委員会の承認を経
て，全部局に周知及び学内ウェブサイトに掲載し，学内情報セキュ
リティインシデント対応能力の向上を図った。

ウェイト小計
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新潟大学

Ⅱ 業務運営・財務内容等の状況
(4) その他業務運営に関する重要目標
③ 法令遵守に関する目標

中 ・コンプライアンスに係る学内体制の下，大学構成員への啓発活動を行う。
期
目
標

進捗
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ

状況

【91】 【91-1】 【91-1】
・監査から改善につなげるＰＤＣＡサイ ・コンプライアンス推進に係るリーフレ Ⅲ ・就業規則上の義務等すべての教職員が身につけておくべき基本的な

クルを構築する。 ットやルールブックを作成し，教育・ 学内ルールや本学の管理運営組織の意思決定の仕組み等を分かりや
研修会を通じて構成員に周知を図る。 すく解説した「新潟大学教職員ルールブック」を新採用教職員全員

に配布するとともに，教育・研修会等の資料として活用し，教職員
のコンプライアンス意識の向上を図った。また，「新潟大学教職員
ルールブック」をウェブサイトに掲載するなどコンプライアンスの
推進を図った。

・新採用職員研修，科研費説明会，医療安全管理講演会，新入生セミ
ナー等の多様な教育・研修会等において，教職員延べ5,044人及び
学生延べ2,073人に対してコンプライアンスに関する説明等を行い，
周知徹底を図った。

・日常業務における適切かつ能率的な文書処理の徹底を図るため，文
書管理の基本的な知識及び関連する学内規則等について分かりやす
く解説した「文書管理マニュアル」を作成し，全事務職員へ配布し
た。

【91-2】 【91-2】
・内部監査機能の強化と監事監査の充実 Ⅲ ・平成24年度から内部監査機能の強化と監事監査の充実を図るための

を図るため，新たに監査室を設置する。 内部監査組織として「監査室」を設置するとともに，監事，会計監
査人，監査室による意見交換及び合同実地調査を行った。

・監事，会計監査人，経営者（財務担当理事）及び監査室の四者にお
いて，監査上のリスク及び内部統制の状況等についての問題点を共
有し連携体制の構築を目的とした四者協議会を７月及び３月に開催
した。７月には「平成23年度監査結果」，「平成24年度監査計画」
及び「平成24年度からの内部検査体制」等について，３月には「平
成24年度監査の実施状況」及び「教員等個人宛寄附金の適正な取扱
い」等について協議するとともに，監査における情報共有，相互の
活用等，実質的な連携を図った。

・平成24年度内部監査として，業務監査４項目，会計監査４項目の計
８項目の監査を実施した。
(1) 業務監査

①監査機能の充実，②情報発信機能の検証，③会議機能の検証，
④不正行為の再発防止に係る施策の検証

(2) 会計監査
①旧会計年度監査のフォローアップ監査の実施，②業務委託契約，
役務契約に係る適正性の検証，③賃金支給（非常勤職員）に係る
整合性の検証，④納品検収に係る適正性の検証

・内部監査の結果，是正措置が求められた「ホームページの内容に係
る確認（チェック）体制の不備」及び「組織改組に伴うホームペー
ジの改定の遅れ」については，該当部署において検討を行い，改善
を図った。
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【92】 【92-1】 【92-1】
・研究費等の不正使用を防止するため， ・教職員に対する会計ルールの研修を行 Ⅲ ・新規採用（異動含む）の教職員全員に「会計ハンドブック」を配付

会計ルールの周知徹底，実効性のある い，研究費等の不正使用防止の周知徹 し，会計ルールの周知徹底を図るとともに，新任教員研修会におい
内部統制体制の構築，効果的な内部監 底を図る。 ても「会計ハンドブック」を用いて会計ルールのポイントを説明し，
査を実施する。 研究費等の不正使用防止の周知徹底を図った。また，平成24年９月

に10会場で開催した科研費説明会において，「会計ハンドブック」
の抜粋を基に，会計ルールを説明するとともに，会計ルールに関す
る簡単な質問形式の「研究費等の使用・管理に関するアンケート」
を行い，理解度を高めた。

・「教員等個人宛て寄附金」の適正な取扱いについては，平成25年２
月に各部局長あて文書にて周知するとともに，平成24年11月の大学
改革・大学評価委員会，平成25年３月の全学連絡調整会議及び大学
改革・大学評価委員会において，会計ルールを十分理解し適正な会
計処理の徹底について，各部局長へ依頼した。

・会計事務担当者を対象に本学会計制度の理解を深めるため，資産管
理及び契約等の財務マネジメント研修を４回実施するとともに，現
在有効な会計関係通知を迅速に検索・閲覧できるようするために，
会計関係通知を電子データとして体系的に保存し，定期的に更新し
ている。

【92-2】 【92-2】
・内部牽制体制が有効に機能しているか Ⅲ ・平成24年度に実施した内部監査において，研究費の不正使用の典型

どうかを検証し，必要な改善を行う。 である「預け金」を牽制するために最も有効な手段である納品検収
について，納品検収が困難な物品等の検収方法の検証を行い，納品
検収手続の有効性を検証した結果，適切に納品検収が行われている
ことを確認した。

・平成22・23会計年度監査において，手続きの誤認識や関係書類の確
認が不十分だったことにより生じた不適切な経理が指摘されたた
め，財務マネジメント研修を行うとともに，平成24年度においてフ
ォローアップ監査を行い，再発防止に努めた。

・教員等個人宛て寄附金については，寄附金開示情報等を利用し，教
員等個人宛て寄附金の採択状況を定期的（月２回）に調査し，入金
状況の確認を行っている。

ウェイト小計
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新潟大学

（４）その他の業務運営に関する特記事項等

１．特記事項

（１）全学的な省エネルギー活動の推進（年度計画【87】） ・就業規則上の義務等すべての教職員が身につけておくべき基本的な学内ルー
・平成23年度に実施した節電方法の検証を行い，「新潟大学節電実行計画〔H24' ルや本学の管理運営組織の意思決定の仕組み等をわかりやすく解説した「新

夏期〕及び〔H24'冬期〕」を策定するとともに，ウェブサイトでの電気使用量 潟大学教職員ルールブック」を新採用教職員全員に配布するとともに，教育
の可視化や学生ボランティアとの協働による講義室等の照度測定・温度測定 ・研修会等の資料として活用し，教職員のコンプライアンス意識の向上を図
を行うなどの取組によって，次の成果があった。 った。また，「新潟大学教職員ルールブック」をウェブサイトに掲載するな
①夏期は，対平成22年度削減率で病院を除いたキャンパス：△10％，病院： どコンプライアンスの推進を図った。

△５％の目標に対し，大学全体で△19％と目標を上回る節電を達成した。 ・新採用職員研修，科研費説明会，医療安全管理講演会，新入生セミナー等の
②冬期は，対平成22年度削減率で大学全体：△10％の目標に対し，△20％と 多様な教育・研修会等において，教職員延べ5,044人及び学生延べ2,073人に

目標を上回る節電を達成した。 対してコンプライアンスに関する説明等を行い，周知徹底を図った。特に，
平成24年９月に10会場で開催した科研費説明会においては，「研究費等の使

（２）学生のための自主的学習スペースの拡充（年度計画【88】） 用・管理に関するアンケート」により，教員等個人宛て寄附金に係る手続き
・中央図書館整備において，自主自立的な学習活動を支援するための「ラーニ の確認を行った。

ング・コモンズ」を整備前の10倍以上の357席（整備前32席）に拡充するとと
もに，外国語自律学習支援室エリア等を整備し，学生の主体的な学修のベー （５）公的研究費の不正使用防止に関する取組（年度計画【92-1】【92-2】）
スとなる図書館の機能強化を図った。 ・平成24年度に実施した内部監査において，研究費の不正使用の典型である「預

・学生のための自習スペース及びリフレッシュスペースを農学系校舎Ｃ棟では け金」を牽制するために最も有効な手段である納品検収について，「納品検
３室に増設するとともに，歯学系校舎Ｃ棟等では新たに10室の整備に着手し 収が困難な物品等の検収方法の検証」を行い，納品検収手続の有効性を検証
ており，歯学系校舎Ａ･Ｂ棟では７室，工学系校舎Ａ棟では５室を新たに計画 した結果，適切に納品検収が行われていることを確認した。
し，拡充を図っている。 ・平成22・23会計年度監査において，手続きの誤認識や関係書類の確認が不十

分だったことにより生じた不適切な経理が指摘されたため，財務マネジメン
（３）危機管理マニュアルの策定及び災害用設備の整備（年度計画【89-1】） ト研修を行うとともに，平成24年度においてフォローアップ監査を行い，再

・危機管理本部危機管理室を中心に「学校施設の防災力強化プロジェクト（文 発防止に努めた。
部科学省）－津波被害が想定される地域における学校施設の立地・安全対策 ・新規採用（異動含む）の教職員全員に「会計ハンドブック」を配付し，会計
の基礎的検討－」に取り組み，新潟県が策定した地震津波被害想定に基づく ルールの周知徹底を図るとともに，新任教員研修会においても「会計ハンド
リスク評価等を行い，「科学的根拠に基づく，学校施設における効果的な防災 ブック」を用いて会計ルールのポイントを説明し，研究費等の不正使用防止
・減災対策計画策定モデルの構築」として報告書を作成するとともに，本学 の周知徹底を図った。また，９月に10会場で開催した科研費説明会において，
の危機管理計画を見直し，「危機管理マニュアル（地震・津波対応編）」を策 「会計ハンドブック」の抜粋を基に，会計ルールを説明するとともに，会計
定した。 ルールに関する簡単な質問形式の「研究費等の使用・管理に関するアンケー

・東日本大震災を踏まえ，本学における防災関連設備として，①災害備蓄倉庫 ト」を行い，理解度を確認し，正確な認識の定着を図った。
・災害備蓄品，②指定避難所用トイレ設備・自家発電設備，③災害時におけ
る情報通信体制，④緊急地震速報衛星受信システム，⑤安否確認システム，
⑥災害発生時対応診療設備を整備することを決定した。 ２．「共通の観点」に係る取組状況

（４）教員等個人宛て寄附金の適正な取扱いに関する取組（年度計画【91-1】 ○ 法令遵守（コンプライアンス）及び危機管理体制が確保されているか。
【91-2】【92-1】【92-2】） （１）コンプライアンスの推進

・平成23年度評価結果で課題として指摘された「教員等個人宛て寄附金」の適 平成21年10月に理事，部局長，法律専門家等で構成されるコンプライアン
正な取扱いについては，平成25年２月に各部局長あて文書にて周知するとと ス委員会を設置し，コンプライアンスに関する教職員の理解を深めるための
もに，平成24年11月の大学改革・大学評価委員会，平成25年３月の全学連絡 リーフレットを作成するとともに，毎年度，新採用職員研修，科研費説明会，
調整会議及び大学改革・大学評価委員会において，会計ルールを十分理解し 医療安全管理講演会，新入生セミナー等の多様な教育・研修会等において，
適正な会計処理の徹底について，各部局長へ依頼した。 コンプライアンスに関する説明等を行い，周知徹底を図っている。また，就

・平成22・23会計年度監査のフォローアップ監査において，会計ルールの周知 業規則上の義務や教職員が身につけておくべき基本的な学内ルール等を分か
方法の確認を行うなど，再発防止に努めた。 りやすく解説した「新潟大学教職員ルールブック」を平成24年３月に作成し，

・教員等個人宛て寄附金については，寄附金開示情報等を利用し，教員等個人 教職員に配布するとともに，教育・研修会等の資料として活用し，教職員の
宛て寄附金の採択状況を定期的（月２回）に調査し，入金状況の確認を行っ コンプライアンス意識の向上を図った。
ている。
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平成24年度から内部監査組織として学長直属の「国立大学法人新潟大学監査
室」を設置するとともに，公益通報等窓口を監査室へ一元化した。
「新潟大学の科学者行動規範・科学者の行動指針」，「新潟大学の研究費等

の管理・運営に関する基本方針」，「新潟大学における研究費等の不正使用防
止計画」を定め，これらが有効に機能しているかについて，「国立大学法人新
潟大学内部監査規程」及び「国立大学法人新潟大学科学研究費補助金内部監査
要項」に基づき，毎年度内部監査を実施し検証している。また，内部監査では
書面審査のみならず当該者から聞き取り調査を行い，実効性のある監査を実施
している。

（２）危機管理体制の強化
① 危機管理本部の設置

本学における危機管理及び環境保全に関し適切な方策を講じ，危機事態の発
生を予防するとともに，危機発生後に迅速に対処することを目的に，危機管理
を所掌する「危機管理室」と学内の環境保全を所掌する「環境安全推進室」（廃
棄物処理施設を改編）の２室体制による「危機管理本部」を平成22年10月に設
置し，学内の危機管理，環境保全に関する体制の整備・強化を図った。

② 危機管理への対応
危機管理室では，多種多様な危機管理に万全を期すため，五十嵐キャンパス

及び旭町キャンパスにそれぞれ専任教員を配置している。また，危機発生時に
おける基本的な方針を定めた危機管理計画等を踏まえ，次の取組を行っている。

・携帯版の危機対応マニュアルの更新，配付（平成22年度から継続）
・新潟大学生活協同組合との災害時における相互協力に関する協定の締結
（平成23年度）

・地域住民及び学生を対象とした危機管理に関する講演会等の実施（平成23
年度から継続）

・地震発生時の初動対応に関するポスターの作成（平成24年度）
・危機管理マニュアル（地震・津波対応編）の策定（平成24年度）
なお，東日本大震災発生時は，地震発生当日に地震対策本部を立ち上げ，学

生・教職員の安否確認や医療支援等を速やかに実施した。

③ 薬品の適切な管理
薬品管理については，「国立大学法人新潟大学毒物及び劇物管理規程」によ

り学長を管理総括，部局長を管理責任者とする適正な管理のための体制が整備
されている。また，同規程に基づき，毎年度，実地又は書面による「毒劇物等
の保管管理等現況調査」を実施するとともに，全学会議等において注意喚起及
び周知徹底を図っている。

環境安全推進室では，環境安全教育講習会等を実施するなど，毒劇物等薬品
の適正な管理についての啓発及び意識の向上を図っている。また，薬品管理シ
ステム使用説明会を実施し，薬品管理システムの普及拡大を図っている。
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新潟大学
Ⅲ 予算（人件費見積もりを含む。）、収支計画及び資金計画

※ 財務諸表及び決算報告書を参照

Ⅳ 短期借入金の限度額

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

１ 短期借入金の限度額 １ 短期借入金の限度額 実績なし
４４億円 ４４億円

２ 想定される理由 ２ 想定される理由
運営費交付金の受け入れ遅延及び事故の発生 運営費交付金の受け入れ遅延及び事故の発生

等により緊急に必要となる対策費として借り入 等により緊急に必要となる対策費として借り入
れることが想定されるため。 れることが想定されるため。

Ⅴ 重要財産を譲渡し、又は担保に供する計画

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

１ 重要な財産を譲渡する計画 １ 重要な財産を譲渡する計画 １ 重要な財産の譲渡
(1) 好山寮の跡地（新潟県妙高市大字関川24 (1) 好山寮の土地（新潟県妙高市大字関川24 教育学部宿泊施設（和光寮）の跡地について，不動産売買契

13，面積3,286.78㎡）を譲渡する。 13，面積3,286.78㎡）を譲渡する。 約書を締結した。（代金の納入及び土地所有権の移転は平成25
(2) 関屋寄宿舎（学生寄宿舎：六花寮）の跡 (2) 関屋寄宿舎（学生寄宿舎：六花寮）の跡 年度）

地（新潟県新潟市中央区関屋字風砂除２番 地（新潟県新潟市中央区関屋字風砂除２番
18，土地面積10,100.58㎡，建物面積5,292. 18，土地面積10,100.58㎡，建物面積5,292.
67㎡）を譲渡する。 67㎡）を譲渡する。

(3) 教育学部宿泊施設（和光寮）の跡地（新 (3) 教育学部宿泊施設（和光寮）の跡地（新
潟県長岡市地蔵１丁目１番６号，土地面積 潟県長岡市地蔵１丁目１番６号，土地面積
2,451.23㎡，建物面積1,675.22㎡）を譲渡 2,451.23㎡，建物面積1,675.22㎡）を譲渡
する。 する。

２ 重要な財産を担保に供する計画 ２ 重要な財産を担保に供する計画 ２ 担保に供する計画
医歯学総合病院の施設・設備の整備に必要と 医歯学総合病院の施設・設備の整備に必要と なし

なる経費の長期借入に伴い，本学の土地及び建 なる経費の長期借入に伴い，本学の土地及び建
物について担保に供する。 物について担保に供する。
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新潟大学

Ⅵ 剰余金の使途

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

○ 決算において剰余金が発生した場合 ○ 決算において剰余金が発生した場合 決算における剰余金の発生及び取崩なし

教育，研究，診療その他の事業の質の向上及 教育，研究，診療その他の事業の質の向上及
び組織運営の改善に充てる。 び組織運営の改善に充てる。
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新潟大学
Ⅶ そ の 他 １ 施設・設備に関する計画

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

施設・設備の内容 予定額（百万円） 財 源 施設・設備の内容 予定額（百万円） 財 源 施設・設備の内容 予定額（百万円） 財 源

・医歯学総合病院 総額 8,927 施設整備費補助金 ・医歯学総合病院 総額 7,779 施設整備費補助金 ・医歯学総合病院 総額 6,516 施設整備費補助金

外来診療棟， （1,516百万円） 外来診療棟， （4,588百万円） 外来診療棟， （3,494百万円）
・医歯学総合病院 長期借入金 ・医歯学総合病院 長期借入金 ・医歯学総合病院 長期借入金

基幹・環境整備 （6,937百万円） 西診療棟改修， （3,118百万円） 西診療棟改修， （2,950百万円）
（医療情報室改 国立大学財務・経営ｾﾝ ・附属図書館改修， 国立大学財務・経営ｾﾝ ・附属図書館改修， 国立大学財務・経営ｾﾝ

修）， ﾀｰ施設費交付金 ・基幹・環境整備 ﾀｰ施設費交付金 ・基幹・環境整備 ﾀｰ施設費交付金

・五十嵐地区総合 （474百万円） （とりこわし・ （73百万円） （とりこわし・ （73百万円）
研究棟改修（農 環境整備等）， 環境整備等），

学系）， ・環境エネルギー ・環境エネルギー

・小規模改修 研究拠点施設， 研究拠点施設，

・動物実験施設改 ・動物実験施設改

修， 修，

・総合研究棟改修 ・総合研究棟改修

（農学系）， （農学系），

・総合研究棟改修 ・総合研究棟改修

（歯学系）， （歯学系），

・再開発（病院） ・再開発（病院）

設備 設備

・ライフライン再

生（排水設備）

・総合研究棟耐震

改修(教育科学

系）

・探求型工学力育

成事業（補正予

算第１号）

・小規模改修

(注1) 施設・設備の内容，金額については見込みであり，中期目 （注）金額については見込みであり，上記のほか，業務の実施状況

標を達成するために必要な業務の実施状況等を勘案した施設 等を勘案した施設・設備の整備や老朽度合等を勘案した施設・

・設備の整備や老朽度合等を勘案した施設・設備の改修等が 設備の改修等が追加されることもある。

追加されることもある。

(注2) 小規模改修について平成22年度以降は平成21年度同額とし

て試算している。

なお，各事業年度の施設整備費補助金，国立大学財務・経

営センター施設費交付金，長期借入金については，事業の進

展等により所要額の変動が予想されるため，具体的な額につ

いては，各事業年度の予算編成過程等において決定される。
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○ 計画の実施状況等
・外来診療棟については，平成21年度～平成24年度事業となっており，最終年度の平成24年度においては1,604百万円執行した。
・西診療棟改修については，平成23年度～平成24年度事業となっており，最終年度の平成24年度においては637百万円執行した。
・基幹・環境整備（とりこわし・環境整備等）については，平成24年度～平成25年度事業となっており，平成24年度においては206百万円執行した。
・附属図書館改修については，平成23年度～平成24年度事業となっており，最終年度の平成24年度においては1,331百万円執行した。
・環境エネルギー研究拠点施設については，平成24年度事業となっており，442百万円執行した。（翌年度への繰越あり。）
・動物実験施設改修については，平成24年度事業となっており，519百万円執行した。（翌年度への繰越あり。）
・総合研究棟改修（農学系）については，平成24年度事業となっており，329百万円執行した。
・総合研究棟改修（歯学系）については，平成24年度～平成25年度事業となっており，406百万円執行した。
・災害復旧事業（佐渡市小田他）については，佐渡演習林の法面崩落復旧のため，59百万円執行した。
・小規模改修については，五十嵐地区，長岡市学校町地区，村松地区において整備を行った。（73百万円）
・再開発（病院）設備については，平成24年単年度事業であり，763百万円執行した。
・ライフライン再生（排水設備）については，平成24年度単年度事業であり，63百万円執行した。（翌年度への繰越あり。）
・総合研究棟耐震改修（教育科学系）については，平成24年度単年度事業であり，1百万円執行した。（翌年度への繰越あり。）
・平成24年度補正予算第１号については，平成24年度単年度事業であり，8百万円執行した。（翌年度への繰越あり。）
・歯科医療技術者育成システム整備事業については，平成23年度からの繰越事業であり，75百万円執行した。

・年度計画と実績の主な差異は，以下のとおり。
施設整備費補助金 1,094百万円の減

・年度計画作成時から事業費が変更になったことに伴う減－81百万円
・６事業が平成25年度へ繰越となったことに伴う減－1,293百万円（基幹・環境整備－20百万円，環境エネルギー研究拠点施設－708百万円，動物実験施設改

修－539百万円，総合研究棟改修（歯学部）－11百万円，（佐渡市小田他）災害復旧工事－15百万円）
・西診療棟改修の平成23年度からの繰越＋8百万円
・歯科医療技術者育成システム整備事業の平成23年度からの繰越＋75百万円
・ライフライン再生（排水設備）が採択されたことに伴う増＋63百万円
・総合研究棟耐震改修（教育科学系）が採択されたことに伴う増＋1百万円
・平成24年度補正予算による『リサーチ・ドミトリー』による探求型工学力育成事業の実施に伴う増＋9百万円

長期借入金 168百万円の減
・年度計画作成時から事業費が変更になったことに伴う減－45百万円
・西診療棟改修の平成23年度からの繰越＋72百万円
・西診療棟改修繰越分の不用額の発生に伴う減－22百万円
・基幹・環境整備の平成25年度への繰越－173百万円
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新潟大学
Ⅷ そ の 他 ２ 人事に関する計画

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

○ 優秀な人材の雇用・確保に向けて，インセンテ ○ 多様な採用方法や個人評価結果の人事処遇への適 「(1)業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成す
ィブの働く処遇体系や人事評価体系など人事制度 切な反映などを通じて，優秀な人材の確保に取り組 るための措置」【74】～【76】（55頁～56頁）参照
を整備する。 む。

○ キャリアパスや研修制度等に基づく計画的人材 ○ 研修体系の整備，適切なキャリアパスの構築，責
養成等を行い，職員の能力・意欲の向上を図る。 任や実績に応じたインセンティブの付与など，職員

○ 積極的な女性登用などのポジティブアクション の能力・意欲を向上させる取組を推進し，優れた人
の取組を推進する。 材を育成する環境を整備する。
（参考） 中期目標期間中の人件費総額見込み ○ 男女共同参画推進室を中心として，教員及び職員

136,086百万円（退職手当は除く。） に係る積極的な女性登用などのポジティブアクショ
ンの取組を推進する。

（参考１） 平成24年度の常勤職員数 1,841人
また，任期付職員数の見込みを 607人と
する。

（参考２） 平成24年度の人件費総額見込み
23,214百万円（退職手当は除く。）
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新潟大学
○ 別表（学部の学科、研究科の専攻等の定員未充足の状況について）

学部の学科，研究科の専攻等名 収容定員 収容数 定員充足率

学部の学科，研究科の専攻等名 収容定員 収容数 定員充足率 (a) (b) (b)/(a)×100
(人) (人) （％）

(a) (b) (b)/(a)×100 歯学部 352 345 98.0
(人) (人) （％） 歯学科 260 250 96.2

人文学部 940 1,005 106.9 口腔生命福祉学科 92 95 103.3
人文学科 695 700 100.7

（従前の課程） 工学部 1,960 2,193 111.9
行動科学課程 75 96 128.0 機械システム工学科 352 403 114.5
地域文化課程 100 146 146.0 電気電子工学科 292 340 116.4
情報文化課程 50 63 126.0 情報工学科 256 281 109.8
第３年次編入学学部共通（外数） 20 福祉人間工学科 200 236 118.0

化学システム工学科 312 353 113.1
教育学部 1,480 1,584 107.0 建設学科 312 350 112.2

学校教員養成課程 880 922 104.8 機能材料工学科 196 230 117.3
学習社会ネットワーク課程 180 196 108.9 第３年次編入学学部共通（外数） 40
生活科学課程 60 70 116.7
健康スポーツ科学課程 120 131 109.2 農学部 640 714 111.6
芸術環境創造課程 240 265 110.4 農業生産科学科 220 254 115.5

（従前の学部） 応用生物化学科 200 230 115.0
教育人間科学部 - 26 - 生産環境科学科 200 230 115.0

学校教育課程 - 11 - 第３年次編入学学部共通（外数） 20
学習社会ネットワーク課程 - 4 -
生活環境科学課程 - 2 -
健康スポーツ科学課程 - 3 - 学士課程 計 9,512 10,358 108.9
芸術環境創造課程 - 6 -

教育学研究科 94 109 116.0
法学部 730 811 111.1 学校教育専攻（修士課程） 30 26 86.7

法学科 730 810 111.0 教科教育専攻（修士課程） 64 83 129.7
（従前の学科）

法政コミュニケーション学科 - 1 - 現代社会文化研究科 120 126 105.0
（昼間コース） 現代文化専攻（修士課程） 10 10 100.0

社会文化専攻（修士課程） 20 16 80.0
経済学部 1,250 1,412 113.0 法政社会専攻（修士課程） 10 8 80.0

経済学科（昼間コース） 660 734 111.2 経済経営専攻（修士課程） 20 19 95.0
経済学科（夜間主コース） 100 113 113.0 （従前の専攻）
経営学科（昼間コース） 430 486 113.0 現代文化論専攻（修士課程） 15 10 66.7
経営学科（夜間主コース） 60 79 131.7 共生社会論専攻（修士課程） 20 21 105.0

社会文化論専攻（修士課程） 15 23 153.3
理学部 780 867 111.2 現代マネジメント専攻（修士課程） 10 19 190.0

数学科 140 164 117.1
物理学科 180 209 116.1 自然科学研究科 974 1,079 110.8
化学科 140 157 112.1 数理物質科学専攻（修士課程） 126 131 104.0
生物学科 80 91 113.8 材料生産システム専攻（修士課程） 286 317 110.8
地質科学科 100 116 116.0 電気情報工学専攻（修士課程） 244 292 119.7
自然環境科学科 120 130 108.3 生命・食料科学専攻（修士課程） 140 156 111.4
第３年次編入学学部共通（外数） 20 環境科学専攻（修士課程） 178 178 100.0

（従前の専攻）
医学部 1,380 1,401 101.5 自然構造科学専攻（修士課程） - 1 -

医学科 700 713 101.9 環境共生科学専攻（修士課程） - 3 -
保健学科 680 688 101.2 数理・情報電子工学専攻（修士課程） - 1 -



- 88 -

学部の学科，研究科の専攻等名 収容定員 収容数 定員充足率 学部の学科，研究科の専攻等名 収容定員 収容数 定員充足率

(a) (b) (b)/(a)×100 (a) (b) (b)/(a)×100
(人) (人) （％） (人) (人) （％）

保健学研究科 40 67 167.5 実務法学研究科 105 69 65.7
保健学専攻（修士課程） 40 67 167.5 実務法学専攻（専門職学位課程） 105 69 65.7

医歯学総合研究科 52 30 57.7
医科学専攻（修士課程） 40 22 55.0 専門職学位課程 計 145 104 71.7
口腔生命福祉学専攻（修士課程） 12 8 66.7

養護教諭特別別科 50 40 80.0

修士課程 計 1,280 1,411 110.2 教育学部
附属幼稚園 学級数 3 90 68 75.6

現代社会文化研究科 60 76 126.7 附属新潟小学校 学級数 15 518 496 95.8
人間形成研究専攻（博士課程） 6 4 66.7 （うち複式学級3）
共生文化研究専攻（博士課程） 7 4 57.1 附属長岡小学校 学級数 12 470 409 87.0
共生社会研究専攻（博士課程） 7 6 85.7 附属新潟中学校 学級数 9 360 353 98.1

（従前の専攻） 附属長岡中学校 学級数 9 360 352 97.8
人間形成文化論専攻（博士課程） 8 30 375.0 附属特別支援学校 学級数 9 60 66 110.0
地域社会形成論専攻（博士課程） 16 18 112.5 うち
国際社会形成論専攻（博士課程） 16 14 87.5 小学部18人 学級数(複式学級) 3

中学部18人 学級数 3
自然科学研究科 210 234 111.4 高等部24人 学級数 3

数理物質科学専攻（博士課程） 39 44 112.8
材料生産システム専攻(博士課程) 48 37 77.1
電気情報工学専攻（博士課程） 39 25 64.1 ○ 計画の実施状況等
生命・食料科学専攻（博士課程） 39 58 148.7 本学の課程ごとの収容定員の充足状況は，学士課程108.9％，修士課程110.2％，
環境科学専攻（博士課程） 45 29 64.4 博士課程103.0％，専門職学位課程71.7％であり，専門職学位課程を除き収容定員

（従前の専攻） を適切に充足した教育活動を行っている。
自然構造科学専攻（博士課程） - 11 -
環境共生科学専攻（博士課程） - 14 - 【平成23年度評価結果の課題事項に対する改善への取組状況】
環境管理科学専攻（博士課程） - 1 - 専門職学位課程の定員充足率が90％未満であることについては，平成22年度及
情報理工学専攻（博士課程） - 15 - び平成23年度評価においても課題事項とされているところであり，平成24年度に

おいても専門職学位課程の定員充足率は，71.7％にとどまった。
保健学研究科 18 21 116.7 これは，技術経営研究科及び実務法学研究科において，入学者の質を確保する

保健学専攻（博士課程） 18 21 116.7 ため，入学者選抜における合格者の判定を慎重に行ったことによるものである。
技術経営研究科においては，平成25年度入学者獲得に向けた改善方策を検討し，

医歯学総合研究科 417 395 94.7 平成25年度の入学者の充足率は95％に向上した。
口腔生命福祉学専攻（博士課程） 9 11 122.2 実務法学研究科においては，入学定員の適正化を図るため，平成22年度から入
分子細胞医学専攻（博士課程） 88 88 100.0 学定員を60人から35人に変更し，さらに，平成25年度から入学定員を35人から20
生体機能調節医学専攻（博士課程） 148 147 99.3 人に変更するとともに，入試方法を改善（法学既修者認定方式の変更等）したが，
地域疾病制御医学専攻（博士課程） 56 27 48.2 全国的な法科大学院希望者数の減少と相俟って，入学者が入学定員を下回ってい
口腔生命科学専攻（博士課程） 116 122 105.2 る。今後は，カリキュラム編成や教員配置等の改善計画を実行し，教育の質の向

上によって入学者の増加と入学定員の確保を図ることとしている。さらに，学長
の下に，外部有識者からなる「新潟大学大学院実務法学研究科の在り方に関する

博士課程 計 705 726 103.0 有識者会議」を設置し，法科大学院認証評価の結果等を用いて，実務法学研究科
が当面講ずべき改善方策について検討するとともに，中長期的な実務法学研究科

技術経営研究科 40 35 87.5 の在り方について検討することとしている。
技術経営専攻（専門職学位課程） 40 35 87.5


